
















































































































































































































































































































珂t 事 出 直古民地問。東京電力(掬取締役割社長

監 事 斉泊庭内郎 (的エイジング総合研究センター監事

〔注記〕 ・前回福三郎理事長代行が理事長に就任。広瀬次雄賄事が常務理事に就任。

9月16B 理事会開催

平成5年度事業計画・収支予算

平成4年度上半期事業進捗状況報告

平成5年度

5月31呂 理事会開催

職員退職手当支給規定の討日変更

平成4年度事業報告・収支決算

平成5年度事業計画・収支予算

9 Fl20B 理事会開催

平成6年度事業計画・収支予算

平成5年度上半期事業iffi捗状況報告

理事会で選任・退任

顧問内事 山中龍夫 衆議i涜議員・元通商産業大阪・元文部大臣・元総務庁長'8"

理事長 前田福一三郎 日本電波塔(附代表取締役社長

常務理事 広 i額次雄 IRflアジア人口・凋発協会事務局長

Jq! 事 内村良英 (朔日本農業研究所理事長

1里 事 完主 久次郎 全国社会福iil協議会会長

理 事 鹿野道彦 衆議院議員・元総務庁長官

Jq! 事 JlI野重任 東京大学名誉教授

耳目 事 ;主罰 俊夫 日本大学人口研究所名誉所長

理 事 小林和正(渇去)

理 事 近 泰男 (鮒家族言|幽国際協力財i丑常任耳目事

1盟 事 斉藤(申iiII 和光証券(防相談役

理 事 桜井 新 衆議院議員・元潔境庁長宵

F中 事 須之部量二 JC外務事務次官

J!l! 事 南 直哉 東京電力物取締役司i村長

理 事 1(; 村 (♂八郎 相経済凶体連合会相談役

J'H 事 武凶修一郎 東海大学工学部教授

}里 事 房野夏時l 佐)経済回体連合会専務理事

理 事 本多健一 東京工芸大学工学部教授

JI[! 事 森 久 (他日本原子力産業会議専務理事

理 事 小津大二(西野世界)。 国際協力事業団(JICi¥)聞事

寄与 事 斉凶慶四郎 (計}エイジング総合研究センター監事
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平成6年

理事会開催

平成5年度事業報告・収支決算

平成6年度事業計画・ 11:(支予算

5Fl30日

理事会開催

平成7年度事業計画収支予算

平成6年度上半期事業進捗状況報告

9月12日

平成7年度

理事会開催

平成6年度事業報告・収支決算

平成7年度事業計画・収支予算

役員の改選

5月26日

衆議院議員・元通商産業大医・元文部大臣・元総務庁長官

日本電波港側代表取締役社長

1鮒アジア人口・凋発協会事務局長

腕日本農業研究所理事長

全国社会福祉協議会会長

国際協力事業団(JICA)"I!事

衆議院議員・元総務庁長官

東京大学名誉教授

日本大学人口研究所名誉所長

(財家族計画国際協力財団常任，m事

和光証券(防相談役

衆議院議員・元環境庁長宮

夫

的

即

雄

英

郎

三

次

福

次

良

久

大

道

重

市
中

彦

任

夫

男

t長

俊

泰

龍中

{額

国

藤

井

野

野

キナ

i宰

田

理事会で選任・退任

顧問理事

黒

近

斉

鹿

前

広

i人]

JlI 

回

翁

事長

常務F甲事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

理

理

理

理

理

，m 

f型

理

理

新桜翌日

東海大学工学部教授

量三(辞任)

修三郎

f-八虫11(辞任)

須之部

田武

事

事

事

1里

理

卒、I花型I!

東京工芸大学工学部教授

東京電力側取締役副社長

件土JB本原子力産業会議専務理事

紺エイジング総合研究センター監事

明(逝去)

哉

久

変

健

直

型F

多

房

本

南

森

斉

事

事

事

事

理

理

理

''1! 
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慶問自11出事

理事会開催

監

9月19日



平成8年度事業計岡・収支予算

平成7年度上半期事業進捗状況報告

平成8年度

3月11日 臨時理事会問催

事務所移転の件

APDA事務所を千代田区永田町2丁目10-2永凶何TBRどル710号室より

新市区新街1-5-1コリンズ3ビル3Fへの移転、が議決されたo

5 Fl29日 理事会開催

平成7年度事業報告・収支決算

平成8年度事業計画・収支予算

9月4日 理事会開催

平成9年度事業計画・収支予算

平成8年度上半期事業i並捗状況報告

理事会で選任・退任

顧問理事 問中龍夫 衆議院議員・元通路産業大豆・元文部大臣・元総務庁長官

理事長 前回福三郎 日本電波塔附代表取締役社長

常務 JI!l事 広瀬次雄 (財アジア人口・開発協会事務局長

E里 事 内村良英 (賊日本農業研究所理事長

理 事 翁 久次郎{逝去)

理 事 小津大一 時際協力事業回(JICA)理事

里I! 事 鹿野道彦 衆議院議員・元総務庁長官

1里 事 JlI野重任 東京大学名誉教授

理 事 黒山俊夫 日本大学人口研究所名誉所長

E型 事 近 泰男 例家族計画層際協力財団常任理事

理 事 斉藤伸雄 平日光証券(的相談役

理 事 桜井 新 衆議院議員・元環境庁長官

jll! 事 武田修三郎 東海大学工学部教授

理 事 本多健 東京工芸大学学長

理 事 南 直哉 東京電力側取締役剣社長

理? 事 森 一久 位i口本原子力産業会議副会長

監 事 斉田慶四郎 (紛ヱイジング総合研究センタ一能事

平成9年

5月29B 理事会開催

154 



平成8年度事業報告・収支決算

平成9年度事業計凶・収支予算

理事会初催

平成10年度事業計画・収支予算

平成9年度上半期事業jtt捗状況報告

9月11日

平成10年

理事会開催

平成9年度事業報告・収支決算

平成10年度事業計画・収支予算

役員人事

5月28日

元衆議院議員・元通商産業大臣・元文部大臣・元総務庁長官

日本電波塔鮒代表取締役社長

備アジア人口・開発協会事務局長

(期日本農業研究所理事長

国際協力事業団(JICA)理事

衆議院議員・元総務庁長官

東京大学名誉教授

日本大学人口研究所名誉所長

(財)家族計岡留際協力財団常任理事

和光証券鮒特別顧問

衆議院議員・元環境庁長官

東海大学工学部教授

東京工芸大学長

東京電力側取締役副社長

{初日本原子力産業会議副会長

参議院議員・元環境庁長官

組経済団体連合会参与

紛エイジング総合研究センター監事

夫{逝去)

哉

夕、

嘉与子 O

也O

郎

雄

英

龍

福

次

良

二

彦

任

夫

男

雄

新

修三郎

健

大

道

議

一

俊

泰

市
中f
 

直

正

中

出

i報

本、I

多

i宰

野

藤

7K 
好

野

田

井

同

理事会で選任・退任

顧問翌日事

鹿

黒

近

斉

桜

武

森

i青

苅

内

本

南

田

広

J 11 

長

常務理事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事耳t

理

理

R型

理

理

JII1 

理

f理

理

理

王聖

理

Jm 

理

慶凶員!I¥

理事会開催

新理事長就任

平成11年度事業計画・収支予算

平成9年度上半期事業進捗状況報告

同斉事監

9月18日
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衆議1涜議員・元外務大臣郎。太山中
理事会で選任

理事長



常務理事 11 iiJi次雄 (財アジア人口・開発協会事務局長

J'll 事 内村良英 (賊日本農業研究所理事長

理 事 鹿野道彦 衆議i涜議員・元総務庁長'g-

理 事 二好正也 (社)経済凶体連合会参与

f盟 事 川野重任 東京大学名誉教授

T里 事 黒田俊夫 日本大学人口研究所名誉所長

理 事 i!i 泰男 (期家族計画国際協力財居常任理事

f'l! 事 森 久 位)U本原子力産業会議副会長

J'll 事 斉藤伸雄 和光証券(材j特別顧問

理 事 桜井 新 衆議院議員・元環境庁長官

J:Ij! 事 清水嘉与子 参議協議員・元環境庁長官

J'll 事 武洞修三郎 東海大学工学部教授

3里 事 本多健 東京工芸大学学長

T型 事 前出福三郎 日本主量波搭(掬代表取締役社長

f型 事 南 直哉 東京電力(掬取締役副社長

理 事 小 I軍大二 国際協力事業団(JICA)理事

医'ffii 事 斉凶慶阿部 (初エイジング総合研究センター監事

〔注記〕 ・理事会で中11I太郎 衆議院議員・前外務大径をJ'l!事長に就任。

平成11年度

5月28日 理事会開催

平成10年度事業報告・収支決算

平成llir度事業計画・収支予算

理事退任及び就任

寄付行為の部変更

理事会で選任・退任

理事長 中山太郎 衆議i涜議員・元外務大臣

常務理事 広瀬次雄 (財アジア人口・照発協会事務局長

理 事 内村良英 (附日本農業研究所理事長

3里 事: 鹿野道彦 衆議院議員・元総務庁長官

J'll 事 111 野重任 東京大学名誉教授

理 事 黒田俊夫 日本大学人口研究所名誉所長

理 事 近 泰男 (財家族計画図際協力財団常任理事

J'll 事 斉藤伸雄 和光証券(掬特別顧問

理 事 桜井 $Ji 衆議院議員・元環境庁長自

E叩 事 清水嘉与子 参議院議員・元環境庁長官

1里 事 武田修二郎 東泌大学工学部教授

理 事 本多健 東京工芸大fF学長
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I里 事 前回福二三郎 日本電波f井(総代表取締役社長

理 事 南 直哉 東京電力側取締役副社長

f哩 事 三二 好 jf. 也 作土)経済団体連合会参与

理1 事 森 一夕、 (社)B本原子力産業会議副会長

T里 事 阿古「

監 事 斉罰慶四郎 位)ヱイジング総合研究センター監事

9F18B  理事会開催

平成12年度事業計画・収支予算

平成11年度上半期事業i!t捗状況報告

理事会で選任・退任

療事長 中 1.11太郎 衆議i涜議員・元外務大臣

常務理事 広瀬次雄 制アジア人口・凋発協会事務局長

E里 事 阿部英樹 国際協力事業匝(JICA)理事

理 事 内村良英 l期日本農業研究所理事長

型J! 事 鹿野道彦 衆議院議員・元総務庁長官

理 事 川野 m(壬 東京大学名符教授

理 事 黒田俊夫 日本大学人口研究所名誉所長

耳目 事 i丘 泰男 慣れ家族計画国際協力財田常任理事

理 事 斉藤伸雄 和光証券(掬特別顧問

埋 事 銭井 新 衆議院議員・元環境庁長官

君! 事 清水嘉与子 参議1涜議員・元環境庁長官

理 事 武凶修三郎 東海大学工学部教授

E哩 事 本多健 東京工芸大学学長

Jm 事 前回福三郎 日本電波搭(隙取締役

理 事 三好正也 (的経済同体連合会参与

f里 事 森 ー久 時打日本原子力産業会議副会長

Jlft 事 勝俣恒久(南達制。 東京電力(的取締役副社長

監 事 斉出慶四郎 (社)ヱイジング総合研究センター獄事

10月21日理事会開催

寄付行為の官日変更

評議員の選出

理事会で評議員を選任

評議員 伺崎陽-@ 元厚生省人口問題研究所所長

評議員 桐生 稔 O 大阪産業大学大学読経済学研究科教授

評議員 嵯峨座 l清夫。 早稲田大学人間科学部教綬

評議員 清水英{古 O 東京主主恵会医科大学環境保健医学講座主任教授

157 



性台東京銀行協会副会長

京都大学大学院農学研究科教授

(他日本鉄鋼連盟常務理事

電気事業連合会専務理事

(伸行本電機工業会専務~'H事

東海大ヤ外国語教育センター教綬

東京大学東洋文化研究所所長

世帯日本原子力文化振興財団専務理事

(初日本家庭問題研究会副会長

衆議続議員・冗農林水産大臣

元在ネパール日本国特命全権大使

日本大学生物資源科学部教授・東京大学名誉教授

凶日本自動車工業会事務局長

明 O

!専 O

元 O
~@ 

夫。
O 

洋之介。雄。
会。
男。
彦 O

自f¥@ 

平 O

弘

猷

信

謙

憲

義

友

B百

茂

~!f 

塚

井

野

t事

津

瀬

井

田

矢

同

同

背

戸

殿

中

原

船

問
問
谷
柳

辻

三k

山

t 
仁3

員

員

員

員

員

員

員

員

員

員

員

民

民

議

議

議

議

議

議

議

議

議

議

議

議

議

評

評

言平

評

言平

5平

評

百手

評

説'

詳

詞'

平成立年

評議員会開催

平成11年度事業報告・収支決算

平成121f・度事業計画・収支予算

理事の選任

5 Fl31日

衆議院議員・元外務大臣

(財)アジア人口・開発協会事務局長

潟際協力事業団(JICA)理事

(問臼本農業研究所理事長

東京電力側取締役副社長

衆議院議員・元総務庁長官

東京大学名誉教授

日本大学人口研究所名誉所長

側)家族計画回際協力財凶常任理事

元新光証券(的特別顧問

衆議!涜議員・元環境庁長官

参議院議員・元環境庁長官

東海大学工学部教授

東京工芸大子ヴ7

東京夕ワ一デべ口ツプメント(昨附|隙串耳取t締役村社:長

(梼エフエムジヤパン代表耳取証締?役史会長

(初日本原子力産業会議副会長

刷工イジング総合研究センター監事

郎

雄

出
問
英
久

慶岡部

彦

任

夫

男

雄

新

嘉与子

修三郎

健

福三郎

也

夕、

太

次

良

英

い
但
道
重

俊

泰

(申

正

評議員会で理事・監事再任

事長中

常務理事

山

瀬

部

田

俣

村

野

聖子

藤

井

水

好

多

同

凶

田

阿

内

勝

鹿

，[; 

黒

ili 

斉

桜

清

武

木

前

森、

)If 

斉

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事件
出
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理

理

~'l! 

理

理

型E

理

E里

理

f'l! 
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5月31日 理事会開催

理事長等の互選

平成11珂度事業報告・収支決算

平成12年度事業計画・収支予算

10月13日 理事会・評議員会開催

平成13年度事業計画・収支予算

瑚事の退任及び就任

平成12年度上半期事業進捗状況報告

評議員会で理事を再任 E 副理事長を選任

用事長 中山太郊 衆議院議員・元外務大臣

副 JIjl事長 清水嘉与子 参議院議員・元環境庁長官

常務理事 広瀬次雄 明書アジア人口・開発協会事務局長

JIjl 事 阿部英樹 国際協力事業団(JICA)理事

理 事 勝俣恒久 東京電力側取締役副社長

理 事 鹿野道彦 衆議院議員・元総務庁長官

JI甲 事 JI! 野重任 東京大学名誉教授

J!j! 事 黒岡俊夫 B本大学人口研究所名潜所長

理 事 近 泰男 (財家族計画隣際協力財団常任理事

f里 事 斉藤伸雄 元新光証券(抹特別顧問

理 事 桜井 新 元衆議院議員・元環境庁長官

3里 事 武凹修三郎 東海大学工学部教授

型f 事 本多健 東京工芸大学学長

理 事 前回福三郎 東京タワーデベロップメント(附取締役社長

E里 事 三好正也 株式会社エフヱムジャパン代表取締役会長

型E 事 方オ守て之 一久 惟)日本原子力産業会議副会長

T里 事 後藤康夫(内村良英)@ 慣れ日本農業研究所F甲事長

EE 事 斉出慶問郎 1社iヱイジング総合研究センター監事

10Fl13日 理事会開催

平成13年度事業計i曲1・収支予算

副即事長の選任並びに評議員の退任及び就任

平成12年度上半期事業進捗状況報告

理事会で評議員を選任・退任

評議員 同 i荷揚 元厚生省人口問題研究所所長

評議員 桐生 稔 大阪産業大学大学院経済学研究科教授

評議員 縫蛾康晴夫 早稲田大学人間科学部教授

評議員 清水英佑 東京慈恵会医科大学環境保健医学講座主任教綬
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詳議員 菅野 印1 (甘)東京銀行協会副会長

評議員 辻井 I専 京都大学大学院農学研究科教授

評議員 戸市弘冗 東北大学大学協匡i際文化研究科客員教授

評議員 殿塚猷 電気事業連合会専務理事

評議員 中野謙一 東海大学外国語教育センター教授

評議員 時{ 洋之介 東京大学東洋文化研究所所長

評議員 降矢憲 {ttJR本家庭問題研究会常務理事

評議員 谷津義男 衆議i涜議員・農林ノ比産大住

評議員 榔瀬友彦 拓殖大学外国語学部教授

評議員 111 田三郎 日本大学生物資源科学部教授・東京大学名誉教授

評議員 古指j 茂平 (白日本自動車工業会理事

評議員 藤本弘次(料H言夫l@ 紺日本電機工業会専務療事

評議員 堀 義康(船津昭雄l@ I財日本原子力文化仮興財凶専務理事

平成13年

5月30日 評議員会開催

半成12年度事業報告・収支決算

平成13年度事業計画・収支予算

5月初日 理事会開催

平成12年度事業報告・収支決算

平成13年度事業計画・収支予算

10月11日 評議員会並びに理事会

日本財同への助成金申請に伴う平成13年度事業計画・収支予算

平成13年度上半期事業進捗状況を報告

理事並びに評議員の退任及び就任

評議員会で理事を選任

理事長 中 111 太郎 来議院議員・元外務大臣

副理事長 清水嘉与子 参議i涜議員・元環境庁長官

常務理事 広瀬次雄 (姉アジア人口・開発協会事務局長

理 事 勝俣恒久 東京電力側取締役副社長

理 事 鹿野道彦 衆議院議員・元総務庁長官

理 事 JlI野道任 東京大学名誉教授

理 事 黒田俊夫 日本大学人口研究所名誉所長

I'I! 事 後藤康夫 (姉日本農業研究所理事長

理 事 近 泰男 Iffn家依言|凶i国際協力fi;f[歪常任理事

理 事 斉藤伸雄 元新光証券(附特別顧問

JIIl 事 桜井 新 参議院議員、元環境庁長'白
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国際協力事業団(JJCA)理事

東海大学工学部教授

東京工芸大学学長

東京タワーデベロップメント(株)取締役社長

株式会社エフヱムジャパン代表取締役会長

位}日本原子力産業会議副会長

附エイジング総合研究センター監事

偶凶栄亮{阿部英樹)@

福三郎(辞任)

修三郎

健

也
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正

多

回

Ijf 
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本

前

森

斉

士

事

事

事

事

事

事

f甲

理

理

E型

Jflj 

理
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元厚生省人口問題研究所所長

大阪産業大学大学院経済学研究科教授

早係国大学人間科学部教綬

東京慈恵会医科大学環境保健医学講座主任教授

粉東京銀行協会副会長

京都大学大学院農字研究科教授

東北大学大学i涜国際文化研究科客員教授

東海大学外国語教育センター教授

電気事業速一合会専務理事

東京大学東洋文化研究所所長

(紛日本電機工業会専務理事

佐i日本家庭問題研究会常務理事

l期日本原子力文化振興財団専務理事

衆議院議員・白Ii農林水産大原

拓殖大学外国語学部教授

日本大学生物資源科学部教授・東京大学名誉教綬

紛日本自動車工業会賄事

慶四郎

稔

夫

佑

弘

中野謙

演閃係ー{殿原猷ー)。
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昭和田 (1983)年度

国際協力事業団

中華人民共和由人口・家族計画基礎調資報告

書(日本語版)

Basic Survey on Population ancl Family 

Planning in the People' s Republic of 

China (英語版)

生育率和生活水平尖系中日合作鴻査研究報告

指 (中国言語版)

昭和田 (1984)年度

農林水産省

アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調

査報告書ーインド戸lー(日本語版)

Report on the Survey of Rural Population 

ancl Agricultural Dcvelopment in Asian 

Countries-India - (英語版)

厚生省・医際厚生事業団

東南アジア諸問等人口・開発基絡調査報告書

タイ国 (臼本語版)

Report on the Basic Survey of Population 

ancl Development in Southeast Asian 

Countries -Thailancl-(英語版)

日本船舶J長興会

臼本の人口転換と農村開発(日本語版)

Demographic Transition in Japan ancl 

Rural Development (英語版)

Survey of Fertility ancl Living Stanclarcls 

in Chinese Rural Areas -Data-All the 

households of two villages in Jilin 

Province surveyed by cluestionnaires (英

語版)

美子中国家村約人口生育率与生活水平的消査

扱告一対干吉林省同ノト村i丑行全戸i爾談鴻査的

結果ー統3十主婦-(中国語版)
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〔スライド〕

日本の農業、農村開発と人口

その軌跡 (日本語版)

Agricultural & Rural Devclopl11cnt ancl 

Popula(ion in Japan (英語版)

日本衣¥jJe衣村的友展手口人口的推移(中恩語版)

"perken1bangan Pcrtanian， n1asyarakat 

Dcsa Dan Kcpcncludukan Di Jepang" (イン

ドネシア語版)

本作品 (4力国語版)は、 1985年制日本視聴

覚教育協会主催優秀映像教材選奨社会教育部

門で優秀賞を受賞。

昭和60(1985)年度

農林水産省

アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調

査報告書ータイ注lー(日本語版)

Report on the Survey of Rural Population 

ancl Agricultural Development in Asian 

coun(rics -Thailandー(英語版)

厚生省・国際厚生事業団

東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

インド毘 (日本語版)

Report on the Basic Survcy of POj)ulation 

and Development in Southeast Asian 

Countries -lndia - (英語版)

関係協力事業団

中華人民共和国人口・家族計画第二次基礎調

査報告書(日本語版)

Basic Survey (II) on Population and 

Family Planning in the People' s Rej)ublic 

of China (英語版)

生育司苦手日生活水平尖系第.次中日合作潤査研

究扱告布(中居語版)

ネパール王国人口・家族計画基礎調査(日本

語版)



Basic Survey Rcport on Population and 

Family Planning in the I<ingclom of Ncpal 

(英語版)

日本船舶振興会

白本の人口都市化と開発(臼木語版)

Urbanization ancl DeveloP111ent in Japan 

(英語版)

バンコクの人口郷市化と生活環境・福祉調査

データ編 旧本語版)

I!Survey of Urbanization， Living 

Environment ancl Welfare in Bangkok 

Data-I! (英語版)

〔スライド〕

日本の都市化と人口(日本語版)

Urbanization and POPlllation in Japan (英

語版)

日本的城市化与人口(中国語版)

Urbanisasi Dan I<ependlldllkan Di Jepang 

(インドネシア語版)

昭和61 (1986)年度

農林水産省

アジア諸国の農村人口と農業凋発に関する調

資報告書 インドネジア国 (臼本語版)

Rcport on the Survey of Rllral Poplllation 

ancl Agricllltllral Development in Asian 

COllntries -Inclonesiaー(英語版)

厚生省・国際厚生事業団

東南アジア諸i翠等人口・開発基礎調査報告書

インドネシア民 (臼本語版)

Report on the Basic Survey of POPlllation 

ancl Dcvelopment in SOlltheast Asian 

COllntries -Indonesia - (英語版)

総合研究開発機構(NIRA)

ぞf.日留学生の学習と生活条件に関する研究一

人的能力偶発の課題にHIJして (1:::1本語版)

日本船舶振興会

U本の労働力人口と開発(日本語版)

Labor Force and Develomncnt in JaDan 

(英語版)

人口と開発関連統計集(臼本語版)

Dcmographic ancl Socio-Economic 

Inclicators on Population and 

Development (英語版)

〔スライド}

日本の産業開発と人口 その原動力・電気

(日本語版)

Inclllstrial Devclopment ancl PODlllation 

in Japan -The pril11C '¥lover-Electricity 

(英語版)

日本的F記Ijk友展与人口一其原功力一曳宍ー

(中国語版)

Pelnbangunan Industri dan 

kepenclllclllkanc!i Jepang -Penggcrak 

Utal11a-Tenga Listrik- (インドネシア語

)
 

恒
山

国際協力事業団

ネパール王閑人口・家族計画第:次基礎調査

(日本語版)

C0111ple111cntary Basic Survey Report on 

Poplllation ancl Family Planning in thc 

I<ingdol11 of Nepal (英語版)

昭和62(1987)年度

農林水産省

アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調

査報告書 中華人民共和国一(日本論版)

Report on the Sllrvey of Rural PODLllation 
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ancl Agricllltural Development in Asian 

COllntries-China- (英語版)

厚生省・密際厚生事業開

東南アジア諸問等人口・開発基礎調査報告書

中華人民共和国 (日本語版)

Report on the Basic Survey of Poplllation 

ancl Oevelopment in SOlltheast Asian 

COllntries一China- (英語版)

労働省・雇用職業総合研究所

アジア諸国からの労働力流出に関する調査研

究報告書 フィリピン国 (日本語版)

日本船舶t辰興会

日本の人口と農業開発(日本語版)

POPlllation ancl Agricllltural 

Oevelopment in Japan (英語版)

ネパールの人口・開発・環境(日本語版)

POPlllation. Oevelopl11cnt ancl 

Emセonl11cntin Nepal (英語版)

〔スライド〕

臼本の人口移動と経済発展(口本語版)

The Migratory Movel11ent ancl Economic 

Oevelopl11ent in Japan (英語版)

日本的人口移すj与経済友展(中国語版)

Pcrpinclahan Penclllclllk Oan 

Perkembangan Ekonomi Oi Jepang (イン

ドネシア語版)

国際協力事業回

トルコ国人口家族計画基礎調査(日本語版)

昭和63(1988)年度

農林水産省

アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調

査報告書ーネパール国 (日本語版)
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Rellort on the Sllrvey of Rllral POlllllation 

ancl Agricllltural Oevelopment in Asian 

COllntries -NCI泊1-- (英語版)

厚生省・国際厚生事業向

東南アジア諸民等人口・開発基礎調査報告書

一中華人民共和国 (日本語版)

Report on thc Basic Sllrvey of Poplllation 

and Oevelopment in SOllthcast Asian 

COllntries -China - (英語版)

労働省・雇用職業総合研究所

アジア諸国からの労働力流出に関する調査研

究報告書 タイ国 (日本語版)

日本船舶娠興会

日本の人口と家族(日本語版)

POPlllation and the Family in Japan (英語

}坂)

アジアの人口転換と間発 総計集 (日本

話11買)

OCl11ographic Transition ancl 

Oevelollment in Asian COllntrics 

OvervIe¥v剖1dStatistical Tables - (英語

版)

〔スライド〕

日本の人Uと家族(!::l本語版)

Family ancl POPlllation in Japan 

As旧日 Expcricnce- (英語版)

日本的人口与家庭(中国語版)

Penclllclllk & Kel11arga Jepang (インドネシ

ア語版)

国際協力事業団

ペルー共和国人口家族計画基礎調査(日本訴

版)



平成元(1989)年度

農林水産省

アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調

資報信書 バングラデシュi斗 (日本語版)

Rcport on thc Sllrvey of Rllral Poplllation 

ancl Agriclllt llral DevcloPl11ent 

Banglaclcsh - (英語版)

厚生省i'国際厚生事業団

東南アジア諸民l等人口・偶発基礎調資報告書

ネパール国 (日本語版)

Rcport on thc Basic Survcy of Poplllation 

and Dcvelo口l11cnt in SOllthcast Asian 

COllntries-Nepal-(英語版)

労働省・雇用促進事業開

アジア諸国からの労働力流出に関する調査研

究報告書ーマレーシア悶 (日本語版)

日本船舶振興会

日本の人口構造変動と開発 高齢化のアジア

的視点 (臼本語版)

Strllctllral Change in Poplllation ancl 

DevelopI11ent -Japan's Ex})crience in 

Aging-(英語版)

アジア諸留の農業開発 5力国の比較

(!::j本語版)

Strategic j¥，ICaSlll・es[or the Agricllltllral 

Developl11ent -Col11parative Stllclies on 

Five Asian Countrics-(英語版)

〔スライド〕

高齢化社会への日本の挑戦 牛:きがいのある

老後を包指して (日本語版)

Aging in Japan -Challenges ancl 

Prospects - (英語版)

j亙人高齢化社会的日本正向指挑故 追求具生

命意J<.的老年生涯 (中国語版)

Tantangan lvlasyarakat Lanjut llsia 

Jepang (インドネシア言語版)

本作品 (4力国語版)は、 1990年側)日本視聴

覚教育協会主催優秀映像教材選奨社会教育部

門で優秀賞を受賞。

平成 2 (1990)年度

農林水産省

アジア諸問の農村人口と農業開発に関する調

査報告書ーフィリピン国一(日本語版)

Report on the Survey of Rllral Poplllat旧日

ancl Agricllltllral Dcvelopment ー

Philippines - (英語版)

厚生省・酒際厚生事業団

東南アジア諸国等人口・開発慕礎調査報告書

バングラデシュ国 (日本語版)

Rcport un thc Basic Sllrvey of Population 

ancl Developmcnt in Southeast Asian 

COllntrics -Banglaclcsh - (英語版)

労働省・雇用促進事業開

アジア諸国からの労働力流出に関する調査研

究報告書ーインドネシア国 (!::j本語版)

日本船舶振興会

日本の人U ・偶発・環鹿 アジアの経験

(日本語版)

POPlllation. Developl11cnt ancl 

Environnlent in Jal)an 

Experiencc - (英語版)

Asian 

アジアの人口都市化 一統計集 (臼本語版)

Prospects of Urbanization in Asia (英語版)

〔スライド〕

日本の環境・人口・開発(日本語版)

Environnlent， Population ancl 

Developl11cnt in Japan (英言語版)

167 



日本的町、境・人口・汗l((中国語版)

Lingkungan， Pcnclucluk clan 

Pcmbangunan Jepang (インドネシア話!恨)

本作品 (4ヵ国語版)は、 1991年(財)日本視聴

覚教育協会主催優秀映像教材選奨社会教育部

門で優秀賞を受賞。

平成 3 (1991)年度

農林水産省

アジブ'諸国の農村人口と農業開発に関する調

査報告書 スリランカ国 (日本語版)

RC]Jort on the Survey of Rural PO]Julation 

ancl Agricultural Develo]Jment -Sri 

Lanka-(英語版)

厚生省・国際厚生事業団

東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

フィリピンt主卜(日本語版)

Report on the Basic Survey of PO]Julation 

ancl Devclopment in Southcast Asian 

Counlries -Philippinesー(英語版)

労働省・原用促進事業開

アジア諸国からの労働力流出に関する調査研

究報告書 中華人民共和国 (日本語版)

U本船舶振興会

日本の地域開発と人口 一1990年代の展望ー

(日本語版)

Regional Develo]Jmenl ancl PO]Julalion in 

Ja]Jan -Trencls ancl Pros]Jects in the 

1990s- (英語版)

アジアの労働力移動 (口本語版)

La以))"lvligration in Asia (英語版)

〔スライド〕

日本の地域開発と人口 (日本語版)

Rcgional Development ancl PO]Julation in 
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Japan 英語版)

日本的区域汗友和人口(中国語版)

Pennbangunan Daerahιlan Populasi cli 

jepang インドネシア語版)

平成4 (1992)年度

農林水産省

アジア諸国の農村人口と農業偶発に関する調

査報告書 マレーシア悶 (宮本語版)

Report on the Survey of Rural POj)ulation 

ancl Agricultural Dcvclo]Jment ー

Malaysia- (英語版)

厚生省・医療厚生事業団

東南アジア諸問等人口・開発基礎調査報告書

ベトナム国 (臼本語版)

Re]Jort on the Basic Survey of POj)ulation 

ancl Develo]Jment in Southeast Asian 

Countries -Viet Nam - (英語版)

労働省・雇用促進事業団

アジア諸国からの労働力流出に関する調資研

究報告書 スリランカ国 (日本語版)

日本船舶振興会

アジアの産業転換と人口(日本語版)

Incluslrial Transition anc1 PO]Julation in 

Asia (英語版)

〔スライド・ビデオ〕

明日に生きる 日本の産業転換と人口

(日本語版)

Living for Tomorrow -Inc1ustrial 

Transition ancl Population in Japan - (英

語版)

生前夜明天一日本的f'1¥JI.特換与人口

(中国語版)

Hic1up Unluk Hari Esok -Peralihan 

Struktur Inc1ustri Dan PO]Julasi Je]Jang-



(インドネシア語版)

平成5 (1993)年度

農林水産省

アジア諸国の農村人口と農業開発に隠する調

査報告書ーベトナム国一(日本語版)

Report on the Sllrvcy of Rllral POj)lllation 

and Agricllltllral Dcvc10pment -Viet 

Nam- (英語版)

厚生省・国際厚生事業回

東南アジア諸国等人口・開発基礎調まま報告書

ースリランカ[E- (日本語版)

Report on the Basic Survey of POj)lllation 

ancl Devc10pment in SOlltheast Asian 

COllntries -Sri Lankaー(英語版)

労働省・雇用促進事業凶

アジア諸島iの人間資源開発と労働力に掬する

調査研究報告書ーフィリピン国一(日本語版)

日本船舶振興会

アジアからの挑戦 人口と開発ー(呂本語

版)

Challenge and Strategy of Asian Nations 

Poplllation and Sllstainable 

Development-(英言語版)

〔スライド・ビデオ〕

女たちの挑戦 一女性の地位向上と日本の人

口一(日本語版)

Woman ancl their Challenges 

Imj)rovcments in the Statlls of Woman 

the Poplllalio日ofJapanー(英語版)

女性的挑抜一女性地位的提高与臼本的人口一

(中国語版)

Tantangan KaUl11 ¥Vanita -En1ansiD3si 

Wanita clan Poplllasi Di Jepang- (インド

ネシア語版)

平成 6 (1994)年度

農林水産省

アジア諸国の発展段階郎農業・農村開発基縫

調査報告書 インド国 (日本語版)

Report on the Basic Sllrvey on 

Agricultllral ancl Rural Development by 

Progress Stage in Asian COllntries -Inclia 

(英語版)

厚生省・出際厚生事業出

アジア諸問の都市化と開発調査報告書 タ

イ国 (日本語版)

Rej)ort on the Survey of Urbanization 

ancl Development in Asian COllntries-

Tbailanclー(英語版)

労働省・雇矧促進事業団

アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する

調査研究報告書 ベトナム医 (日本語版)

日本船舶振興会

アジアの女性労働力参加と経済発僕 21世紀

の戦略ー(日本語版)

'Vonlan~ s Labor Participation ancl 

EconOlnic DeveloI)lnent in Asia -

Strategy towarcl 21 Centuryー(英語版)

〔スライド・ビデオ〕

アジアの女性たちはいま・ ー・(日本語版)

NcwHo口zons[or thc Women of Asia (英

語H在)

，11(洲担女約新!万程(中国語版)

Wanita Asia Kini...... (インドネシア言語版)
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平成7(1995)年度

農林水産省

アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基絡

調査報告書 ーパキスタン国 (臼本語版)

Report on the Basic Survcy on 

Agricultural ancl Rural Development by 

Progress Stage in Asian Countries 

Pakistan-(英語版)

厚生省・倒際厚生事業団

アジア諸冨の都市化と開発言帯査報告書 ネ

パール国 (日本語版)

Rejlort on the Survey 01 Urbanization 

and Develo!J111ent in Asian Countrics 

Nepal-(英語版)

労働省・雇用促進事業団

アジア諸国の人間資源開発と労働力に隠する

調査研究報告書 インド国 (臼本語版)

日本船舶振興会

アジアにおける女性のエンパワーメン卜(日

本語版)

Emjlowerment of Women in Asia (英語版)

〔スライド・どデオ〕

アジアを妬け 女性たち (日本語版)

A Bright of Gender EC]山!lityー

Enl1JO¥Venl1cnt of ¥V0111Cn in Asia - (英語

版)

jj]j往日強之路一今日亜以j~と性 (中国語版)

Harl)an Cerah bagi Pcrsmnaan -Katun 

Wanita Asia Merambah Jalan-(インドネ

シア語版)
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平成8 (1996)年度

農林水産省

アジア諸凶の発展段階別農業・農村開発基礎

調官報告書

ラオス人民民主共和国 (日本語版)

Rejlort 011 the Basic Survey on 

Agricultural and Rural Development by 

Progrcss Stagc in Asian Countrics -Lao 

Peojlle' s Democratic Republic…(英語版)

厚生省・国際厚生事業問

アジア諸国の都市化と開発調査報告書ーフィ

リピン国 (日本語版)

Report on thc Survcy of Urbanizalion 

and Develojlment in Asian Countries -

Philippines - (英語版)

労働省・雇別促進事業団

アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する

調査研究報告書: ラオス国 (行本語版)

日本船舶振興会

21世紀の人口・食糧戦略 アジアと世界 (日

本語版)

Population ancl Foocl Strategy for 21st 

ccntury-Asia ancl Worlcl- (英語版)

本lH版物は、石弘之・東京大学大学院総合文

化研究科の教科として活用されている。

〔スライド ビデオ〕

202511'への決断 アジアの人口増加!と食料

(R本語版)

Challenge and Decision lor the Year 2025 

POIJulation Incrcase ancl Fo仁 ~lin Asia 

(英語版)

IpJ着2025年的夫控rr-]lliJjj自j人口I首長和線食

(中国語版)

Tekad Untuk Tahun 2025 

Pertanlbahan POIJltlasi clan Pan日andi 



Asia- (インドネシア語版)

本作品(日・英語版)は、 2∞1年の日本財団
事業成果ライブラリーベストヒット賞 公

益福祉事業部門 第一位を受賞。

平成 9 (1997)年度

農林水産省

アジア諸国の発展段階別農業・幾村開発基礎

調査報告書 ラオス人民民主共和国一(日本

語版)

Report on the Basic Survey on 

Agricullural ancl Rural Development by 

Progrcss Stage in Asian Countries -Lao 

People' s Democratic Republicー(英語版)

厚生省・国際厚生事業団

アジアの社会凋発と人間開発(臼本語版)

Social Dcvelopment ancl Hllman 

Devclopment in Asia (英語版)

労働省・雇用促進事業伺

アジア諮問の人間資源開発と労働力に関する

調査研究報告書 マレーシア回 (呂本語版)

日本船舶振興会

水をめくる21世紀の危機ーアジア人口を焦点

としてー(臼本語版)

Watcr Crisis in lhe Twenty First Century 

Prospect of Asian Poplllation ancl 

Dcvelopment- (英語版)

〔スライド・ビデオ〕

水は生きている 人口と水資源 (日本語版)

、Vateris Alive -Population ancl "司!ater
Resourcesー(英語版)

水是有生命的 人口与水府j原一一(中国語版)

Air ilu Hidup-Pendllk clan Sumder Air 

(インドネシア語版)

平成10(1998)年度

農林水産省

アジア諸国の発股段階研l農業・農村開発基礎

調査報侍書 カンボジア国一(行本語版)

Report on the Basic Sllrvey on 

Agricultural and Rural Development by 

Progress Stagc in Asian Countries-

Cambodia-(英語版)

厚生省・国際厚生事業団

アジア諸国の高齢化と保健の実態調査報告書

大韓民国 (日本語版)

Report on thc Sllrvcy of Aging and 

Health in Asian COllntriesーTheRepublic 

ofl'くorea

(英語版)

Comparative Sludy of POPlllation Policies 

in Asia -FOCllS on Eight Asian Counlries 

(英語版)

労働省・雇用促進事業団

アジア諸国の職業安定期l度と雇用政策に関す

る調査研究報告書 イラン国一(日本語版)

Report of Employment Sccurity System 

and Labour Policy in Asian Countries 

Islamic Rcpublic of lran←(英語版)

白木船舶振興会

発展の制約 中国・インドを中心に (日本

語版)

Constrains on Development-FOCllS on 

China剖lcllndia - (英語版)

〔スライド・ビデオ〕

地球からの警告 アジア、水と食料の未来

(白本語版)

"A Warning from the Earth -The 

Future of Asia， Water ancl F∞d-" (英語

版)
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来白地球的讐告-jjE洲、ノド和線食的未来 (中

国語版)

Peringatan dari BUlni -11asa Depan 

Asia-Air clan Pangan -(インドネシア語版)

平成11(1999)年度

農林水産省

アジア諸国の発展段階別農業・農村開発慕磁

調査報告書 モンゴル国中央県、セレン

ゲ県を中心としてー(日本語版)

Report on the B日sic SUfvey 011 

Agricultural ancl Rural Development by 

Progress Stage in Asian Countries 

i¥{on日olia-Focus on Tov and Sclegc 

Aimang- (英語版)

厚生省・国際厚生事業凶

アジア諸国の高齢化と保健の実態誠査報告書

中陣l上海を中心に (日本語版)

Report on the Survey of Aging ancl 

Health in Asian Countrics-China 

Focus on Shanghaiー(英語版)

労働省・雇閑・能力開発機構

アジア諸国の職業安定制度と雇用政策に関す

る調資研究報告書 バングラデシュ人民共和

国 (日本語版)

Report of Employment Security System 

ancl Labour Policy in Asian Countrics 

Banglaclesh - (英語版)

平成12(2α氾)年度

農林水産省

アジア諸国の発展段階日IJ農業・農村開発慕礎

調査報令書 ミャンマ一連邦

マンダレー管区・エヤワディ管区を中心とし

て (日本語版)

172 

RelJOrt on the 8asic Survey 011 

Agricultural ancl Rural Development by 

Pr亡gressSta日ein Asian Countrics -The 

Union of Myanm出ー Focus on Manclalay 

and Ayey出 ¥vadyDivision - (英語版)

厚生労働省・図際厚生事業出

アジア諸~Jの高齢化と保健の実態調査報告書

タイ悶 (日本語版)

Report on the Survey of Aging ancl 

Health in i¥sian Counlries -Thailancl---

(英話版)

厚生労働省・雇用・能力開発機構

アジア諸民の験業安定制度と雇用政策に関す

る調査研究報告書 カンボジア王国 (日本

語Ittu



リソース・シリース

)7~t'-i11-itL 
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平成6 (1994)年

f国際人口開発会議における注釈のついた概要』

(和文)

国連凶際人打開発会議に向けて準備された国

連事務総長によるj主釈のついた行動計画の昂

案“Annotedolltline of thc final doclIment 

of the Confcrcncc: Notecl by thc 

Secretary Gcn日 al
ll

の翻訳。国連函際人口開

発会議ならびに国際人口開発議員会議に参加

する国会議員および有識者のために翻訳した。

草案段階の翻訳としては唯 の資料となった。

平成7 (1995)年

f国際人口開発会議行動計画要旨~ (和文)

国連人口基金 (UNFPA)の“SUI11111aryof 

The Programme of Action of The 

lnternational Conferencc on PO!)lIlation 

and Develol)lllent"の円本語版。 1994"1カイ

口の国際人口開発会議(ICPD)の行動計岡の

要旨であり.同文書関連の出版物としては本

邦初。

『国際人口開発議員会議議事録~ (和文)

19例年カイロで図際人口開発会議(ICPD)

に先駆けて開依された国会議員会議である民

需詩人口開発議員会議(ICPPD)の議事録。伺

会議には117力国約3伐)名の民l会議員が参加

した。会議定言文はICPD総会でも発表され

た。また，この会議を契機としてアフリカ・

アラブ地域の国会議員フォーラムが準備され

た。

Wt世界人口・開発援助の現状 日本の貢献ー』

(和文)

UNFPAの“GlobalPO!)lIlation Assistancc 

Report 1993"の翻訳と外務省の資料に某づく

人口問題に対する日本の貢献の現状からなっ

ている。世界規模での人口分野に対する援助
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の境状と，資金の流れを分析。我が国の人口

分野への貢献も併載。

平成8 (1996)年

『国際人口・社会開発議員会議(lMPPSD)議事録』

(和文)

位界社会開発サミット (WSSD)にあわせ1995

1f'3月にデンマーク・コペンハーゲンで開催

された国際人口・社会開発に関する国会議員

会議議事録。

リソース・シリーズ1W民連人口会議20年の軌跡

ブカレストからカイロへ n (和文)

黒田俊夫著.本協会理事であり行本大学人口

研究所名誉所長である著者は潟連主催の第

担i人口会議であるブカレスト会議から1日悩年

カイロの国際人口開発会議まですべての関連

主催の人口会議に参加した。人口分野におけ

る世界的大家である著青がその変遷を概観し

分析した。

Resource Series 2 "From Bucharest to Cairo-20 

Years of United Nations Population Conferences-" 

(英文〉

黒田俊夫著.好評をもって迎えられた「リソー

ス・シリーズ 1Jの英文版。

f罰際女性・人口・開発議員会議(lMPGPD)議事

録n (和文)

第4回世界y.・性会議 (FWCW)に合わせ1995

年9月に東京で開催された国際女性・人口・

凋発議員会議(IMPGPD)の議事録。 1司会議

には第41弓世界女性会議に対する各国政府代

表を中心とする閥会議員が参加した。

平成9 (1997)年

fリソース・シリーズ3 食料安会保障と人口・

資料~ (和文)



J京J時:M'; FAO/UNFPi¥およびボー・トン・

スアン，グエン・ティ・タン

1":界食料サミットへの準備として同連食俺農

業機関 (FAO)が民連人口基金との共同研究

された人口消加と十J語劣化jに関する論文

の日本語版および， 1993年5月にマレーシア

のクアラルンプールで開かれた。人口と食料

安全保停に関するAFPPD(人口と限発に隠

するアジア議員フォーラム)特別運営委員会

に提出されたベトナム国会社会委員会委員長

グヱン・ディ・タン議員とマグサイサイ賞受

賞者である停名な農業学者ボー・トン・スア

ン簿上の共著論文の日本語版。世界食料サ

ミットに向けた資料として作成された。

『毘際食料安全保障・人口・開発議員会議

(lMPFSPD)議事録B (和文)

食料農業機関 (FAO)主催の世界食料サミッ

ト (WFS)に合わせ， 19，Xi "f.ll月にスイス・
ジ、ユネーブで開催された回線食料安全保締・

人口・開発議員会議(IMPFSPD)の議事録。

河会議の成果は世界食料サミットで公式に配

布され，またWTOルジ工一口事務局長にも

桜井新・会議議長から手渡しされた。

f未来のための食料』 (和文)

国連人口茶金出版物“Fooclfo1' the Fll(ll1'C" 

の日本語版。人口増加の抑制と食料確保を行

うために女性の参加が不可欠であることを

様々な具体例から解明している。

~I) ソース・シリーズ 4 世界食料サミット1996

年世界食料安全保障のためのローマ宣言および設

界食料サミット行動計箇E (和文)

同連食傷農業機構 (FAO)によって“全ての

人の飢餓からの解放"をテーマにHJ93年イタ

リアのローマで限界各医の元首を集め開催さ

れた rw界食料サミット (WFS)Jのローマ
官言と行動計画の本邦初の務訳であり多分野

から同文書の日本翻訳の決定版として高い評

f凶を受けた。

平成10(1998)年

『リソース・シリーズ5 Five Years from ICPPD-

額際人口開発議員会議から 5年一人口と開発に関

する国会議員会議宣言文E (和/英)

カイロの国際人口湖発会議から 5年目をjf!Jぇ

この機会に人口と開発に関する国際議員会

議・地域議員会議の宣言文を集成。今後の貨

なる発展のための資料とした。

fリソース・シリーズ6 Population Policy in AsiaE 

(英文)

APDAが主{寵する「人υと凋発に関するアジ

ア国会議員代表者会議Iで呼びかけを行ない

各国の人口政策を各国政府責任者もしくは専

門家が記述した。各国の政策に責任を持つ国

会議員が関与している点で類例を見ない。

『リソース・シリーズ7 欠乏の時代の政治学

引き裂かれる水資源 E (和文)

ワールド・ウォッチ研究所から刊行された

Sanclra Postel著， Wo1'lclwatch Papc1' 132 

“Divicling the Watcrs Foocl Secllrity 

Ecosystem Hcalth and thc Ncw Politics 

of Sca1'city"の邦訳。今後人類社会に大きな

制約を与えるのが，淡水資源の不足である。

増え続ける人口を支えるための農業生産もま

た淡水資源の逼迫によって大きく制約を受け

ると汚えられている。地球はノkの惑星といわ

れるが飲料や農業用に安定して使用できる水

の総量は地球 1の水の0.000008%に過ぎな

い。この水の総量は有史以来変わっておらず，

人口が増加する分だけ1人当たり使用できる

水の量はどんどん減少しているのが現実だが

このことが十分に認識されていない。人口増

加を支えている地球の線界が日の前に迫って

いることに警告を発している。(u本語版版

権取得)
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『人類のための環境』 (和文)

UNFP A "Environm日ltfor Pcop!c"の円本

語版。人口問題，環境問題，開発問題を効率

的かっ実質的に解決するためには，その3つ

の領域の問に奴け橋を懸け，相関関係を重視

することが必要であるとの視点に立って，主

に環境と人口の伺に横たわる様々な問題を例

に，解決のために必要な視点，方法，手段を

探っている。

平成11 (1999)年

Resource Series 8 Parliamentarians' Activities on 

Population， and Development -History of 

Parliamentarians' Activities and It' s Findings 

(英文・一部スペイン語)

1999年2月ハーグの間際フォーラムに合わせ

て伺催された「国際人口開発会議評価のため

の国会議員フォーラム(IFP)Jのために準備

された出版物である。この出版物の中には

1994年の国際人口開発会議以降の人口と開発

に関するアジア議員フォーラム (AFPPD)

をはじめとし，アメリカ地域人口・凋発国会

議員グループ(lAPG)，アフリカ・アラブ地域

人日開発議員フォーラム (FAAPPD)，ヨー

ロッパ地域の国会議員活動の成果である宣言

文と，各議連の活動史をまとめたものである。

地域の枠を超えて人口と開発に関する国会議

員活動の成果が…。覧にまとめられたことはか

つてなく，国会議員活動の地球規綴での!よが

りをも象徴している。

『国際人口開発会議評価のための国会議員フォー

ラム(lFP)報告書』 (和文)

1999年2月ハーグの国際フォーラムに合わせ

て関依された「国際人口開発会議評価のため

の国会議員フォーラム(IFP)Jの報告書であ

る。同会議には103ヵ国からおよそ210名の

国会議員が参加した。 i司会議では国際人口問

発会議から 5年間のimtiJ.'状況とその進展を姐
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む障害について熱心な討議が行なわれ，人仁!

と持続可能な開発を 費した視点で扱うこと

を強く求めた f国際人口開発会議詳価のため

の国会議員フォーラム・ハーグ宣言j が採択

された。この内容は会議事務総長を務めた桜

井新AFPPD議長の手によって，ハーグの図

録フォーラムならびに3月にニューヨークで

開催された準備会議の場でも発表された。

リソース・シリーズ9 W第21四国連特別総会特別

委員会報告書 i{守録j 由連人口開発会議行動計

商のさらなる実施に向けた主な行動 ~ (和

文)

1\)99年 6 月 30 臼 ~7 月 2 !::lにかけて，ニュー

ヨークの函連本部で開催された「回線人日開

発会議から 5年評価のための関連人口特別総

会報告書j 日本語版。|司会議では，冨際人口

開発会議(ICPD)から 5lfを経て，その進捗

を妨げる障答，エイズなどの予想以上の蔓延

など，時代の変化をとり入れ，行動計画を実

施する上で必要となる指標や障筈を解消する

ための具体的行動などを国連加盟国が国連総

会の場で協議し確認した。

平成12(2α氾)年

『人口と爾発に隠するアジア議員フォーラム第6

回大会~和文)

世界最初の人口と凋発に関する議員フォーラ

ムである「人口と開発に関する議員フォーラ

ム (AFPPD)Jが3年に 1度開催する大会の

議事録。 AFPPDIま1981年に設立されてから

世界の指導的な人口と開発に~与する地域議員

活動として，アジアのみならず!U界レベルで

も人口と開発に関する国会議員活動の指導的

な役割を担っている。そのtJE唱者であり創設

者の佐藤隆・冗農水大臣と桜井新・現議長の

lH身地である新潟県で開催されたAFPPD大

会の報告書(日本語版)0 河大会では千年期最

後の大会として:千年期に向けたアジア・太



平洋地峨の人口・開発問題に関する国会議員

の活動方針を協議しその成果は I新潟宣言j

にまとめられた。

fリプ口ダクティブ・ライツ・チャー卜2αお』

(和文)

悶際家族計到達既(JPPF)が作成した

"reproductive rights 2000"ウオールチャー

トの日本語版。世界各国のリプロダクティ

ブ・ヘルスやライツに関連する政策の現状や

j!t捗状況を'覧にしたものである。英語版で

はアルファベット順になっていたものを地域

別・あいうえお順に編集を加え読者の便を

図っている。また各国の閑名表記は外務省の

表記に準拠した正規名称を矧いている。

『女性のエンパワーメントに向けて』 (和文)

UNFPA出版物“Workingto Empowcr Women-

UNFPA's Exp日iencein lmplementing the 

Beijing Platfonn of Action"の日本語版。“女性

のエンパワーメント"はi民l際人口開発会議

(JCPD)行動計画において人口湾題の解決を

果たす上での重要なカギとなる概念として位

f責付けられた。また中国北京で開依された第

4図世界女性会議では中心的な概念となった。

第4回世界女性会議から 5年を路まえ人口・

女性問題に共通する女性のエンパワーメント

を中心にICPD行動計画ならびに女性会議の

行動綱領実施と関連するUNFPAの活動を具

体的に紹介している。

平成13(2∞1)年

『人口問題ブリーフィングキット2α氾年度版』

(和文)

UNFPA出版物“PopulationIssucs Brief-

ing Kit 2000"の翻訳。人口問題は“数"の

向題ではなく生きて生活している“人々"の

問題であるという視点から現在の人口分野に

おける様々な課題とその問題への取り経みを

概観したものでカイロの行動計画実胞の意味

を説明している。

Z興隠;毎野春風ー財団法人アジア人口・開発協会

20年の歩み 』

財団法人アジア人口・開発協会 (APDA)事

務局には岸信介元首相の手になる『興山海野

春風』の額がある。これはAPDA設立侍に，

“APDAの活動が世界中に媛かい春践を興

して欲しい"という瀬いをこめて揮主主された

ものである。APDAは設立以来20年にわたっ

て.様々な ~li弱jを繰り広げてきた。本書は

2∞2年[ご20周年をill!えるAPDAの20年間の
歩みを集成したものである。本書には

APDA設立以前からの人口と開発問題にか

かわる日本国の倒会議員活動とAPDA設立

以降の様々な行事が事業別年度BIJで記載され

ている。さらにAFPPD設立の直接の契機と

なった人口と開発に関するアジア国会議員会

議 (ACPPD)からl関4年の世界人口会議，

E際人口開発議員会議をはじめ， 2001年の

「水資源 食料安全保障 人口に凋するアジ

ア アフリカ議員会議j までAPDA-AFPPD

が中心となって開依した国際会議の宣言文も

収められている。今後の日本国の人口問題に

対する取り組みならびにAPDA活動の某盤

となるものである。
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委託調査研究事業

17，) 



昭和田年 (1983)

調査研究事業に関する専門委員会

委 員 i黒田俊夫，小林和正，同鰯陽一，村松稔，絞尾晃一，事務局 三
昭和59年 (1984)

第一回人口と開発委員会

日 持 1984年2月29日

件l 容 1 佐藤降雨IJJ!l!事長・アジア・フォーラムについて報告

内 h子!手' 2 黒[1]俊夫理事.調査研究事業について報告

委 員 佐藤隆副理事長，黒尽俊夫，小林和正. f瑚崎陽一，斉藤得七，玉井虎雄，安JlllE

彬

中華人民共和国人口・家族計画基礎調査

委託機関 国際協力事業団

ト一一一一一

現地調査 3 月 22B~4 月 7 日

調査対象国 中華人民共和国

訪 伺 先 北京. !主春，成都，重慶，武i莫，上海

調査団員 黒岡俊夫(凶長).小林和正，吉田成良，飯尾晃二鶴間幸夫，永井義5男

研究委員 黒田俊夫，小林和11:.吉田成良，鶴間幸夫，遠藤正昭，永井義男，長谷川県国際

協力事業団医療協力部長他
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調資研究事業事前競査

期l 間 4 月 7 日 ~14日

調査対象医 インド，タイ

メ ンバー 船津準二参与，遠藤正HB

アジア諸国の農村人口と農業開発ーインド鼠ー

委託機関

現地調査

調査対象国

訪 同 先

研究委員

調査団員

備 宅令

農林水産省

9 月 12 日 ~298

インド

ニューデリー.ハリヤナ州，どハール州

主査:JI[聖子重任理事，栗本弘東海大学政治経済学部

矢野啓fi] Jí干~[J日本大使館一等書記官，大内線アジア

早瀬保子アジア経済研究所統計部研究員，船津準二

大内穂(団長)， jI[I}I[文子，遠藤正昭

研究会で Iインド農村開発と人口問題j について掬

教授，橋会典男貿易大学教授，

経済研究所経済成長調査部長，

参与，遠藤正昭

舎典男貿易大学教授が講演。

東南アジア諸国等人口開発基礎調査 タイ国

委託機関 厚生省，民総厚生事業団

現Jlli ~蝿資 11月 4 日 ~17 日

調査対象国 タイ

訪 問 先 バンコク(tlJ

調査開員 黒岡俊夫(関長)，山本幹夫，遠藤正昭

研究委員 主査・黒田俊夫日本大学人口研究所名誉所長，山本幹夫帝京大学客員教綬，鷲尾

'á;明アジア経済研究所経済協力調査室研究主任.早瀬保~fアジア経済研究所統計

部研究員，船津準二参与，遠藤正昭
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留学生の学習と生活条件に隠する研究 人的能力隠発に即して

委託機関 総合研究開発機織

期 間 lS熔4年8月1日"'H対5年10月:11R

研究委員 主査!・)11野重任理事東京大学名誉教授，鈴木忠和東海大学教養学部教綬，武藤和

夫東京農業大学農学部教綬，山山三郎東京大学東洋文化研究所教授，原洋之介東

京大学東洋文化研究所助教授，山下雄三筑波大宇農林学系助教授，平尾正之農村、

水産省農業研究センター研究員，高矯保雄財同法人医燦教育協会事業部長，今l)，!i

治子前東京大学東洋文化研究所調査係

昭和60年(1985)

人口と開発研究会

日 時 3月29日

委 員 黒岡俊夫理事，小林和正理事ItllAPDA学術委員メンバー

備 考 中華人民共和国，タイ調資報告及び昭和60年度調査について懇談

昭和60年度目本政府委託部資事業主主華街協議

委託機関 日本政府

日 時 4月8日

委 員 黒凶俊夫J'H事， )1 1野重任J~!事

中華人民共和国人口・家族計画第二次基礎調査

委託機関 国際協力事業団

現地調査 7 月 8 口 ~23日

調査対象国 中華人民共和函

訪 r"， 先 lt京市・長春dill也
調査凶員 黒田俊夫(団長)，小林和正(量1)凶長)， ムー問成良， 早瀬保子，遠藤正昭，永井義

男
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調査研究事業事前調査

委託機際[日本政府(JICA予備調査および農林水産省予備識査)

期 間 7 月 17 日 ~25日

訪問先国 インド，ネパ-)~.タイ

ト一一
調査団員 船I宇準ゐ参与.西川1111比子研究員

東南アジア諸国等人口・開発基礎謁査 インド冨

委託機関 厚生省，国綴厚生事業毘

現地調査 9 月 15 日 ~28 l:l

調査対象国 インド国

訪 間 先 デリー，ファリダバード，ジャナクプリ

調査団員 嵯峨座晴夫(匝長).押JI!文子，凶 J I!出 t~子

研究委員 主査・黒凹俊夫日本大学人口研究所名誉所長，小泉明東京大宇係学部教;受，嵯m!¥

庄司青夫早稲田大学文学部教授，押川文子アジア経済研究所調査研究部研究員，船

津準二参与，遠藤正昭業務課長，西川r!uと子研究員
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アジア諸匿の農村人口と農業開発に関する調査 タイ国

委託機関 農林水産省

調査対象国 タイ困

トー

訪 間 先 バンコク，コンケーン県，アユタヤ県

予備調査 7 月 21 日 ~7 月 25 日

予備調査開員 船津11'¥'，参与，西}l1i!]比子研究員

訪 問 先 バンコク，スリン県，チャイナー卜県

現地税査 9 月 8 日 ~27 日

調合!団員 j京洋之介(悶長).小泉順子，遠藤正昭

研究委員 主査.川野重任東京大ヤ名誉教授黒田俊夫日本大学人口研究所名誉所長.原I羊

之介東京大学東洋文化研究所助教授，鷲尾公明アジア経済研究所経済協力調査室

研究主任，小泉順一子東京大学大学院農学系研究科農業経済学博士後期課程，船i事

準二参与，遠藤正昭業務課長，同}l1由比子研究員

ネパール王国人口・家族計画2基礎調査

委託機関 国際協力事業団

現地調査 12月 6 日 ~26B

調査対象国 ネパール

訪 問 先 カトマンズ他

調まま凶員 tt:f 松本信雄(伺長).大内穏，清水英{白，伊藤精彦，西}IIaJ 
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昭和61年 (1986)

東南アジア諸国等人口・開発基礎調資ーインドネシア鼠

委託機関 厚生省，国際厚生事業凶

調査対象国 インドネシア

現地調査 7 月 17 日 ~28 日

訪 問 先 ジャカルタ

調査回員 黒田俊夫(団長)，小野敬子，遠藤正昭

研究委員 主資 黒田俊夫日本大学人口研究所名誉所長，岡崎i湯'日本大学法学部教授，

資尾宏明アジア経済研究所経済協力室研究主任 小野敬子日本大学人口研究所研

究生，船津白I'l二参与，遠藤正昭業務課長，西}11 [担比二f研究員

アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査 インドネシア国一

委託機関 農林水産省

調査対象匡1 インドネシア

言白 間 先 ジャカ)vタ，ランポン

予備調査 5 月 4R~1l日

予備調査凶員 船津準二参与，遠藤正昭業務課長

訪 rn9 先 ジャカルタ，ランポン，ボゴール.南スラベシ・ウジュンパンダン，デンパサー

)v 

現地調査 7 月 24日 ~8 月 7 日

調査団員 JlI野重任(回長)，原洋之介，小泉順子，遠藤正昭

研究委員 主査:} 11野E主任東京大学名誉教授，原洋之介東京大学東洋文化研究所助教授，

藤本彰三東京農業大学総合研究所専任講師，小泉順子東京大学大学院農学系研究

科農業経済学博士後期課程，弘、津準:参与，遠藤正HIl業務課長，西日!出土七子研究

員
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ネパール王国人口・家族計画第二次基礎調査

委託 機関 国際協力事業凶

調査対象国 ネパール

現地調査 1986年12月 2 日~19871[' 1月26R

調査団員 相良IIi'i(団長).大塚友美，西J11由比子

言8 問 先 カトマンズ他

現地検討会 ファイナル・ドラフトレポート協議のため専門家をネパール回に派遣

現地調査 1987年5月 16 日 ~21 日

調査 回員 相良徹(同長).遠藤正昭

昭和62年 (1987)

東南アジア諸国等人口・基礎調査 中華人民共和国一

委託機関 厚生省，国際厚生事業団

談i査対象国 中華人民共和国

現地調査 7 月 16U~29 l:l

訪 問 先 北京，長春，吉林

調査問員 黒山俊夫(団長).鷲足宏明，西川出比子

研究委員 主査・黒山俊夫日本大学人口研究所名書所長，鷲}毛宏明アジア経済研究所経済協

力?託研究主任青木英佑主主恵医科大学公衆衛生学教室教授，小野敬一子日本大学人

口研究所研究生，広瀬次雄参与・事務局長，遠藤正昭業務課長，西川由比子研究員

186 



アジア諸腐の農村人口と農業開発に関する誠査 中華人民共和国

委託機関 農林水産省

調査対象悶 中華人民共和国

予備品~.俊訪問先 北京，上海

予備調査 6 月 22 日 ~28 日

予備調査団員 広瀬次雄参与・事務局長(団長).遠藤正昭業務課長

総資訪問先 北京，南京

現地調査 8 月 6 臼 ~21 日

調査開員 川野選任(保長).賓下武志，小泉傾子，遠藤正昭

研究委員 主資:} iI野重任東京大学名誉教授，原洋之介東京大学東洋文化研究所助教授，演

下武志東京大学東洋文化研究所助教授，小泉順子東京大学大学院農学系研究科農

業経済学博士後期課程，広瀬次雄参与・事務局長，遠藤正昭業務課長，西川出比子

研究員

アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究 フィリピン国

委託機関 労働省，房用職業総合研究所

談，1.貨対象国 フィリピン

現地調査 10月l臼.......15日

訪 問 先 マニラ市・ケソン市他

調査団員 岡崎揚… (同長).原洋之介，戸山有信，中鉢富美子，遠藤正日目

研究委員 委員長'黒田俊夫日本大学人口研究所名誉所長，主査，岡崎陽一日本大学法学部

教授.JJ;(洋之介東京大学東洋文化研究所助教授，山本一巳アジア経済研究所経済

開発分析室研究主任，小野敬子日本大学人口研究所研究生，広瀬次雄参与・事務局

長，戸国有信客員研究員，中鉢寓美子客員研究員，遠藤正昭業務課長，四'"由比

子五時究員
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昭和田年 (1988)

産業化・人口転換・家族変化j に関する研究

委託機関 日本船舶振興会

日 時 1月29R

トー
研究委員 主資・広瀬次雄参与・事務局長，遠藤正昭業務課長，永井義男研究員

し一一

トルコ国人口・家族計画碁礎部資

委託機関 国際協力事業団

現地調査 2 月 268~3 月 12 日

調査対象国 トルコ国

訪 r"1 先 アンカラ

調査匝員 石川克彦，西}11m比子

東南アジア諸冨等人口・開発碁礎調査 中華人民共和国

委託機関 厚生省.民l際厚生事業凶

調資対象国 中華人民共和[3;1

現地調査 7 月 28 日 ~8 月 108

~b 問 先 北京，成都

調査団員 黒田俊夫(同長)，鷲尾宏明，西JlI由比子

研究委員 主査'果、田俊夫日本大学人口研究所名挙所長 鷲尾宏明アジア経済研究所経済協

力室研究主任，早瀬保子アジア経済研究所統計部主任，J;';;領次雄参与・事務局長，

遠藤正昭業務課長，西日|由比子研究員
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アジア諸国の農村人口と農業開発に倒する誠査 ネパール国一

委託機関 農林水産省

調資対象国 ネパール国

予備調査訪問先 カトマンズ，カブレパランチョーク

予備調査 7 月 17 日 ~24日

予備調資団員 広瀬次雄参与・事務局長(団長)，遠藤正昭

調査訪問先 カトマンズ，キルティプール，バクタプール，カブレパランチョーク

現地調査 8 月 14日 ~30臼

司書査団員 川野道任(凶長)，結城史降，遠藤正11日

研究委員 主交:J iI野重任東京大学名誉教授，原洋之介東京大学東洋文化研究所教綬，結械

史経八千代国際大学助教授，佐藤嘉倫横浜市立大学助教授， r高田裕明日本大学農
獣医学f部専任講師，広瀬次雄参与・事務局長，遠藤正1I1l業務課長，西)11由比子研

究員

アジア諸国からの労働力流出に関する部査研究ータイ留一

委託機関 労働省，雇用促進事業団

調査対象国 タイ国

現地誠査 10月 9 日 ~22日

訪 同 先 バンコク，スリン

言問資団員 原洋之介(団長)，渡辺真知子，佐藤嘉倫，遠藤正昭

研究委員 委員長白黒田俊夫日本大学人口研究所名誉所長，主査:附崎!場一日本大学法学部

教授，降矢主主一日本大学経済学部教授，罪、洋之介東京大学東洋文化研究所教授，

鷲尾宏明アジア経済研究所経済協力調査室研究主任， 1賓下武志東京大学東洋文化

研究所教授，早i核保子アジア経済研究所研究主任，佐藤嘉倫横浜市立大学助教授，

渡辺真知子嘉悦女子短期大学専任講倒J，広瀬次雄参与・事務局長，遠藤正昭業務課

長，永井義男研究員，西)11由tt子研究員
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平成冗年 (1989)

ペルー共和国人口・家族計画基礎鍛資

委託機関 国際協力事業回

現地謝査 i 月 10 日 ~2 汀 3 El

調査対象国 ペルー共和国

訪 剤 先 リマ市他

調査凶員 西)11由比子，田中I古J

東南アジア諸冨等人口・開発基礎部資 ネパール国

委託機関 厚生省， L雪際厚生事業凶

調査対象国 ネパール医

現地調査 8 月 13 日 ~25円

訪 間 先 カトマンズ，バクダプール

調査団員 黒山俊夫(団長)，鷲尾宏nJJ.西川rtl比子

研究委員 主査.黒田俊夫日本大学人口研究所名誉所長，鷲!喜宏明アジア経済研究所経済協

力宗研究主任，清水英佑慈恵医科大学公衆衛生学教室教授，広瀬次雄参与・事務局

長，遠藤正昭業務課長，西川由比子研究員
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アジア諸国の農村人口と農業開発に関する認査一バングラデシュ国一

委託機関 農林水産省

調i4~対象 ITI バングラデシュ国

予備調査訪問先 ダッカ

予備誹l宣 7 月 2 日 ~8U

予備調査団員 広瀬次雄参与・事務局長(団長)，遠藤正UB

調査訪問先 ダッカ，コミュラ

現地調査 7 月 l\l日 ~8 月 2 日

調査tiI員 !反洋之介(図長)，大塚友美，遠藤正昭

主査川田東京間誉教授原問東京大学束尚化研究所教授J研究委員

友美呂本大学経済学部幼子，広瀬次雄参与・事務局長，遠藤正昭業務課長.永井義

男研究員

アジア諸国からの労働力流出に関する誠査研究 マレーシア箇

委託機関 労働省，雇用促進事業凶

調査対象!五 マレーシア国

現地調査 10月 6 日 ~19 日

言h 問 先 クアラルンプ-Jl-{I也

調査凶員 降矢憲一組長)淡町大塚友美一 l 

研究委員 委員長.祭出俊夫日本大学人口研究所名誉所長，主主f:岡崎陽 日本大学法学部

教授，降矢憲 日本大学経済学部教授，原洋之介東京大学東洋文化研究所教授，

!鷲尾宏明アジア経済研究所経済協力謝賓室研究主任，漬下武志、東京大学東洋文化

研究所教授，早瀬保子アジア経済研究所研究主任，佐藤嘉倫横浜市立大学助教授，

大塚友美日本大学総済学部助手，渡辺察知子嘉悦女子短期大学専任講師，広瀬次

雄参与・事務局長，遠藤正昭業務課長，永井義男研究員
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平成2年 (1990)

東荷アジア諸隠等人口・局発基礎誠資 バンクeラデシュ毘

委託機凋|厚生省.回線厚生事業団

調査対象国|バングラデシュ国

現地調資 I7 月 29 日 ~8 月 118

訪 伺 先|ダッカ，ナラヤンガンジ，ムンシガンジ

務査団員|鷲尾宏明(回長)，大塚友美，遠勝正U/l

研究委 員|主査.黒田俊夫日本大学人口研究所名誉所長，鷲尾宏明アジア経済研究所経済協

力室研究主任背水英i吉慈恵医科大学公衆衛生学教窓教授，大塚友美日本大学経

済学部助手，広瀬次雄理事・事務局長，遠藤正Ull業務課長

アジア諸国の農村人口と農業開発に関する誠査一フィリピン国一

委託機関 農林水産省

調査対象闘 フィリピン冨

予備調査訪照先 マニラ

予備調査 7 月 15 日 ~21D

予備調査団員 遠藤正日目

調査訪問先 ロスバニョス，ナボタス，カビテ，サンフェルナンド

現地調査 8 fl19 日 ~9 月 i 臼

調査鴎員 原洋之介(回長)，大塚友美，遠藤正昭

研究委員 主査・ JiI里子重任東京大学名誉教授， [反洋之介東京大学東洋文化研究所教授，永凶

1言東京大学農学部助教授，福井清一九州大学農学部助教授，清水展九州大学教養

部助教授，山本一己アジア綬済研究所経済開発研修家長，大塚友美日本大学経済

学部助手，広瀬次雄理事・事務局長，遠藤正昭業務課長，永井義男研究員

192 



アジア諸関からの労働力流出に関する誠査研究ーインドネシア閤

委託機関

調査対象出

現地調査

訪 間 先

調査開員

研究委員

労働省，雇用促進事業団

インドネシア国

10月 29R~11月 10 日

ジャカルタ，ボコール

降矢憲 (1'霊長)，渡辺真知…子，大塚友美，遠藤正昭

委員長.黒山俊夫日本大学人口研究所名誉所長，主査.河崎陽

教授，降矢:者‘日本大学経済学部教授， [ポ洋之介東京大学日本

広瀬次雄理事・事務局長.遠藤正昭業務課長，永井義男研究員

4日本大学法学部

大学経済学部助手，

平成3年 (1991)

東南アジア諸国等人口・開発基礎調査 フィリピン回一

委託機関

調査対象国

現地税査

ト一一

日む 問 先

トー

調査団員

研究委員

厚生省，国際厚生事業団

フィリピン国

7 月 21 臼 ~8 月 3 日

マニラ，ロスバニョス，ケソン市，サン・フェルナンド

鷲1主宏明(団長)，大塚友美，楠本修

主資:黒凶俊夫日本大学人口研究所名誉

教室教授，大塚友美日本大学経済学部助

客員研究員，遠藤正昭業務課長，楠本修

所長，清水英(fi主主恵医科大学公衆衛生学

手，広瀬次雄理事・事務局長，鷲尾宏明

研究員
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アジア諸留の農村人口と農業開発に関する調査 スリラン力関

委託機関 農林水産省

調資対象国 スリランカ国

予備調資訪問先 コロンボ，キャンディ，ヌワラエリヤ

予備調資 8 月 11 日 ~17 臼

予備調査随員 遠藤正昭

調査訪問先 コロンボ，キャンディ，ヌワラエリヤ

現地調査 9 月 15 日 ~28 日

調査団員 原洋之介(団長)，遠藤正11日，楠本修

研究委員 主査・JlI聖子重任東京大学名誉教綬，原洋之介東京大学東洋文化研究所教授，荻原

博和臼本大学農獣医学部助教授，大塚友美日本大学経済学部助手，広瀬次雄理事・

事務局長，遠藤正昭業務課長，永井義男研究員.橋本修研究員

アジア諸冨からの労働力流出に関する誠査研究 中華人民共和国

委託機関 労働省，雇用促進事業団

調査対象協 巾華人民共和問

現地調査 10月6B~lg臼

訪 間 先 北京市、長春市、吉林市

調査団員 黒山俊夫(団長)，降矢憲一(面IJ団長)， M合弘子，大塚友美，遠藤正11目、備本修

研究委員 委員長:黒凶俊夫B本大学人口研究所名誉所長，主査:岡崎陽一日本大学法学部

教授，降矢:室 日本大学経済学部教授， 1.浜洋之介東京大学東洋文化研究所教授，

早瀬保子アジア経済研究所研究主任，渡辺真知子嘉悦女子短期大学専任講師，河

合弘子聖徳大学人文学部専任講自;Ii，大塚友美白木大学総j斉学部助手，小泉順一子東

京大学教養学部助手，広瀬次雄理事・事務局長，鷲尾宏明客員研究員，遠藤正昭

業務課長.永井義男研究員，備本修研究員
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平成4年(1992) 

東南アジア諸冨等人口・開発基礎調査 ベトナム国

委託機関 厚生省，国際厚生事業団

調査対象倒 ベトナム国

現地調査 7月12日"-'25日

言書 間 先 ホーチーミン市，ソンベー省，ハノイ市，ナムハ省

調資団員 制生稔(団長)，大塚友美，遠藤正昭

研究委員 主査 黒回俊夫日本大学人口研究所名義所長 清水英佑慈恵医科大学公衆衛生学

教室教授，桐生稔中部大学回線関係学部教授，大塚友美白本大学経済学部助手，

広瀬次雄常務理事・事務局長，鷲尾宏明客員研究員，遠藤正昭業務課長，嫡本修

研究員

一
アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査 マレーシア国

委託機関 農林水産省

調査対象国 マレーシア弘l

予備調査訪問先 クアラルンプール，セランゴール的

予備調査 8 月 3U~8 日

予備調査凶員 広瀬次雄(極長)，遠藤正昭

調査訪 rn9先 クアラルンプール，ケダナH，アロスター市、イポー市他

現地調査 9 月 14U~26 日

調査凶員 福井清・(団長)，大塚友美，楠本修

研究委員 主査 JlI野信任東苧ζ大学名掛教綬 原J下之介東京大学東洋文化広併司阪ヲ札次妨礎扱常綬務用縞事作pドI
I吉一九州大学農学部助教授，大塚友美日本大学経済学部助手，

事務局長.遠藤正昭業務課長，楠本修主任研究員
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アジア諸国の労働力流出に関する調資研究 スリランカ臨

委託機関 労働省，雇用促進事業団

調査対象国 スリランカ国

現地調査 8 月 2 日 ~17行

訪 間 先 コロンボ，カンデ、イ，ヌワラエリヤ他

調査団長 菊池員夫(同長)，渡辺真知子，大塚友美，楠本修

研究委員 委員長.黒岡俊夫日本大字人口研究所名誉所長 主査:陥l崎陽一日本大学法学部

教授，降矢憲一日本大学経済学部教授，原洋之介東京大fF東洋文化研究所教授，

定j池員夫千葉大学園芸学部教授，永山利平日日本大学尚学部教授，清水i告昭流通経

済大学教授，早瀬保子アジア経済研究所統計解析課長，渡辺真知子嘉悦女子短期

大学助教反大塚友美日本大学経済学部助手，小泉傾子東京大学教養学部助手，

広瀬次雄常務理事・事務局長，鷲尾宏明客員研究員，遠藤正昭業務課長，永井義

男研究員，楠本修研究員

平成5年(1993) 

東南アジア諸国等人口・開発基礎部資 スリランカ冨

委託機関 厚生省，国際厚生事業罰

調査対象国 スリランカ国

現地調査 7 月 12a~26 日

五右 問 先 コロンボ，ヌワラエリヤ，カルタラ

調査医員 桐生稔(団長)，大塚友美，遠藤正昭

研究委員 主査.黒出俊夫日本大学人口研究所名誉所長，清水英佑慈恵i哀科大学

教宗教授，桐生稔中部大学1るl際関係学部教授，菊池葉夫千葉大学問玄

大塚友美日本大学経済学部助手，広瀬次雄常務J!f!事・事務局長，遠縁

長， I申本修主任研究員
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アジア諸国の農村人口と農業開発に関する部資ーベトナム図

委託機関 農林水産省

調査対象国 ベトナム医l

予備調資訪問先 ハノイ.ハタイ省，ホアビン省，ナムハ省

予係調査 9 月 2 日 ~8 日

予備調査団長 筒本修主任研究員

調査訪問先 ハノイ，ハタイ省，ホアビン省，ホーチミン市，テ fエン・ザン省

現地調査 9 月 20 日 ~10月 2 日

調査団員 福井清一(出長)，大塚友美.備本修

研究委員 主査:} 11聖子E主任東京大学名誉教綬，山田三郎B本大学僕獣医学部教授，原洋之介

東京大学束尚文化研究所教授，栗木レタン・ギェップ械西国際大学教授，後井出

約雄東京大学文学部助教授，福井清'九州大学農学部助教綬，大塚友美日本大学

経済学部助手，広itll次雄常務理事・事務局長，遠藤正昭事務局長補佐，楠本修主

任研究員

アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究 フィリピン国一

委託機関

務査対象国

現地調資

訪 間 !)[; 

言問査団員

研究委員

労働省，雇用促進事業団

フィリピン凶

7 月 25 日 ~8 月 7 日

マニラ，パタンガス.セブ

知子，宮本和彦，橋本修菊池民夫(匝長)，大野昭彦，渡辺真j

委員長.黒山俊夫日本大学人口研努

教授，降矢:者 'IJ本大学経済学部君

菊池員夫千葉大学問芸学部教授(園

代国際大学助教授，渡辺真知子嘉作

学部助手，宮本和彦帝京大学講師，

研究員，遠藤正昭業務課長，永井署

所名港所長。主査 岡崎楊一日本大学法学部

俊，原洋之介東京大学東洋文化研究所教綬，

長)，大野昭彦成媛大学助教授，結城史降八千

女子短期大学助教授，大塚友美日本大学経済

広瀬次雄償務理事・事務局長情尾宏明客員

男研究員， I南本修主任研究員
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平成6年 (1994)

アジア諸国の都市化と凋発調査 タイ国

委託機関 厚生省，閑際厚生事業同

務査対象毘 タイ協

現地調査 7月13日..-.....-2自日

員B 問 先 バンコク.チェンマイ

調査団員 桐生稔(毘長).大塚友美，遠藤正絹

研究委員 主査:黒岡俊夫日本大学人口研究所名誉所長，清水英佑慈恵医科大学公衆衛生学

教室教授，桐生稔中部大学国際関係学部教授，大塚友美日本大学経済学部助手，

広瀬次雄常務理事・事務局長，遠藤j[昭業務課長，楠本修主任研究員

アジア諸国の発展段階5JIJ農業・農村凋発基礎調査 インド国

委託機関 農林水産省

調査対象悶 インド冨

予備調査訪問先 ニューデリー，チャンディガル，ハリヤナ，ビハール

予備調査 7 月 24日 ~31 日

予備調査団員 大野昭彦(団長).楠本修

調査訪問先 ニューデリー，どハール

現地調査 11 月 20 日 ~12月 4 日

調査団員 福井清一(団長).大塚友美，首藤久人，楠本修

研究委員 主査:J 11野重任東京大学名手害教授，原洋之介東京大学東洋文化研究所教授，福井

清一九州大学助教授.大野昭彦大阪市立大学経済学部助教授，大塚友美日本大学

文理学部専任講師，首藤夕、人東京大学大学院農学牛.命科ヤ研究科農業経済学専攻，

広瀬次雄常務理事・事務局長，遠藤正昭業務課長，楠本修主任研究員
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アジア諸冨の人間資源開発と労働力に関する調査研究 ベトナムE喜一

委託機関 労働省，雇用促進事業出

調査対象国 ベトナム国

現地調査 8 月 10 日 ~23 日

~Ij 悶 先 ハノイ市，ホアピン省，ホーチミン市，ロンアン省

調査団員 栗木レタン・ギ工ツプ(団長)，大野昭彦.大塚友美，楠本修

研究委員 委員長・黒出俊夫日本大学人口研究所名誉所長，主査'倒的陽一日本大学法学部

教授，降矢:査ー日本大学経済学部教綬，原尚之介東京大学東洋文化研究所教授，

菊池員夫千葉大学問芸学部教授，栗木レタン・ギ、エップ減西国際大宗教授(団長)， 

桜井出身守雄東京大学文学部助教授，大野紹彦大阪市立大学助教授，渡辺真知子嘉

悦女子短期大学助教授，大塚友美日本大学文理学部専任講師，広瀬次雄常務理事

-事務局長，鷲尾宏明客員研究員，遠藤正11日業務課長.永井義男上級研究員.楠本

修主任研究員

平成7年 (1995)

アジア諸隠の都市化と開発誠査一ネパー)v隠

委託機関 厚生省，国際厚生事業団

調査対象国 ネパール国

現地調査 7月9日"'22日

訪 間 先 カトマンズ，カブレ郡

調室主凶員 恨生稔(同長)，大塚友美，北畑晴代

研究委員 主査.黒田俊夫日本大学人口研究所名誉所長 清水英佑慈恵医科大学公衆衛生学

教室教授，桐生稔中部大学国際関係学部教授，大塚友美日本大学文理学部耳}J教授，

広瀬、次雄常務理事・事務局長，遠藤正昭副参事楠本修調査研究員，北却llll青代田線

班長
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アジア諸屈の発展段階月1)農業・農村開発基礎誠査 パキスタン留一

委託機関 農林水産省

調査対象国 パキスタン国

予備調査訪問先 イスラマバード，ラホール

予備調資 7 月 3 l::l ~9 日

予備調査団員 楠本修

調資訪問先 イスラマバード，ラホール，パンジャブ州シエイクプラ

現地調査 9 月 llR~24日

調資凶員 福井清一(同長)，大野昭彦， I特山総明，橋本修

研究委員 主査:111野重任東京大学名誉教j受，原尚之介東京大学東洋文化研究所教授，平易

成支明治学院大学教授，福井清一九州入手学助教授，大野昭彦大阪市立大学経済学

部助教授，藤出幸一東京大学助教授，大塚友美日本大学文理学部助教授， I特田裕

明日本大学農獣医学部専任講師，主主的卓アジア経済研究所研究員， 首藤久人東京

大学大学院農学生命科~"f:研究科農業経済学専攻，広瀬次雄常務J'I!事・事務局長，

遠藤正昭副参事，様j本修主任研究員

アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する認査研究 インド悶

委託機関

調査対象戸l

現地調査

間 先

調査団員

ト一一一

研究委員
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労働省，雇用促進事業凶

インド国

10月 15 日 ~29 日

ニューデリー，ハリヤナ

大野昭彦(1fI1三)，大塚友美， 首藤久人，遠藤1EH百

委員長.黒田俊夫日本大学人口研究所名誉所長，主査・

教f受，降矢憲一日本大学経済学部教綬，原洋之介東京大

菊池員夫千葉大学病芸学部教授，大野昭彦大阪市立大学

女子短期大学助教授，大塚友美日本大学文理学部助教授

生命科学研究科農業経済学専攻，広瀬次雄常務理事・事

究員，遠藤1E昭両:1)参事，楠本修主任研究員，北畑梢代図

岡崎陽一日本大学法学部

学東洋文化研究所教授，

助教授，渡辺爽匁l子嘉悦

，首藤久人東京大学農学

務局長，鷲尾宏明客員研

際班長



平成8年(1996) 

アジア諸国の都市化と開発誠査 フィリピン国

委託機関 厚生省，国際厚生事業凶

調査対象伊l フィリビン同

現地調査 8 月 4 日 ~17 日

訪 問 先 マニラ市，セブ市，パンパンガ州

調資団員 桐生稔(団長)，大塚友美，北J:m晴代

研究委員 主査・黒田俊夫日本大学人口研究所名誉所長 清水英(:(j慈恵医科大学環境保健医

学講I'IT教授，桐生稔中部大学国際関係学部教授，大塚友美日本大学文理学部助教

f受.二村康弘アジア経済研究所総済開発プロジェクトチーム主任，広瀬次雄常務

J'ft事・事務局長，遠藤正昭業務推進委員，北知l晴代医l際課長，楠本修主任研究員，

浜田友恵研究員

アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査 ラオス閤ー

委託機関 農林水産省

調査対象国 ラオス国

トー

予備調査訪問先 ヴィエンチャン市.ヴ‘ィエンチャン県

予備調査 7 月初日 ~27 日

予備調会「凶員 福井清一(匝長)，楠本修

調査訪問先 ヴィエンチャン市， )~アンパパン県

現地調査 9 月 l 臼 ~15日

調査U:J員 福井清ー(団長)，大野昭彦，大塚友美，楠木修

研究委員 主査:} 11野重任東京大学名誉教綬.原洋之介東京大学東洋文化研究所教授，福井

i吉一大阪学院大学教授，大野昭彦大阪市立大学経済学部助教授，鈴木慕義て三重大

学人文学部助教授，大塚友美日本大学文則学部助教授，広瀬次雄常務理事・事務

局長，楠本修主任研究員， 1兵凶友恵研究員
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アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究ーラオス国一

委託機関 労働省，雇用促進事業出

調査対象国 ラオス図

現地調査 8 月 l 臼 ~17 日

訪 r.耳 先 ヴィエンチャン市

調査団員 降矢憲一(匝長)，大野昭彦，鈴木基義，浜山友恵

研究委員 委員長:累凶俊夫日本大学人口研究所名誉所長，主査・陪続錫一日本大学法学部

教授，降矢憲 日本大学経済学部教授JJi(?芋之介東京大学東洋文化研究所教授，

菊池長夫千葉大学凋芸学部教授，清水i告昭日本大学文理学部教授，大野昭彦大仮

市立大学助教綬，渡辺真知子嘉悦女子短期大学助教綬，鈴木J主義三重大学人文学

部助教授，大塚友美包本大学文理学部助教授，広瀬次雄常務理事・事務局長， I市本

修主任研究員，浜田友恵研究員， -It知JH青代田際班長

平成9年(1997) 

日本財団補助事業に関する専門委員会

研究委員|主査・黒田俊夫，}11聖子重任，何時湯一.降矢憲一，広瀬次雄

アジア諸国の社会保障システムに関する誠査

委託機関 厚生省， i調際厚生事業団

調査対象隠! アジア諸i調

研究委員 主査:黒w俊夫日本大学人口研究所名誉所長，萩原康生社会事業大学教筏，谷勝
英東北福祉大学教授，広瀬次雄常務理事・事務局長，北i由晴代国際課長
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アジア諸閣の発展段階別農業・農村凋発基礎調査 ラオス国

委託機関 農林水産省

調査対象国 ラオス国

予備調資訪問先 ヴ、イエンチャン市

予備調査 7 月 20R~27B

予備調査団員 橋本修

調査訪問先 バンコク市，ヴィエンチャン，サバナケット，パクセ，ボロべン高原等

現地調査 9月4D~21 日

調査日i員 福井清・(団長)，大野昭彦，楠本修

研究委員 主査:111野重任東京大学名誉教授，原洋之介東京大学東洋文化研究所教綬，福井

清一大阪学院大学教授，大野昭彦大阪市立大学経済学部助教授，大塚友美臼本大

学文理学部助教授，広瀬次雄常務理事・事務局長，摘本修主任研究員，北畑晴代

国際課長

アジア諸匿の人間資源開発と労働力に関する調査研究 マレーシア国

委託機関 労働省，雇用促進事業団

剰資対象国 マレーシア国

現地調まを 8 月 10 日 ~24日

員方 向 先 クアラルンブール，セランゴール州，サパ州コタキナバル市

調査問員 降矢憲一(団長)，小野沢純，大野昭彦，楠本修

研究委員 委員長・黒山俊夫日本大学人口研究所名誉所長 主査.同崎j場一日本大学法学部

教授，降矢憲一社団法人長寿社会文化協会理事長，原洋之介東京大学東洋文化研

究所教授，菊池員夫千葉大学病芸学部教授，清水浩罰百日本大学文理学部教授，小

野沢市t東京外国語大学教授，渡辺真知子嘉悦女子短期大学教授，大野昭彦大阪市

立大学助教授，大塚友美日本大学文理学部助教授，広瀬次雄常務理事・事務局長，

楠本修主任研究員，北長11晴代国際課長
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平成10年(1998) 

アジア諸国の高齢化の保健の実態に関する調査 大韓民劉ー

委託機関 厚生省，!'ffi綴厚生事業団

調査対象国 大韓民国

現地調査 10月 12tl~17 日

訪 問 先 ソウル市

調査団員 新津谷5~人(凶長)，星合千春

研究委員 主査・累凶俊夫日本大学人口問題研究所名誉所長

保健|哀学講座教授，荻原康生日本社会事業大学教

衛生学講師，広瀬次雄常務理事・事務局長， :ft封11

主任

アジア諸罰の発展段階別農業・農村凋発基礎調査 カンボジアミE国

委託機関 農林水産省

言問査対象国 カンボジア国

調査訪問先 プノンぺン市，バッタンバン州，カンダール州

現地調資 8 月 16 日 ~9 月 5 日

調査団員 福井清一(団長)，大野昭彦.図n:満， ~南本修

研究委員 主査・)11野重任東京大学名誉教綬，馬{洋之介東京

幸雄関東学園大学法学部教授・元カンボジア人1丸

一大阪学院大学教授，大野昭彦大阪市立大学経済

済研究所研究員，間江満京都大学大学続，広瀬次

て主任研究員，北畑u青代凶綴課長，星合千:存間際課
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清水英佑慈窓会医科大学療境

授，新津谷真人北里大学医宇部l

H古代国際課長，li¥合千春国際諜

大学東洋文化研究所教綬，ノ~)11 

河合r'liJ元JICA専門家，福井清

学部助教授，天川佳子アジア経

雄常務理事・事務局長.嫡本修

主任



アジア諸l歪の職業安定制度と雇用政策に衡する拐資研究 イラン・イスラム共和国一

委託機関 労働省，雇用促進事業団

調査対象国 イラン・イスラム共和国

現地調査 10月 19日~1l月 2 日

言方 間 先 テヘラン市他

調査団員 降矢主主…会(団長)，ナギザデ・モハマド。大野昭彦，楠本修

研究委員 委員長・黒田俊夫日本大学人口研究所名誉所長，主資 岡崎i場一日本大学法学部

教授，降矢憲 社団法人長寿社会文化協会理事長，原洋之介東京大学東洋文化研

究所教授，菊池長夫千葉大学屋i芸学部教授，清水浩昭臼本大学文理3学部教授，ナ

ギザデ・モハマド明治学院大学国際研究所長，渡辺真知子明海大学教授，大野IIB

彦大阪市立大学助教授，丘、瀬次雄常務理事・事務局長， i市本修主任研究員， -It畑

自青代国際課長，星合千春国際課主任

平成11年(1999) 

アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査 モンゴル田

委託機関 厚生省，国際厚生事業団

調査対象医 中華人民共和国

現地調査 9 月 19 日 ~25日

訪 情1 先 上海，杭州

調査団員 苅部ひとみ(匝長)，内藤It.i幸雄.遠藤正昭

研究委員 主i告黒岡俊夫日本大学人口問題研究所，清水

講座主任教授，萩原康生日本社会事業大学教授

学講師，内藤f辛津雄日本社会事業大学専任講師

遠藤正IIB業務権進委員.楠本修主任研究員，塁

長補佐

英佑慈恵会医科大学環度保健医学

刈部ひとみ北県大学IK学部衛生

広瀬次雄常務理事・事務局長，

合千春国際課長.加藤祐子国際課
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アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎誠資 ラオス国

委託機関

調査対象国

予備務査訪問先

予備調資

予備務査団員

調査訪問先

現地調査

調資問員

研究委員

農林水産省

モンゴル恩

ウランパートル市，中央県

7 月号L 日 ~31 日

嫡本修

ウランパートル.中央県，セレンゲ県~ ルハン市他

8 月 14 日 ~31 日

福井清 (凶長)，大野昭彦，山富奇iE史， 橋本修

主査:J!I里子東任東京大学名誉教授，原洋之

正毅国立民族学博物館地域研究交涜センタ

野昭彦青山学院大学国際政治経済学部教綬

広瀬次雄常務理事・事務局長，楠本修主任

国際課長補佐

介東京大学東洋文化研究所教授，松原

一長，福井清一大阪学i莫大学教授，大

山崎正史日本学術振興会特別研究員，

研究員，星合千春国際課長，加藤祐子

アジア諸国の織業安定制度と雇用政策に濁する誠査研究ーバングラデシュ国一

委託機関 労働省，雇用・能力凋発機構

卜一一

調査対象民i バングラデシュ困

現地説i査 9 月 5 日 ~18 日

訪 問 先 ダッカ市

調査団員 大野昭彦(団長)，渡辺氏知子，藤田幸 1 楠本修

研究委員 委員長.黒凶俊夫日本大学人口研究所名誉所長，主査.岡崎i場一元厚生省人口問

題研究所所長，降矢憲・社団法人長寿社会文化協会理事長，原洋之介東京大学東

洋文化研究所所長，菊池員夫千葉大学爾芸学部教授，清水浩昭日本大学文理学部

教授，渡辺英知子明海大学経済学部教授，大野昭彦背山学院大学国際政治綴済学

部教授，藤田幸一京都大学東南アジア研究センタ一助教授，広瀬次雄常務理事・

事務局長，橋本修主任研究員，北畑晴代田際課長，星合千春国際課長，加藤祐子

国際課長補佐
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平成立年 (2αゎ)

アジア諸国の高齢化と保健の実態ータイ国一

委託機関 厚生省，国降、厚生事業開

調査対象民l タイ民j

現地調査 8 月 27 日 ~9 月 2 日

訪 間 先 J'¥ンコク，ロップリi県

調査団員 萩原康生(団長)，苅部ひとみ，遠藤正11日

研究委員 主査.黒田俊夫日本大学人口研究所名誉所長，清水英{古慈恵会医科大学

医学講座主任教授，荻原康生日本社会事業大学教授，メIJ部ひとみ北里大学医学部

i告牛守主F講和li，広瀬、次雄常務理事・事務局長，遠藤正昭業務推進委員，摘本修主任

研究員，星合千春国際課長，加藤祐子渉外課長

アジア諸留の発展段階別農業=農村開発基礎調査 ミャンマ一国

委託機関 農林水産省

調査対象 i五i ミャンマ一回

予備調査訪問先 ヤンゴン

予備調査 6 月I8 B~25日

予備調査凶員 楠本修

調査訪問先 ヤンゴン.マンダレー，イラワジ管区

現地調査 7 月 30 日 ~8 月 13B

調査団員 福井清一(関長)，大野昭彦，藤白幸一，楠本修

研究委員 主査・ ill野重任東京大学名誉教授，原洋之介東京大学東洋文化研究所教授，福井

I青一神戸大学大学院国際協力研究科教授，大野昭彦青111学院大学国際政経学部教

授，藤田幸 京都大学東南アジア研究センタ一助教授，高幡昭雄東京大学東洋文

化研究所助教授，広瀬次雄常務用事・事務局長・常務理事，楠本修主任研究員，星

合千春国際課長，加藤祐子渉外課長
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アジア諸国の職業安定制度と雇用政策に関する調査研究 カンボジア留一

委託機関 労働省，雇用・能力開発機構

調査対象国 カンボジア伝l

現地調査 9月10日'"'-'23日

~/j 問 先 プノンペン市

調査問員 駒井洋(団長).大野昭彦，天川i立子，橋本修

研究委員 委員長.黒田俊夫日本大学人口研究所名誉所長，主査:附灼陽 元厚生省人口問

題研究所長.降矢憲…社凶法人家庭問題研究協会副会長，原洋之介東京大学東洋

文化研究所教授，清水浩昭日本大学文理学部教授，毒自]井洋筑波大学社会科学系教

授，大野昭彦青山学院大学問際政治経済学部教授，天JII直子日本貿易振興会・ア

ジア経済研究所研究員，広瀬次雄常務理事・事務局長，楠本修主任研究員，星合

千春闘際課長，加藤祐子渉外課長

平成13年 (2∞1)

タイ 2都市におけるサンプル調査の実施・集計

委託機関 国立社会保障・人口問題研究所

言問査対象倒 タイ国

現地調査 2 月 14B~15日

調査団員 高橋員一

現地調査 3 月 1 日 ~7B

調査団員 中川Jr~史

研究委員 主査広瀬次雄常務JII!事・事務局長，高禄員一神戸大学教授，中川I捻史神戸大学

助教授，遠藤正昭業務推進委員，締本修主任研究員，大沢春美経湾!課長，加藤祐

子渉外課長
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アジア諸国の高齢化と保健の実態 マレーシア国

委託機関 厚生省，国際厚生事業団

調査対象国 マレーシア国

現地調査 9 月 16 日 ~22日

ョむ 間 先 クアラルンプール

調査開員 駒村康平(団長)，宮越雄一，遠藤正昭

研究委員 主査・黒凶俊夫日本大学人口研究所名誉所長，治水英佑主主窓会医科大学環境保健

医学講座主任教授，駒村康平東洋大学経済学部助教授.宮越雄一主主窓会医科大学

環境保健医学講座研修生，広瀬次雄常務理事・常事務局長，遠藤正昭業務推進委

員， t由木修主任研究員.星合千春国際課長，加藤祐子渉外課長

人口問題を基礎とした農業・農村開発調査 カザフスタン共和民一

委託機関 農林水産省

調査対象国 カザフスタン共和国

E時査訪問先 アルマティ市，アスタナ市，バクパクティ村他

現地調査 7 月 25U~8 月 14日

調査団員 石田紀自/>(凶長)，ナギザデ・モハマド，和凶卓也，楠本修

研究委員 主資・ JI/野重任東京大学名誉教授， !J以洋之介東京大学東洋文化研究所教授，石凹

紀郎京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究科教授，ナギザデ・モハマド明治

学院大学i司際学部教授，福井清一神戸大学教綬，大野昭彦青山学院大学国際政経

学部教授，和出卓也福井県畜産試験場，広瀬次雄常務F君事・事務局長，楠本修主

任研究員，星合子春国際課長.加総祐子渉外課長
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アジア諸罰の職業安定制度と雇用政策に関する調査研究 インド閣のIT産業を中心としてー

委託機関 労働省，雇用能力開発機構

調査対象回 インド国

現地調査 9月9B~23日

訪 問 先 ニューデリー，バンガロール，チエンナイ

調査団員 大野昭彦(匝長).楠本修

研究委員 委員長・黒凶俊夫日本大学人口研究所名誉所長，主査:閥的陽 元厚生省人口問

題研究所長，降矢憲一社団法人日本家庭問題研究会常務理事，駒井洋筑波大学社

会科学系教授，大野昭彦背山学院大学国際政治経済学部教授，梅津経由士舘大学

教授，太郎仁志竿稲凶大学大学院，広瀬次雄常務理事・事務局長，楠本修主任研

究員，星合千春冨際課長，加藤祐子渉外課長
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前文:

アジア人口・摘発議員会議

(ACPPD) 

人口と開発に関する北京宣言

1981年10月30B

中国、北京

1. 1981年10月27f1から30日まで北京で開催された第 11員l人口と開発に関するアジア国会議員会議に出席

した我々、アジア19力国の国会議員は、人口と凋発の相関関係を討議するに当たり、社会経済開発におけ

るアジア諸留の努力および過去20年間の人口政策と家族計画プログラムの策定と実施におけるこれら諸国

のイニシアチブに注目する、この取り組みは世界の出生率低下にかなり員献した。

貧困、雇用、開発の問題に取り組む努力に関し、人口、資源および側発の不可分の関係を認識し、この

点について、人口と開発に関するコロンボ宣言および資源、人口および際発に関するクアラルンプール宣

言を再確認する。

潤発政策とプログラムの策定と実絡について、資源と人口の適切なインテグレーション(統合)を保証

するアプローチをアジア諸国が採択する必要性を再確認する。

国民の社会経済福祉を促進する努力について、各国の主権を尊重した!:で、アジア諸問問のより緊密な

協力の必要性を線認するo

!1I:界資源の公正な分配を目指し、新国際経済秩序の早邦i実現と降立に向けられた絶え間ない努力の必要

性を再確認し、これらの目標がアジア諸国間の連携と協力の鮮を強化することを通じて実現されるべきこ

とを強調する。

2. アジア諸国における宗教と信条、文化と伝統における多係性を認め、社会的・経済的・政治的状況に

おける相違に叡意しながらも、我々は次のような多くの共通の憂慮すべき問題を抱えていることを認識す

る。

アジアの現夜の人口は26億人と推計されているが、これは世界の総人口の車切0パーセントを占めており、

尚一瞬2∞Oiドまでにさらに10億人増加すると予測されている。
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世界の貧民層の90パーセントはアジアに住んでおり、もし現在の傾向が続けば、状況はさらに恋化する

こと。我々の人口のこの大f部分が、栄養不良、非識字および不健康にさいなまれており、かくして彼等は

基本的人権と開発の恩恵を十分に享受していない。

女性はアジア諸国の人口のほぼ50パーセントを構成しているにもかかわらず、この重要な女性層が開発

のプロセスに効果的lご参加し、その，包恵を分かち合う平等な機会を与えられていない。

アジアの総人口の約60パーセントはお歳以下であり、 1980年において15億人であると推計されているが、

人的資源の活動的な層としての青年は、未来の担い子、かつ指導者として、その潜在能力を卜分に開発す

る適切な機会を与えられていない。

アジアの多くの諸国は豊寓な天然資源に恵まれているにもかかわらず、その民l民生活の質を向上させる

ための人口と資源開の長期的均衡が、現在それらの効果的・生産的利用に必須の補完要凶の欠乏によって、

制約を受けている。

人口と資源問の不均衡の結果は、告然環境の怒化をもたらす森林伐採、土壌荒廃およびその他の牛4態学

的変化をとく起し、これを阻止しなければ人間の生存そのものをおびやかすであろう。

アジアのほとんどの諸国の経済開発は圧倒的に農業生産および天然資源の開発に依存しており、既存の

国際経済システムへの参加からはそれらの諸国が公正な恩恵を受けていないこと。

平和、国家の安全保障と安定は、開発のための前段条件であり、これらがアジアに保証されなければ、

富民の生活の質を向上させようとする我々のすべての努力は成功しえないこと。

目的

3. IlIl文に表明された諸関心事を考慮し、かつそれらにより効果的に対処する必要性を認識し、それ故に、

この会議では、次の目的を討議する。

(a) 人口と開発における経験と知識のより大きな継続的な交流を通じて、アジア諸国の国会議員聞の協力

を促進する。

(b) 開発のプロセスにおいて、人口、資源および環境のインテグレーションによる資源のより効果的な利

用・管理を通じて、アジア諸国民の生活の質をさらに改善し、豊かにする。

(c) 閣内、地域および国際的なレベルにおいて、人口、資源および開発への統合的かつバランスのとれた

アプローチのプロセスを早めるため、より効果的なメカニズムを通じて、社会1E義と経済発展を達成す

る。

(ιII 新語l際経済秩序の早期実現・確立を遂行するためにアジア諸国の努力を強化し、協力を強化する。
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呼びかけ

4 この会議は、それ故に、次のとおり呼びかける。

アジア諸国のすべての議会へ

5 人口と開発の問題に関する国会議員の閣内グループの結成を奨励すること。そしてこれらのグループ

を通じて、

I'hl会議員の中で人口と開発の相関関係についての意識を高め、より大きな理解を促進すること。

これらの問題への新しいアイデアとアプローチを発展させるために、人口と間発の相関関係に関する知

識を増大させ、経験を交換するため、アジア諸国および世界の他の諸国の恒l会議員の間で、交流プログラ

ムを創設し、促進し、支持すること。

国内、地域および図際レベルにおいて、国会議員と社会・経済・人口の計回i立案者および実施者の剖の

縦続的な対話を促進すること。

アジア諸国のすべての政府へ

6 アジア諸国民の社会経済開発の戦略とプログラムを策定するに当たって、知的、留学的および文化的

伝統の蓄積を無視することなく、計画・実施の努力にi直接応用するために、この豊富な知識と科学的根拠

を引き出すこと。

7.各国のニーズと意気込みに謝和させ、国家開発プログラムの不可欠な部分である包括的な人口政策の

採択につけ加えて、彼等の政治的意志を発揮し、 l見台eの人口プログラムに対する支持をより 層強め、プ

ログラムのニーズに応えるよう|分な資源を釣り当てること。

8. 人口政策とプログラムの策定、その効果的な実絡のため、国家謝整機関が存在しない地域では、これ

を設立すること。

9 定期的な人口調査を実施し、人口の傾向とこの傾向が保健、教育、農業および蕉業開発、住宅供給お

よび環境に与えるインパクトを調食すること。

10 各国のニーズにより、園内において家族計画および人口プログラムに対して財政的割当てを僧大させ

ること。

11.地域社会の資源の効果的な動員・利用とともに、マス・メディアの効果的な使用を通じて、人口と開

発における地域社会の参加を刺激し、維持すること。

12 共通の努力とパートナーシップの精神をもって地方、国内、地域および国際レベルで人口と開発のプ
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ログラムについて非政府・民間機関の参加を促進し、強化すること。この目的のため、非!&/I>J・民間機関

が、国策の枠組みの中でその役割lに重製な地位が与えられることによって、人口と開発のインテグレー

ションのプロセスを促進する努力が強化されるよう政府に勧奨するべきである。

13. 西併2000年までにアジア地域に人口周加率1パーセントを達成するため、人口と開発のプログラムの

実脇における統存の目標を併検討すること。

14 社会経済開発プログラムを強化・{京大し、銅発が社会的・経済的不平等を減少・縮小する乙とに向け

られるよう保証する乙と。

15 田氏の聞に、開発計制と実施について、草の根アプローテに向けられた政治的蛍識、大きな自信、社

会的意識・責任を育成することによって、開発のプロセスには個人と地域社会の自助努力の強調が含まれ

ていることを明確にすること。

16 環境を保護することの必要性に留意しながら、天然資源の保存と効果的利用のため効率的な戦略を計

回lすること。

17. 1980年7月のコベンハーゲン会議において採択された保健、教育および労働の分野における『婦人の

10年の後半』のための国連行動計闘に特に留意し、期発の政治的、経済的、社会的および文化的面のあら

ゆるレベルにおいて女性の平等参加の機会を拡大すること。

18 男女の平等の権利を完全に保証するため、特に女性の母親としての役割における社会的責任と権利の

増大を可能にするべく、女性の教育のレベルを向上させ、必要なところでは、家族の権利に関する法律を

制定・実施すること。

19 青年という大きな人的資源、を活用するプ口グラムを導入するため、青年の諮問題のより良き理解を得

るべく研究・調査に着手し、促進し、利用すること。

20 青年が開発と人口プログラムに参加するために責任ある市民となる準備として、基礎的および職業的

教育訓練を促進し、継続的な教育を保証し、人口教育を学校教育および社会教育に統合すること。

21.開発から最大限の恩窓を得るために、特に青年に対して、物質的開発と結神的価値観のバランスをと

ることの重要性を再強調し、その必要性を説き教えること。

22. 麻薬中毒の増大と性病の擢病率の増大に配慮、をすること。

23. tfl互利益の分野で協力的な努力を強化することによって、新関係経済秩序の目標と目的の早期達成の

ため努力すること。

24 アジア諸閣に(t在するあらゆる経済的補完性、天然資源の入手口I能性および潜在的市場性を最大限に
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稲刈するため、アジアj自滅l人!の貿易と経済協力をj曽大させる対策をとること。

25 貿易関係を改善し、資源・技術および専門知識についてより公正な配分がなされるように、先進国お

よび開発途上国の間で有意義な対話を用大させること。

すべての政府に対して

26. UNFPA、凶速のその仰の機関および民凋機関の人口プログラムに対する総合的割当てまたは国際援

効を増大させ、 1銘4年までに人口援助のために10億ドルの年間日擦を達成し、拠出国の開発援助のかなり

の部分を人口プログラムに指定するという『人口と開発に関するコロンボ宣言』の将びかけを再確認する

こと。ここに提案されている国際援助の増大はUNFPAの役割と機能が強化されることを必要とするであ

ろう。

27 凶連のこの件に関する決議に特に留怠し、政治的・軍事的侵略によって生じた難民という形の大量人

口移動の停止のために努力する乙と。

28. ]h;の1j{備縮少志向への一歩として軍備競争を停止し、このようにして得られる資源を人口と開先の諸

問題の解決のために利用するよう努力すること。

国際連合に対して

29 ブカレスト人口会議以来10年間の進展を評価し、将来の行動のための提案を作成するため、コロンボ

宣言に勧告されているように19制年に『関連世界人口会議Jを開催すること。

30. 人口問題が開発に関連しているため、この，蛍識を憎大させ、理解を深めるための方策の 1つとして毎

年世界人口デーを設定すること。

国際連合、すべての国連専門機関、世界銀行、その他の地域開発銀行およびその他の政府関係機関へ

31.人口と開発のインテグレぃションのためのプロジェクトとプログラムの実胞を維持し、さらに促進す

るために、アジア諸凶の政府に対して、彼等の財政的援助・拠出金を増大させること。

32 少なくとも3年毎に同様の会議を組織することを支援し、この人口と照発に隠するアジア国会議員会

議をフォロー・アップすること。

33 このような努力をしている国会議員のグループと密接な関係を保ち、定期的に同じテーマに関する国

会議員の小地域会議を組織することを支援すること。
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;弘人口と開発に関する国会議員の各国のグループ内の活動を効果的に調整するため、アジアおよび小地域

レベルにおける出会議員の継続的な努力を支援すること。

35 坐殖生用、 i駐奴技術、人口と開発研究の分野のアジアにおける統存の司iI練・研究機関の強化を支援し、

人1]と開発のインテグレーションのプロセスを早めるであろう人材の訓練およびこの分野における専門知

識の開発を促進させ、アジア諸国の潤でより大きな協力を確立すること。

お.家族計画プログラムを広範な基盤に立った民民運動に転換させるために、民間機関に大きな重要性を

与え、これらの諸機関の努力を支持するに汚たって民間分野の役割lを強議すること。

:17. 資源、人口および開発を統合するための国策と一致する民間機関のプログラムを支持・強化し、それ

によって各留の討擦の達成を促進すること。このために〔思際家族計関連盟(IPPF)のような〕民問機関

が重要な役害1)を担っており、これにより大きな支援を与えるべきである。

民間機関に対して

お 特に家放計画が普通に行なわれにくいような僻地において、国策の枠組みの中で人口照題に関する情

報を広め、かっ家族計画プログラムを実施するに当たって彼等の努力と参加の度合いを高めること。

新聞およびその他のマスメディアへ

39 人口と開発の問題についての富民の意識と理解を地大させるために、それらの諸問題について償f霊的

な報道を行なうこと。

宗教指導者へ

40. 人間の精神的、物質的福祉に与える人口圧力のはかりしれないインパクトを考慮すること。

コミットメン卜

41 我々、この会議に出席している国会議員は、立法府議員、地域指導者および国民の代表としてのいろ

いろな資格において、人口の開発政策とプログラムへの効果的なインテグレーションを達成するために行

動し、継続することについて我々自身コミットし、献身する。
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立法府議員として

42 我々は、同僚議員の間で人口と凋発の相関関係についての関心を刺激し、意識と理解を作り出す。

43. 我々は、国内、地域および惇l際的レベルにおいて、人口と開発に関心を持つ国会議員グループの結成

を促進する。

44 我々は、人口を開発政策プログラムに統合させるべく計画されたプロジェクトとプログラムの実施の

ため、十分な資源の割当てが提供されることを、適切な立法上の方策を通じて明確にする。我々は、人口

と偶発の効来的なインテグレーションを促進し、恩恵が社会のすべてのレベル、特に貧附層および恵まれ

ない人々に行きわたることを保証するために、政策とプログラムの実施に参加し、支持する。

45. 我々は、人口問題に関する議論が国全体の最良の利益によって導かれることを明確にする。

地域社会の指導者として

46 我々は、国民の社会経済レベルを向上させるためのプログラムの実施について、資源の長適利用を達

成するために、民衆の支持・参加を作り出す。

臨~の代表として

47 孜々は、国民のニーズと諸問題を明確に表現する窓口として活動するとともに、政策とプログラムの

実施の評価を確実にし、それに参加し、必要な剰整と改善をもたらすことに献身する。

48 政府と由民との最も筏後な紳である我々は、市の根の組織を通じて、人口と開発の相関関係について

のメッセージを伝えることに献身する。

最後にこれらすべての努力において

49. 我々は、この安言の日的を実現するために、他の諸機関と緊密に協働することに我々自身コミットす

る。

会議決議・

50. 1981年10月27日から30Bまで中華人民共和国北京において開催された人口と開発に関するアジア国会

議員会議にI.IJJ寓した我々国会議員は、中華人民共和国政府、国連人口活動装金 (UNFPA)および運営委

員会がこの会議を成功徳に組織したことに対する感謝の意を銘記したい。
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51. この会議の流れの中で生まれた関心の結果として、我々は以ドのとおり決議する。

(a) この関心を維持し、人口と開発分野におけるアジアの国会議員の協力と関わりを促進するために、人

口と関発!こ関するアジアE国会議員フォーラムを結成すべく、アジア国会議員からなる暫定委員会を設立

する。

(b) 乙の暫定委員会は、この会議で提案されている組織の役割と運営方法を定める。

(c) この暫定委員会は、この提案されている組織の効果的な運営について、妥当な財政的・行政上の支援

を確保するとともに、 UNFPA、その他の機関および政府、特にアジア諸国の政府の協力を得るための

方法・手段を僕索する。

(c!) 北京でのアジア国会議員会議の運営委員会の委員は、暫定委員会の委員として活動し続ける。
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序文・

人口と開発に関するアジア議員フォーラム

第 1聞大会

ニューデ、リー宣言

1984年2丹20呂

インド園、ニューデリー

1. H治4年2月171Jから20日「人口と開発に関するアジア議員フォーラム第 1[nj大会Jにアジアの24力問

から参加した我々国会議員は、人Uと開発に関する問題に関して、次のとおり時びかける。

(a) 議員たちが、 1979年のコロンボ宣言、 19司O'f.のクアラルンプール宣言、 1981年の北京宣言以来、全世

界的な経済政治条件の悪化にもかかわらず、人口計画(人口プログラム)への問題怠識が高まっている

ことを満足を以て留意する。かかるコミットメントは、各国園内委員会(ナショナル・アソシエーショ

ン)の設立等に反映されている。

(b) 出生率、乳児死亡率といった人口動態上のH標の達成に向けての前進を確認する。(かかる前進は、家

族計画や社会経済開発上の諸活動によりなされたものである。)

(c) 地域の人口増加は、 1981年のお億人から、武治()年までにあ億人に達すると推定されていることにかん

がみ、人口I曽加率低下の必要性を認める。

(仁11 2∞o:q_:までにアジア地域の人口増加不を iパーセントにするとの北京T宣言における重要勧告の lつを
再確認する。

(e) 基本的人権として乳児死亡率を減少させること、家族計画の受け入れを促進することの必要性を確認

する。

(fI 社会経済開発のための適正な人口分布の達成のため効果的治置をとることの必要性を認識する。

2 言~述の問題に対処するため、このフォーラムは次の人口動態上の変化に留意する。

(a) 人口明加率と11¥生不の問題

(b) 死亡率、特に乳児死亡率の問題

(c) 燦村から有~)市への移動等の人口分布の問題
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3，フォーラムは、アジア地域における平和と国家安全保障の維持と軍備競争の終売が重要であることを

認識する。また閣内平和を乱す暴力活動とテロワズムを終結するごとが必嬰である。

4，人口動態上の目標を達成するための家族計画についての情報やサービスの提供は、基本的人権として

の家族計画の認識に基づかなければならない。

5， 1979年、 UNFPA(医連人口i舌謬IJol基金)および IPU(国際議員連盟)が主催したコロンボ会議は、人

口と掬発問題にかかわる課題の憎大に対処するに当たって、 i翠ばれた代表の持つ大きな役割を見出し、そ

して、議員の参加を導き継続させるための議員組織が編成されることを要求した。

6， UNFPA (国連人口活動基金)は、 1981年北京における第 1回人口・開発に関するアジア議員会議を

主依した。同会議は、人口と開発の間の相互の関係についての認識と理解を摺大することの必要性を強制

した。北京の主要決定事項の 1つは、アジア議員フォーラムの設立であった。かくして、 1982年3月9日

ニューデ、リーにおいて、アジア議員フォーラムが発足した。河様の会議が{也の地域でも伺かれ「人口と開

発に関する国会議員世界委員会jの形成へとつながった。

7，コロンボおよび北京の会議以後、アジアの数力留において、議員からなる悶内委員会が、異なる政党

問、種々の社会部門の宗教家、リーダ一間に政治的コンセンサスを確保するためのイニシアチブをとった。

このことは、人口政策をより緊急のセンスをもって推進する上で肝要な“政治的意志 (politicalwill)"を

生み出した。コロンボからニューデリーへの道のりは、“政治的意志"に到達する道のりであった。このこ

とは、人々を動員し参加させる統率力となった。

議員は果たすべき重要な役割を有している。議員l立、人類にとり、かくも重要な意味をもっ使命を受け、

あらゆる資源をさらに培い、人々との新たなつながりを強化し、創造しなければならない。このことこそ、

今後、議員に求められている最大の課題である。

特定の目標・

8，議員は、次の特定の目標を達成するため協力しなければならない。

(a) 西暦2ω0年までにアジア地域全体における人口の増加を抑え、人口増加率 1パーセントを達成するこ

と。

(b) アジア全域における死亡率を減少すること。特に商暦2000年までに地域内における乳児死亡率を50

パーセント減少させること。

(c) 計画的な都市人口の摺加のための政策と人口を地方に弱めおく努力を併せて行ない、アジア諸国内に

おける人口分布の均衡化を実現すること。
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行動計箇:

人口増加率の抑制j

9 望ましい人口増加率を確保するために以下の諸行為が議員によって行動に移され、支持される必要が

ある。

(a) すべての開発計河に包括的人口政策を統合すること。

(b) 非識字者、特に女性の非識字者をなくす努力を直ちに行なうこと。法的障'吉の除去と経済参加機会の

増進による女性の地位の向上を閃ること。

(c) すべての人々が容易に利崩しうる家族計画についての情報およびサービスを早急に拡大すること。

(C!) 基本的保健サービスの向上と同サービスの家族計l尚lへの結びつきを図ること。

(e) 行政管理の改善、訓練の拡大、異なる人口層(特にアジアの人口の60パーセントを占める若年人口層)

の情報伝達を開発すること等によって家族計岡の立案強化を図ること。

(f) 様々な種類の避妊方法供給の継続と普及しうる新しい避妊方法の導入を図ること。

(g) すべての宗教グループに受け入れられる新しい避妊技術の研究を支援すること。

(h) 家族計画の立案および実施過程において、不必要な形式主義を省き、すべてのレベルの共同体が参加

できるように保証すること。

死亡率(特に乳児および早期幼児死亡率)

10.手L.幼児の死亡率は、十分に低下していない。死亡率の低下が達成され福祉が向上されることは、出

生率の低下をもたらし、少人数家族構成を受It入れることとなる。|言i様に、出産間隔が!よくなれば乳児の

生存の一助となる。乳・幼児死亡および心身障害の主たる原因は以下の諸事項を営むことで調整された

PHC (基本的保健サービス)政策によって除去されよう。

(a) すべての子供に対する予i坊接種の実施。

(b) 子供の成長測定手法の利用を含む栄養物摂取および栄養教育の実施。

(c) 経口補水療法による下痢の治療を含めた一般的幼児期疾忠の治療に関する保健教育を!両親に行なう。

(c!) スラムおよび農村における飲料水の供給の確保。

(e) 母乳育児の有益性に関する教育計画。

(f) 地域社会指導者、特に背ながらの助産婦と医者を参加させた一般的幼児疾患の判定と簡易治療に関す

る訓練言i断。

人口分布

11.天然資源に比較し、均衡のとれていない人口分布は、社会・教育偶発のj但害要河である。特に急激な

都市化は、国家および都市部の資i除、と恒久的基幹施設に重い負担をかけるばかりでなく森林伐採、土壌浸

食、人口分布の不均衡をももたらす。この不均衡を是正するための方法としては、次のものが指摘されよう。
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(a) 大都市への誘因要因の削減および中規模郎diと小さい問、区の開発を含め、総合的な民家的都市化計

画の立案とその実胞を図ること。

(b) 農村部での雇用機会を拡大すること。

(c) 農村部における基本的社会、保健尚一での安堵感を向上、拡大すること。

(C!) 都市の成長を規制するために適切な方法を開発すること。

行動の呼びかけ E

12. 会議は以下のように訴える。

(a) アジアの国会議員に対して

①閣内の国会議員の組織を強化して、人口と開発の相互関係についてJlIl解を深め、開会議員向の相互交

imと女f話を促進すること。
②行動計画を支媛するために、立法措置を含めて、適切なイニシアチブをとること。

③人口政策の策定と展開の 貫性を高めるため、学術界と研究界との結びつきを宿にすること。

④人口政策と言j-uljjの策定と実行を調繋する法定機関を各医に設立すべく行動を開始すること。

⑤適切と判新される場合には、結婚最低年齢を20歳に引き上げるために立法化を始めること。

⑥人口と開発に関する国会議員委員会を設立すること。

(b) 政府に対して

①可及的速やかに、行動計画を実現すること。

②行動計i曲iおよび人口に関するその他の開発計l削に対して、その実行促進のために十分な資源を配分す

ること。

③社会的、経済的な不均衡の是正を特に目的とした社会、経済計画を強化すること。

④非政府機関と任意機関への援助を増加させて、そのイニシアチブを維持、育成すること。

⑤UNFPAを含めた@I際機関とIPPF等の非政府機関を通じての人口問題のための援助を培やすこと。

⑥政府開発援助の総額を僧やし、 UNDPおよび二国問機関を通じてふりわけること。

⑦発展途上国に対して自立を促進するために、その人的・物的資源を動員するように働きかけること。

⑧老齢者のための福Ijl計闘を準備して、彼らが社会の生産的な一員として引き続き参加することを奨励

すること。

(c) 非政府機関に対して

①IPPFのような国際機関、国内のNGO(非政府機関)抜びに学術、開発機関は、引き続き、積!霊的か

つ革新がJな役割を担って、家族計画プログラムの奨励努力を強化・拡張することに努めること。

②コミュニティレベルでの自主的援助を引き続き募り、小家族基準がより広く受容されるために有効な

新しいアイデアを求めること。

③効果的な人口政策・計画の策定を推進するために、人口および開発の問題について、国会議員と協調

して動くこと。

(C!)報道機関と媒体に対して

①人口問題についてより積極的かつ建設的な報道をすること。

(e) 医際社会に対して

①UNFPA等の国際機関、二国問機関、政府並びにアジア諸国の非政府機関 (NGO)に対する財政援助
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を用客員する。

②家族計画の牛ゃ物 医学、コミュニケーションおよびプログラムに関する研究に対する援助を僧やすこ

と。

③医i主に呼びかけて、人口問題への注目を集め、世界人口デーの宣言を実現すること。

④加盟問政府に対して、 1協4年メキシコシティーで開催される人日に関する国際会議に国会議員を多数

参加させるように要請すること。

(fI ASIAN FORUM運営委員会に対して

①アジアの国会議員の対話の機会を引き続き提供すること。

②対話を各地方の立法機関にまで広げること。

③行動計i曲iのiIIi捗状況を検討し、報告すること。

④人口に隠する国際会議の政府代表匡!に箆l会議員が多数参加できるように努力し、同代表国に対して、

今会議で採択された勧告をまtIらせること。

(g) グローバル・コミッティーに対して

①回会議員による地域、小地域または匡!内グループの設立を促し、協力するために、従来からのグロー

バルな努力を継続、強化すること。

②前記の回会議員グループの仕事を焚励、援助して、閉会議員と適切な国際機関との非公式な結びつき

を生み出すこと。

③匡i速の内外において、人口と開発の問題について国会議員が主要な役割を来たすべく、 1ムく推進努力

をすること。

結び・

1:1 最後に、行動計画の早期実現を願って、今会議に集まった我々隣会議員ー向は、人口と開発プログラ

ムの恩典を広く各レベルの人々、とりわけ貧しい、恵まれぬ人々に広めて、人々の社会・経済的レベルを

向上させるために働く所存である。そのために、人類のよりよい明日のために行動計画を実行すべく献身

することを、改めてここに決意するものである。
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前文

第3回国際人口会議

「勧告j

(要旨)

1984年8月14日

メキシコ菌、メキシコシティー

1. 1974年のブカレスト111界人口会議以後、限界の社会・政治情勢が若しく変化する中で、欧界人口行動

計画(以下「行動計画J)の日襟は、達成されたものもあれば未達成のものもあり、また新たな問題も現れ

てきており、行動計画はその補強が必要となった。

2. 過去10年間で世界全体の人口の増加率は低下したが、アフリカ等途上国の中には逆に高くなった国も

ある。家族計画の普及、婦人の地{すの向上による出生本の低下は見られるが、途上国においてはいまだ避

妊の普及は|分ではなく、 50パーセント以卜の婦人しか避妊方法を利用していない状況である。人口音1¥TIi 

集中が途上国では大きな問題であり、また、人口趨勢の変化により、人円高齢化の問題が現出している。

3 今後10年間の人口問題解決にとって次の諸問題が課題である。

(a) 今後とも培加する人口

(b) 乳児および妊産婦の向い死亡す。

(c) 需要に追いっかない家族計l山iプログラム

(cl) 人口高齢化等を特徴とした人口構造の変化

(e) 人口都市集中を中心とする国内人口移動、国際人口移動、難民等の諸問題

(fI 婦人の地位の向上

(g) 食料確保、保健および教育の充実

(h) データI収集・分析の向上
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平和、安全保障と人口・

4 平和と開発との持j接な凋係に奴意しつつ、人向性を尊重した人口政策および経済・社会開発の前提条

件となる平和、安全保障、軍縮、国際協力を促進させることが重要であり、資源、は軍事よりは社会・経済

目的により多く用いられるべきである。

勧告・

5.経済社会問発と人口

(a) 経済社会開発は人口問題解決の中枢的要素であり、また、人口は開発計画の非常に重要な要素である

ことに留意しつつ、開発政策は人口、資源、環度および隙発との関連性をふまえた総合的な見地より策

定されるべきである(勧告1)。

(b) 先進国は、貿易障壁の減少、 ODAの増加等を通ずる閑際協力を行なうことが求められる(勧告3)。

6 人口政策の推進

(a) 人口政策を効果的に推進するためには、地域のニーズ、に合ったものにすべきであり、人口政策を策定

するに当たっては、コミュニティおよびNGOの参加が促進されるべきである(勧告7)。

7.人口増加

(a) 人口t曽加が、国家目標を阻害すると考える閣は、しかるべき人口政策を策定することが求められる(勧

告別。

8.疾病率および死亡率

(a) 死亡率の高いl訴は、 2∞0年までに、最低、平均寿命60歳、乳児死亡率出生l∞0対70以下の達成を目指
すべきである(勧告9)。

(b) 奴産婦死亡率を2∞0年までに少なくとも半減させ、また人工妊娠中絶を図避する方法を考えるべきで
ある(勧告13)。

(c) 母子保健、出産間隔の観点から母乳保育を促進すべきである(勧告15)。

(ι[) 婦人の教育水準と乳児死亡率との僚接な関係にかんがみ、婦人の教育水準の向上を図るべきである

(勧告16)。

日 出産と家族

(a) 政府や、 NGOは出産年齢にあたる婦人のニーズ(必要)に応えるため家族計画プログラムに必要な資

金を釣り当てることが強く求められる(勧告21)。

(b) 家族計 l出iを進めるに当たっては、人口政策は強制的、差別的なものであってはならず、社会に普及し

ている文化的価値および国際的に認められた人権を考慮したものでなければならない(勧告25)。

(c) iU生率に関する政策を採用しようとする聞は、量的な沼襟を設定すべきである(勧告27)。
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10 婦人の地位

(a) 政府は開発のすべての局婦における婦人の参加を図ることが強く求められる(勧告29等)。

(b) 婦人差別撤廃条約の早期批准が求められる(勧告:s)。

(c) 出生の開始を遅らせる政策を促進すべきである(勧告29、31)。

11.人口分布と国内人口移動

(a) 人口政策は49条において偲人または集問を占領地から強制的に移住させること、また、占領地へ自国

民を移住させることを禁じた f1949年の戦時における市民の保護に関するジュネーブ条約j のような隠

際協定の趣旨に一致したもので、なければならなく、更に力によって占領地に入植地を設けることは、不

法であり、思際社会によって非難されるべきものである。

(b) 政府は、個人、家族、各種の社会経済グループ、コミュニティ、また、思全体の利益を包括的に分析

し、民i内移動に関する政策を策定することが求められる(勧告34、35)。

(c) 農村の生活水準自体を向上させるための農村開発計煎に優先度を置くべきである(勧告41)。

12.国際人口移動

(a) 国際人口移動に係る政策は不法移住者も含め移住労働者の基本的人権を重視すべきである(勧告43、

46)。

(b) 条件の良い原則書IJ出等を通じ、頭脳流出の原凶となる要素をなくすことを目的とした、閣内的、国際

的な流llH坊止策を策定すべきである(勧告企1)0

13 難民

(a) 難民の基本的人権を保障するためにも、各国が難民条約を批准することが求められる(勧告52)0

(【11 難民流出の原因の除去、自主的な帰還のための条件の創出等が求められる(勧告53)0 

14. 人日告書造

(a) 人口高齢化の問題は、その開発全般、社会サーどス、医療等に対する影響を分析し、それをもとに、

政府は高齢者の福秘と安全を確保する施策をとることが求められる。他方、高齢者を単なる被扶養グ

ループという観点でなく、社会に対し活発な貢献を行なうことができるグループとして見る必要があ

る(勧告白)。

15. データ収集、分析、研究

(a) 政府は効来的な人口政策策定の基礎となる人口推計を行なうために人口動向をモニターし評価すべき

である(勧告59)。また、園内の標準調査を確立または強化すべきである(勧告63)。

(b) 研究の分野においては専門家の訓練、モニタリング、評悩等を含めた実用的な研究に重点を置くとと

もに、出生率の決定要尽に関する社会面での研究にも優先度を置くべきである(勧告67)。

16. 各国政府の役割l

(a) 政府は自ら人口政策を進めるに当たって、自助努力に高い優先度を置くとともに、モニタリング、評

制システムの確立、国際協力の園内プログラムとの鶏繋、人口計千画策定、実施に際し地域社会(コミュ

ニティ)の参加を確保することが求められる(勧告74)0
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17. 国際協力の役割

(al 図際社会は行動計画の継続的実施のために重要な役部を来たすべきであり、人口分野における援助を

f曽加させることが求められる(勧告76、79)。

(bl UNFPAの活動が強化されるべきであり、その活動について、事務総長に対し1986年までに報告を提

tUするよう要請する(勧告80)。

(cl 医会議員、 NGO、マス・メディア、政策担当者等が国際協力の分野で果たしている役割lを今後とも継

続させていくことが求められる(勧告別、 82、8:3)。
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国際人口・開発議員会議

人口と開発に関する国際議員会議

行動計画

1984年8丹市日

メキシコ盟、メキシコシティー

1 人口分野での国際協力を進め、非政府機関、国会議員らの開発のすべての面での支後を要請する。

前文.

2. 1日84年8月15日から15B、メキシコシティで開催された人口と開発に関する伺際議員会議にI-U席した

段々 50ヵ国の間会議員は、

(a) 人口と開発政策の最終日的は生活水準と、個人、家族の福祉を|白LIーさせることであると断言するo

(b) 1日伯年8月6日からlOBメキシコシティで開催された同連回線人口会議で採択された、人口問題は関

発計画の主要部分をなす、との合意事項を考慮する。

(c) 人口政策は、各主権問家の優先事項であることを某4，とみなす。

kl) 1979年スリランカ国コロンボて、街かれた人口と澗発問題に関する第 11ロl国会議長国際会議以来、この

問題に携わってきた国会議員によりなされた成果を認識する。

(e) 医会議員は人口開発と問題に関連する政策の策定と法律の制定において特異かつ貴重な役割を果たす

ことを巧言明する。

国会議員活動の動き.

3. 1ft界中の国会議員に、人口と開発に関する共通の関心の中から近年京要な詳l際的な動きが生まれた。

1979年のコロンボ会議以来、次のような成果が生まれた。

(a) 1981年には中国・北京にて、 1982!fにはブラジル・ブラジリアにて、 1984年にはインド・ニューデリー

にて、何年チュニジア・チュニスにて、同年6月イギリス・ロンドンにて国会議員地域会議が聞かれた。

(b) 人口と開発に関する国会議員世界委員会 (GCPPD・1982)、人口と照発に倒する国会議員アジア議
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フォーラム (AFPPD・1982)、人口と開発に関するアメリカ国会議員グループ (1983)、が結成された。

(c) この短期間l士、 40力固において人口と澗発に関する国会議員伝11村グループが結成された。これは1979

年のスリランカ会議以前に結成されていた3つの同種の国会議員グループに追加されるものである。

(CO さらに紡織的な、臣会議員の動きは、 GCPPDの支援により、凶作11下回連国際人口会議各国代表屈の中

に国会議員が参加することを勧突し同会議の成功に貸献した。

国会議員の役害IJ: 

4 国会議員は、社会の全階級と団体の要請に応ずべく、国民より選出された代表として、人口と開発の

過程において重要な役割を負っている。この役割には、以下の事項を奨励し、助成することにおいてイニ

シアチブをとることが含まれている。

つまり、

(a) 人口と開発問題が優先的取り扱いを受けることを確実にすること。

(b) 人口と開発問題の重要性と相関関係を有権者に喚起すること。

(c) 行動の必要に関し政治との総意を確保すること。

(cl) 法制上の方策に若手すること。

(el かかる活動の進捗ぶりを見守ること。

(fl 1国の経験が他国にも役立つよう、他国の閉会議員と協力すること。

(g) 人口と開発の分野に際わる医綴機関、 UNFPA、UNDPおよびその他のi主i連機関ばかりでなく、非政

府機関、殊にIPPFの世界的組織と協力すること。

将来の行動の原則:

5. 1偲4年間連i玉i際人口会議 (ICP)の勧告は、人口と開発の主要問題について、間際問で著しい合意が

得られたことを示している。これをl_B発点として国会議員は、自国の討会、文化、経済、政治条件に烈ら

してこれらの勧告の適用に努力する特別の責任を負っている。まず第 1に、国会議員が重要な役訴を来た

す分野としては次のものがある。

(al 人口と開発

各国の開発計liIiiを進めるに当たっては、人口問題を考慮することを確実にすること。

(bl 女性の地位

市民、政治、経済、社会権利といった分野において女性差別がないか法制を再検討すること。男女問権

を保証する法律を採択し、そうした法律の実施を見守ること。 法律の枠外にあっては、女性の同等地{す獲

得を妨げている社会的障害の変革に努力すること。

(cl 健康問題

「西暦2∞0年までに、人類全体に健康をjのスローガン達成のために必要な図体行動に参加して初期健康
治療計画iの強化、拡大を図ること。

(cll 家族計画

すべての人間が自由に責任を持って自分の子供の数と産む時期について選ぶ権利を持ち、家族計岡サー
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どスと情報が社会の全階級の人にh'き届くことを保証し、またそのための施策を確実にすること。

(el 教育

特に女性に配慮した上で、すべての人々に教育の機会の鉱張を図ること。

(fl 環境

環境を守り、天然資源、と増える人口の要求の間の調和を保つよう努力すること。

(gl 移民

移民問題の軽減のため助力すること。

Ihl コミュニティ参加

諸計画の必要性、立案、開発、実施、詳似の鑑定への集団の参加、殊に婦人や草の根の人々の参加を促

進すること。

lil 献身

立案者としての自らの責任を認識し、国民の代表であり、社会の指導者である、本会議に出席した我々

国会議員は、下記の事項lこ献身し、その約束を再度明らかにする。

①人口と開発の間にある相関関係の意識化と理解を維持、拡大し、

②各固また地域委員会、世界委員会(グローバル・コミッティー)間の運動を拡大、強化し、

③かかる問題に対する出内並びに国際的な資金銭効を増す方向への努力を強める。

6 最後に枝々の最終目的は個人並びに家族の生活水準と福担iに貢献することであると再び表明する次第

である。

起草委員メンバー.

委員長 マービス・ギルモア(ジャマイカ)

委員.チャールズ・モリソン(イギリス)

キマニワ・ニヨイケ(ケニヤ)

佐藤隆(日本)

アドバイザー.ラムラル・パリック博士(インド)

ジョージ・シンクレア腕(イギリス)
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人口と開発に関するアジア議員フォーラム

日

第2聞大金

ι圭:7
主主尽北

1987年9月25日

北京中間、

序文:

1987il' 9月23口から25口、中国、北京にて開催された「人口と開発に関するアジア議員フォーラム第

人口と開発の問題を解決す

2回大会j にアジアの23ヵ佳!から参加した我々国会議員は、以下のとおり呼びかける。

アジアの国会議員が開発政策プログラムに人口問題を効果的に取り入れ、

るための行動を起こし、'実践するための努力を傾注する確約を記する。

UNFPAの主催により、 1981年北京で行なわれた

(al 

および1984「人口と開発に関するアジア議員会議j

「人口と開発に関するアジア議員フォーラム第 1回大会j

(bl 

の討的を再確認

また各国立法機関の一員として人口と開発の相互関係を研究し、名国政

府および人々の人口問題に対する関心を高め、人口と!調発に関する問題解決のプロセスを促進するため

の責任を了解する。

年ニューデリーで行なわれた

アジア諸民の人々の代表者、

する。

(cl 

1関4年のメキシコ会議において提出された、 国会議員、政策立案者、またその他の公的立場にある

人々が国民の意識を高め、民家施策やプログラムの実行に向け努力し、人口と開発の問題解決のため、

かつ総合的アプローチを引き続き促進、指ィ、するという勧告を是認する。

安全かつ安定した凶際展境、豊かに繁栄する経済・文化が人口問題解決のために資するということを

(ζ11 
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人口、資源、環境が深くかかわり合っていることに腎

アジア諸凶において組織的な家族計画プログラムや一般的な社会経済開発活動によって出生率、

乳児死亡率の低下が進んでいることを確認する。

ニューデリ -1宣言における重要勧告の達成に向けて努力するという確約を再確認する。すなわ

(fl 

北京、

ち、西併2000年までにアジア地域の年間 lパーセントの人Ul菌加率を達成する。

母t51、乳児の死亡率を更に低下させ、母子福祉プログラムを強化し、家族計画の容認を促すことが早

2:12 

(gl 
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急、1:::必要であることを認識する。

(i) 人口と開発に関する問題を解決していく上で、社会の基本単位としての“家族"が果たす重要な役割

を強調する。

(j) アジア社会における女性の地位が変化していることを認識し、女性が家族および社会における新たな

幅広い役割jを果たせるような機会を男性と平等に与えることを目的とした施策を支俊する。

(k) 各国の社会経済発展の度合に適した、人口分布を達成するための効果的な施策の必要性を強調する。

2 フォーラムは、本年7月11日に「世界人口50億人の日Jに凋連して実施された全世界的な活動が、い

くつかの脅威的な統計に注意を喚起したことに留意する。

(a) 世界人口は毎分150人、毎日22万人、毎年7900万人増加しているo

(11) 世界人口は1920年の20億人から1S刷年に30億人、 1974年に40億人に僧加した。最後の10億人は13年間

に用加したものであるが、次の10倍、人は12年間で増加する。

(c) 人口の増加のは)パーセントはアジア、アフリカおよびラテン・アメリカの捌発途上国において起きて

いる。

3. アジア諸国における宗教や信仰、文化や伝統の相違を認め、社会、経済、政治的条件の違いを考慮し

て各留の自治権を重視した上で、共通する多くの関心事がある。

(a) 現在のアジア人口は、世界人日目。{章人の60パーセントを占めている。

(b) (1也の地域に比較して、アジアの人口政策は強化されており高度であるが、各国のすべての開発活動や

政策が人口政策のB標達成を指示するために、その言十回l立案過程と適合させるための短常的な要請があ

る。

(c) 近年において出生京ならびに家族の数は大幅に減少してきではいるが、アジアの人口は1f二問2パーセ

ント弱の率で培加を続けている。

4. 各国の人々が I分な食物と衣服を得、平和と幸福のうちに生活して非識字、疾病、貧困から解放され

るように努力を続ける上で、国会議員は以下の特定の呂標に向けて共に働くものである。

(a) 西暦2∞O{f.までに、アジア地域全体における人口増加率を年間 1パーセントまで低下させる。
(b) 西!詳2000年までに、アジア地域全体における死亡率、特に乳児死亡率を50パーセント低下させる。

(c) 郡市人口の培加および農村から都市への人口移動を調整する政策により、アジア諸国のバランスのと

れた人口分布を達成する。

(cl) アジアの高齢人口に対する社会、経済、心照的保湾のため、大家族にかわるメカニズムを考案する。

(e) 特に、保健、教育、雇用の分野における女性の地位を向上させ、変化するアジアにおける女性の役割

の変容とその社会、政治、文化的含意を認め受け入れる。

(f) 地域における人口問題の必要性、緊急性、重要性を各アジアの民族に伝えるために、 1988年の適切な

日を r30億人の日Jとする。
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行動計頭目

人口増加率の抑制j

5 望ましい人口増加率を達成するため、以トの諸行動が国会議員によって実行され指示される必要があ

る。

(a) すべての開発計画に包括的な人口政策を結合する。

(b) 受け入れやすい家族計阿に関する情報、サービスを地域のすべての住民に速やかに広める。

(c) 基本的保健サービスをすべての人々に普及し、家族計画とこれらのサービスとの連携を早急に継続的

に向上させる。

(ι!) 特に女性、青少年の識字能力を尚めるための努力をする。

(e) 女性を差別し、保健、教育、雇用機会の均等を妨げる法的障害、慣習を撤廃する。

(刊 行政管理の己主蕎、人材育成の拡充、異なる人口層、特にアジアの60パーセント近くを占める女性、青

少年人口に対する情報、教育、コミュニケーションプ口グラムの期発を通じて家族計画プログラムを強

化する。

(g) 男女共に家族計画を含む親の責任を自覚させ、育児、家事の分担を促進する広報等のプログラムを確

立する。

(11) 家族計画参加に対するすべての官僚的障害をi発化する。

死亡率、特に事L.幼児死亡率

6 死亡率、特に乳児と 1""5歳の幼児の死亡率は近年かなり低ドしているが、死亡率全体としてはいま

だ高く2α)()年までに50パーセント程度は低下させるべきである。乳・幼児死亡および心身障害の主な原凶

は、以下に掲げる基本的保健サーピスによって除去されよう。

(a) すべての子供に対する予防接種の実施。

(b) 子供に十分な栄養を摂取させる対策の実施。

(c) 栄養、健康に関する教育の普及。

(C!) スラムおよび農村における飲料水の供給。

(e) 乳・幼児生彩のため男女の補完的役割lに関する教育の普及。

(f) 乳・幼児に共通する疾患の判定と簡単な治療をするに汚たり、地域社会のリーダーおよび特に伝統的

な助産婦や注目前も含めた訓練計l酎の強化。

人口分布

7.人口と資源の不均衡、貧困層の培加、急速な都市化、これらはすべてアジアの社会経済発展の障害と

なっていると河時に自然環境を恋化させている。人口分布と資源の不均衡を是正する方法としては以下の

ものがあげられる。
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(a) 中心係市の吸引要国の削減および中都市と小都市の行政単位の開発の促進、総合的な国家的者I>ili計画

の立案とその実筋。

(b) 農村部における雇用機会の拡大。

(c) 農村部における母子保健、家族計岡サービス、教育を含む某本的社会、保健に対する安堵感の1古LLと

拡大。

(d) 都市部における社会サービス、設備不足の認識および、その是正をするインフラストラクチャーの開

発と強化。

(e) 都市人口のi首加の規制とl況に発牛ーしている不完全雇用、失業を解消する適切な手段の偶発。

(f) 社会的・経済的発展過程を相互強化するための都市、農村間の有効な連携の創出。

高齢者の保障

8 家族計j重i政策の成rjJ!ま、その成果に対する注意をもまた{足している。大家族はアジアの保障制度の主

要な部分として伝統的に機能してきた。小家族化が進む現在、これに代わるメカニズムが必要とされるで

あろう。}国加する高齢者の社会的、経済的、心埋的要求に応じて以下の法的、行政的対策が必要とされよ

つ。

(a) 医家的伺発政策に統合された、身寄りのない高齢者あるいは家族の保護のない高齢者に対する効果的

な国家政策の展開。

(b) 高齢者の要求に応える最低限の福担!の拡大と高齢者の自立の保待。

(c) 全員付与のお{則に基づく高齢者のための社会保障計測の実施と展開。

(d) 高齢者のための基本的保健、社会、住宅サービス設備の拡充と向上。

(e) 高齢者が適切な技術を習得し社会的に有益な仕事に従事するための再斜線計画の実施。

(f) 世代伺の均整のとれた相互作用促進を目的とした計図Iの確立。

社会における女性の地位の変化

9. 少産傾向にあり、社会で幅広く新しい役割を)Jとめている女性の地位の変化に、特に社会的注意を喚起

する必要がある。この結来として女性の教育、就業並びに社会における地位が将来アジア諸国の人口と開

発に関する政策に影響を与える主主主な要因となるであろう。女性の役割の変化に対応する施策として以下

が必嬰とされる。

(a) 女性の役割や地位に関する国家政策並びに構造や組織の強化。

(b) 女性のための国家プログラムを計剛、実施、調整するための 1分な訓練と適切な基盤造りの実施。

(c) 人口と開発に関連した活動への女性の参加を促す国家プログラムおよびプロジェクトの拡充と改善。

またこのようなプログラム実胞に要される考え方や構造的変革の開始。

(cl) 女性のための教育や訓練プログラムの量的・質的な向 l、そして変化する女性の役割と社会、経済、

政治、文化的影響についてすべての社会構成員に認識を喚起する。
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保健と家族計笛

10. 111界の開発途上国では家族計画についての情報やサービスに対する需要が高まっている。アジアにお

いては、政府機関や非政府機関の努力にもかかわらず特にこの需要が満たされていない。サービスをI目加

し、辺地も合めi五Irrに提供できるよう真剣に取り組まなければならない。そのために以ドの施策が必要と
されよう。

(a) 基本的保健サービスと家族計画との統合。

(b) 許ず干しがたく高いレベルにある予防可能な妊産婦死亡率を低下させるため、妊産婦に対する妊娠期間

中の保健サービスの向上。

(c) 様々な避妊方法の縦続的な供給。

刷 新しい避妊方法の開発研究、開発後の導入に対する継続的な支援。

(e) AIDS蔓延にともなう研究、大衆教育、予防施策のための|分な予算の確保。

行動の呼びかけ:

11 会議は以下のように呼びかける。

アジアの国会議員に対して

12 国内の国会議員の組織を強化し、議員間の相互交流と対話を引き続き促進し、以下の目的を達成する

こと。

(a) 人口と開発の関連性について国会議員の意識を高め理解を深めること。

(b) アジアそして世界の国々に共に経験を分かち合い、学び合うことを目指した交流プログラムを開始、

促進、支媛すること。

(c) 国民の希望を明確に伝達するチャンネルとして機能し、政府と国民の間をとりもつ役割を強化するこ

と。

13. 行動計画を支援するために、立法措置を含め適切なイニシアチブをとること。

14. 人口政策とプログラムの策定および実施を調整するため、各国において法定機関や国民同体を設立も

しくは強化すること。

15 社会のあらゆる担1)前iにおいて、女性に労性と同等の地位を保i草するj去を関連する所に制定すること。

16 人口と開発に関する国会議員委員会を設立すること。
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政府に対して

17. 日J及的速やかに行動計闘を実現すること。

18 行動計画を実施し、人口に関する家族計回lその他のプログラムの要請に対し、十分な資源を配分する

」と。

19 包括的人口政策がない場合は、これを国家開発計開lの一部として採用、現行の人口プログラムに対し

ては、支援を更に増強すること。

20. 女性が男性と同等に開発のあらゆる側面に参加する機会を拡大、保障すること。

21.各種の人口・家族計画プログラムや関連した社会施策を広めることを目的として、任意の計画を実施

する非政Hす機関、コミュニティーグループを支援すること。

22. UNFPAを含めた多国約機関とIPPF等の非政府機関を通じて人口問題のための援助を増大すること。

23 政府開発倭効の総額を増大し多国的機関を通じての援助に努力すること。

24 農村から都市への移動を減少させ、都市住民の生活水準を向上させることを呂的とする包括的政策を

策定すること。

25.高除者のための福祉プログラム、特にすべての人々が受けられる社会保障を制定する、もしくはこれ

を強化し高齢者の継続的で活発な社会参加を促すこと。

非政府機関に対して

26. 家族計凶プログラムの利用と小家族概念の受け入れを奨励するため、地域レベルでの自主的支持を得、

実践すること。

報道機関に対して

27.園、地域また潟際レベルでの人Uと開発問題の関連に関心を集めること。

28. 前記の問題に対して政府および非政府機関が行なっている努力について肯定的かつ建設的な報道を実

施すること。
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悶際社会に対して

29.軍縮に|占iけ努力し、人口と開発問題解決のために利用できる資源の利用に努力すること。

30 アジア地域内の政府と非政府機関の人口および人日に関連するプログラムを援助または実施する多国

間または 国間援効を梢大すること。

31 人口と開発に関する問題に対処するに当たり、引き続き国会議員グループに協力・助言を要請する乙

と。

32 アジアにおける人口増加の規模と、その潜在的主主要性について意識を高め理解を深めるために努力す

ること。

33 家族計i面jl::関する生保学、コミュニケーションおよびプログラムに関する研究と開発に対して援助を

地大すること。

:54. 1司速、特I::UNFPAに呼びかけ「人口50億人の位界j とその生態、環境に及ぼす影響について世界の

人々の窓識を高める努力を強化すること。

35. 国連とその特別機関に呼びかけ、女性の地位、女性に関するすべてのプログラムを体系的に保障する

こと。

36. UNFPAIご呼びかけ1988"ドの f人口30億人の日j の準備のため、アジアにおける政府、非政府機関へ

の協力を要請すること。

AFPPD事務局に対して

37 アジア地域における、人口および家核計画プログラムの質と彩響力を日]J令させるために、国会議員と

その的関係沓の問での情報と専門的知識の定期的交換を推進する。

結び:

38 我々、八FPPDの第2回大会に参加した国会議員は、立法者、地域リーダーまた図民の代表としての立

場をふまえ、適正な人口増加の推進、都市化、人口移動、高齢化の問題解決、自然環境と生態バランスの

保護を通じて、母子保健と人々の健康を向上させるため、たゆみなく専念する。

:19. この目的達成のために、我々は調和iのとれた人U摺加と社会経済の発展をよ!とめ、人類の平和でより良

い未来を得るよう、そして行動計l山lの実行を成功させるよう、専念するものである。
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人口と開発に関するアジア議員フォーラム

第3回大会

J， ン コ ク ょ杢才

主主 昔日

1990年10月18日

夕イ国、バンコク

序文.

1. 1990ij'10月15日から18Rまで、タイ、バンコクにて開催された「人口と開発に関するアジア議員フォー

ラム第3図大会j に出席した21力国の国会議員は、人口と開発に関する以トの内容を宣言する。

(a) 1987年に北京で街依された「人口と開発に関するアジア議員フォーラム第2[0[大会Jで設定された目

擦の達成に向かつて、重要な成果が得られたことを満足をもって注目する。

(b) 人口問題を開発計画の中に更に組み入れていくことは、アジアのすべての闘において人口培JJ日本を安

定させるために不可欠であり、ひいては、人口と資源と環境のバランスを終符し、持続的な開発を達成

する共通の努力にとっても重大であることを認識する。

(c) 女性の健康・福祉を向上させ、また、出生率、乳児死亡率、妊産婦死亡率を減4させる上での家族計

画プログラムおよび社会・経済開発活動の重要性を改めて強調する。

(c!) とりわけ、法律制定の協議をi生め、政府および民間の支媛を結集することによって人口・開発問題に

対する効果的かっ統一的な取り組みを達成するための活動を促進し、支援する責任を受け入れる。

(e) 酋!督2∞0年までにアジア地域の年間人口憎加率1パーセント達成をめざし、確位iたる決意をもってこ
れを支援することを繰り返し表明する。

(fI 健康を達成するための重要な方策として、また、 U¥生率を効果的かつ安全に低ドさせる点法として、

家族計画の受け入れ促進が急務であることを強調する。

(g) 男女平等の原員IJとは、人間の保利および責任において男性と女性が平等であることを怠味するもので

あると宣言する。

(11) 出生率の低下を持続させる最も確実な方法は、社会的および人的資i除、の開発に投資し、母子の健康を

向上させ、女性の地位および教育を引き上げ、家族計画を男女l同点にできるだけ広く普及させることで

あると認識する。

(i) アジア各国で若者と高齢青の人口が培えていることのお:会的、経済的影響に対して懸念を表明すると
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ともに、彼らが社会および経済の発展に積極的に参加することをlJeす特別プログラムを考案する必要が

あることを認識する。

(j) 原員IJとして、アムステルダム宣言「将来の世代のためによりよい生活をJの中で明確にされた人口問

題の目標・目的ならびにプログラムの優先級位や取り組み方を支持する。

(k) 軍縮を推進することによって、人口・偶発活動のために資源を活期することが必要であると再確認す

る。

アジアにおける人口動態の状況

2.地球全体としては出生率が急速かっ大幅に減少しているにもかかわらず、現在のアジアの人口31億人

は今世紀末までに37億人に達するであろう。全体的に見て、最も人口が増加するのは、新生児および彼ら

の将来への投資が最も遅れているとみなされる最貧諸国であろう。例えば、南アジアでは全般的に年間

2.34パーセントで人口が増加しており、 1990'1代には3億5∞0万人の増加に対し、避妊具の使用がめざま
しく進んでいる東アジアでは2億人の増加にとどまるだろう。

3. この人口熔JJUの比震は、変化の中心となっているアジアの諸都市で最も重い。このような郎市の発展

によって工業化が進み、壊かさが捕して、消費も伸びた。しかし、同時に、産業汚染が慈化し、森林や農

地は破壊され、地球の温暖化傾向が進み、アジアの都市部人口の半分はスラム居住者や不法居住者になっ

てしまった。また、アジア地域では保健サービスが改善されたことなどから、人口の高齢化も進んでいる。

高齢化傾向は、非'訟に大量の社会的資源を必要とする深五rJな社会・経済的および心煙的意味合いを生み出

している。

将来への投資

4. アジア諸国の社会的、経済的および政治的状況の相違に留意し、また、各国の国家主権を尊重するー

方で、すべての国の司会議員がそうであるように、我々は開発に関する仮説を評価しなおす必要があるこ

とを認識する。そのためには、とりわけ以下の事柄が必要である。

(a) 環境破壊およびその原因に対する高まりつつある懸念を真剣に受け止める。

Ib} とりわけ、人間を苦しみから解放し、人口増加の速度を低下させ、バランスのとれた開発を行なうこ

とを討的とした、人的資源および社会プログラムの開発を通じて、貧困ならびに急速な人口増加に対す

る直接的かっ全面的な行動をとる。

(c) 現在の都市化傾向に代わり得る道を切り妬く o

(ιtI 強力かつ礁問たる家族計画プログラムに対する投資を行なう。

(e) 人材として、あるいは社会・経済開発における優先課題として、女性に対する投資を行なう。

(f) 国家開発の土台としての民族自決を強調する。

5 アジア議員フォーラムは、経済発展は、人間開発を犠牲にして手に入れることはできない、またそう

であってはならないことを強調する。出生率、死亡率、移動率を低下させる方策は、関連する社会・経済・

環境要因を考慮した諸施策で補強・補足されなければならない。従って、人口政策およびプログラムは、

健康や家族のための領担lを越えて、社会的、経済的不平等、失業、女性の役害rJと地位、教育と非識字、環
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境悪化などの問題を取り上げなければならない。

6. 111:界人口の半分を占める女性は、社会投資において最優先されなければならない。しかしながら、女

性が単に避妊行為者、あるいは経済成長の手段とみなされてはならず、人潤としての尊厳や価値において

は男性と平等であると考えられねばならない。男女は平等な教育の機会を与えられるべきである。{也の開

発途上地域と同様に、アジアでは、食料生産および燃料と水の蓄えはほとんど女性に任されている。女性

は開発の中心であり、従って、農業・環境の管理、社会・経済開発はもとより、国家建設においても隊め

て重要な役都を果たさねばならない。

7.女性のニーズを無視すれば、危機的な結果を招く恐れがある。人口増加が抑制できなくなり、乳児や

幼児の死亡すーが上がり、経済が弱体化し、農業生産の効率が低 Fし、環境の劣41化がjffiむ。すなわち、社

会がぱらぱらになり、あらゆる人々の生活の質が低下する。少女および女性にとっては、機会が平等でな

くなり、学校教育の機会が減り、健康状態が悪化し、賃金が下がり、法律による…!分な保護がなくなり、

選択のできない生活になることを堂味する。

行動プログラム

8. 人口と問発の複雑な問題に対応しようという行動プログラムは、いかなるものであれ、その性質上、

以下の 3つの基本原良IJに根ざしたものでなければならない。 (1)人口、資古車、、環境は切っても切れない関係

にある。 (2)この 3つの要因を卜分に考慮することなく開発を持続することはできない。 (3)経済成長は人口

消加、環境に対する配慮、および1'j会の進出とのバランスがとれていなければならない。ゆえに、効果的

な開発戦略とは、少なくとも、人口培加を減少し、人口分布のバランスを保ち、環境を保穫し、社会のあ

らゆる分野の人々、とりわけ最も忠まれない人々に、 i分な食料供給を保証し、貧困を廃絶しようとする

ものでなければならない。更に、母子の死亡率を減らし、女性の地位と役割を1白L1:させ、高齢者に保湾を

与え、青年特釘のニーズに対処し、保健医療や家族計画サービスを促進しようとするものでなければなら

ない。

人口増加の抑制

，J .とりわけ、急速な人口地加がバランスのとれた間発を妨げ、森林を破壊し、十j由や水源の劣悪化を招
く。これは食料の供給を脅かし、生活の質を低下させるものである。国会議員としては、その少なからぬ

影響力ならびに優れた機関を活用して、人口増加率の低減を促進するために、以下の行動を開始あるいは

支援すべきである。

(a) 国家開発計画の一部をなすものとして、包括的な、 i刻家レベルの人口戦略の策定および強化を奨励す

る。

(b) 人口言|画を開発計画の他のあらゆる面に取り入れる。

(c) 出生率謝整のための政府および社会の支援を促す。

(c!) 非政府組織を含むあらゆるルートを通じて、男性、 10代の若者、新婚夫婦など、すべての人口区分に

家族計凶の情報やサービスを丘、く普及し、簡単に入手できるようにすることによって、家族計画サービ

スを利用する女性の数を用やす。

241 



(e) 地域の参加を奨励するため、家族計画サービスを谷地の胃慣や噌好に適合させる。

(fI 職員管理の改善および職員訓練の拡大により、家族計阿プログラムを強化する。

(g) 法律上の裏づけを得て、必要財源を調達することにより、避妊具の生産を促進する。

(h) 安価で、簡単で、信頼性があり、安全でしかも可逆的な避妊方法の開発に関する研究のために十分な

公的資金を確保する。

死亡率、特に妊産婦および乳・幼児死亡率の低減

10 出産には常に危険が伴う。しかし、開発途上地域の母と子にとって危険は甚だしい。毎年少なくとも

50万人の女性が、妊娠あるいは出産にかかわる原因で死亡しており、その99パーセントは開発途上国にお

いてである。アジアの一部の地域では、女性の18人に 1人は、出産で命を浴としている。 111:界全体では、

6歳以下の子供の死亡率がさらに高まっており、毎年およそ1必O万人にのぼる。最も悲しむべきは、これ

らの死亡は、簡単かつ効果的で費用もかからない方法で!坊ぎ得ることである。例えば、

(a) 人口動態的影響、および若年妊娠、高齢妊娠、多産、出産関編の短さが健康に及ぼす影響に対する認

議創出のための特別の情報や啓蒙キャンペーンを偶発する。

(b) プライマリー・ヘルスケアおよびサービスの改善・拡充を行ない、これらのサービスを家族計画サー

ビスの中に組み入れる。

(c) すべての子供を対象に予防接種プログラムを広める。

(ιl) 栄養および健康に関するプログラムを舷大・改善する。

(e) 栄養tおよび家族計画上の理由から、母乳で育てることを奨励する。

(f) 安全分娩のための従来の介添え人や治療人、および一般的な子供の病気の診断や簡単な治療法に関す

る訓練プログラム、フォローアップ、管理を強化する。

ハランスのとれた人口分布と資滅

11 世界に今、都市革命が起こっていることはほとんど疑うべくもない。 1950年以降、開発途 L留の都市

部の人口は4倍以上に増えた。アジアでは、 2∞0年に都市人口の割合は35パーセントに迷するものと推測
されているo このような都市人口の地加は、とりわけ社会の最貧層に対する、不可欠な社会サービスの伝

達や基礎必需品の提供を著しく損ない、農地を破壊し、広がりつつある人口と資源の不均衡をさらに悪化

させる。この状況をiEすために必主要な方策には以下のようなものがある。

(a) 中小規模の都市センターの掬発・拡大のための投資によって大規模な都市センターの拡大を相殺する

ことをB指し、国家開発計測を強調し、それに組み込まれた国家戦略を策定し、実践する。

(b) 都市部における健康・家族計画サービスをはじめとする社会プログラムに関する、より1分な統計の

データベースを開発する。

(c) 実施可能な所では、産業・社会・教育飽設を主要な都市センターから離れた場所に移す。

(ι1I 母子保健!実療および家族計画 (MC日/FP)のサービスや教育も含め、農村部における基本的な社会・

医療設備を改善・拡充する。

(e) 農村部における雇用機会を吉IJiI!.紙大する。

(fI 都市の経済的、文化的側面の一部として、移住者が主に従事している小規模な尚売やサービス、食品

加工、低コストの輸送および建設などの非公式部門を開発する。
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(g) スラムの撲滅など、既に都市部に居住している人々に卜分かつ余裕ある基路サービスを提供すること

をめざして都市のインフラストラクチャーを開発する。

環境保護

12. I曽え続ける人間の要求は、土地、水、空気など、すべての開発を左右する天然資源の主主僚を破壊して

いる。この過殺において人口は重要な役割lを来たす。技術の種類、消費量やj発棄議、貧困や半等の度合い

を関わず、人が多くなればなるほど潔境に大きな影響を及ぼす。これは、特に、開発途上国の土壌や森林

の破壊と地球の温暖化について言えることであり、いずれも、人類の幸福と生存にとって最大の脅威と

なっている。アジアにおいて人口と資源の持続吋能な関係を築くためには、とりわけ以下のことが要求さ

れる。

(a) 人口増加の速度を緩め、積極的にその安定化を図る。

(b) バランスのとれた郎市開発のための適切な指示および方策を与える。

(c) 村の森林および、最も貧しい農民や女性の農地権を保護する法律を採用する。

(c!) 現存する農地の生産性を向上させるとともに、荒廃した農地を復元・再生させるために、農業資源の

もととなるものに投資する。

(e) 恵まれない人々を中心に、社会のあらゆる部門に十分かつ時宣を得た食料を供給することを保証する。

(fI 環境に安全でない肥料や殺虫剤の使用、および産業廃棄物の投棄を禁止する。

(g) 森林破壊を防止するための適切な法律を公布する。

(11) 環境に安全な夜業工程を開発・導入する。

( i ) 農民に対し、水および港i段の管理を改善し、生物肥料を使用する教育・奨励する。

女性の全面参加

1:，.女性のためのプログラムに投資をすることは、女性にとって選択肢を広げ、地位や扶養の面で子供に
{衣「了する度合いを減らすことを童味する。それはつまり、開発計画のあらゆる段階で、女性の能力、権利、

ニーズを考慮し、女性が出産だけに線らず、自らの社会に対する貢献によってその地伎と安定を確保でき

るようにすることである。家族計画が成功すれば、その他にも自由の可能性が生まれてくるため、社会が

行なうべき最も重要な投資て、ある。同じことは、女性の健康と教育に対する投資にも言えよう。特定の措

請が必要なものは以下のとおり。

(a) 家族計問事業を進める組織では、すべてのレベ)1〆で女性の意見尊重と参加を保証すること。

(11) 貧困層や移民をはじめとする女性の地位を向上させ、結婚における差別的憤宵を溌J!:し、妊婦の死亡

率を低下させるために、問題の所在を明らかにし、法案を作成し、政府と世論を動かして支持を得るこ

と。

(c) 女性が坐産的資源を所有、管理するのを妨げたり制限したりする法律や償留をすべて廃止すること。

kl) 非識字の女性に対する特別な配慮を含め、女性には男性と何等な教育と訓練の機会を与えること。

(e) 界再発における女性の重要な役都について文書に著し、発表すること。

(f) 全国統計で性別による分類を行なわないこと。

(g) 生産や人口再牛e産(1)ブロダクティブ)に対する女性の権利や責任について、なるべく多くの人々の

正確かつ完全な情報を与えること。
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(11) 農業および非公式部門において、女性が可能な限り担保なしで融資が受けられるようにし、市場への

アクセスを安易にすること。

( i) 雇用機会均等と同一労働問一賃金とを保証する法律をつくり、実施すること。

(j) 女性の労働市場進IBを阻む障害がないよう、 十分な支援サーどスをJ引見すること。

高齢者に対する保護手段

14 家族計画が成功すれば、小家族が生まれる。経済開発の成功は、しばしば住民の移動や一家離散など

を引き起こしてきた。大家族制が崩れて後家族化が;mむと、高齢者の身の安定を約束してきた伝統的なア

ジアの制度が脅かされることになる。そこでアジアの高齢者に対して、社会的、経済的、心f'!!的な安定を

与えるメカニズムが必要になる。 t曽加を続ける高齢者のニーズを訴えた立法・行政手段には、以下の点を

網羅すべきである。

(a) 国の開発計画と調繋・統合をI苅りながら、身寄りのないまたは家族の世話を受けていない高齢者のた

めの包括的な臣家政策を打ち出すこと。

(b) 高齢者対策と人口増加抑制政策との協力を試みること。

(c) 各医の実情にそって高齢化に対する科学的理解を深め、また全体的な社会・経済開発を基にした長期

対策を講じること。

(ζ11 退織年齢を引き上げ、特別な同訓練プログラムの提供も含めた原用の倉1)tI:lを行なうこと。

(e) 高齢者の大部分を占める女性をはじめ、高齢者のために適用範囲や給付金を拡大する上で費剤対効果

性の高い方法を探しながら、国民健康保険と年金制度を再検討すること。

(fI 家族の紳の維持・強化を図るなど、地域の資源を有効に活用しながら適切な手段を凋発することで、

高齢者1:::財政面のみならず心理而での援助も与えること。

青年の特別なニーズを明らかにする

15 急激な人口培加lがもたらしたものの Iつに、社会・経済福相lの而で他の年齢層に依存する青年の数の

I曽加が挙げられる。先進工業国においては、労働人口4.1人が学齢期の児童 1人を支えている計算になるが、

途上国ではその都合が2.3人に l人である。それは、途上国における経済活動人口にとって火きな負担であ

り、経済的な遅れとィ、!分な社会プログラムの原因にもなっている。ここで重要なのは、再生産年齢ある

いは近々再生産年齢に達する若者が産む子供の数を制限することである。そのためには、

同少女の法的、社会的、文化的地位の向上を図ること。

(b) 十代や新婚カップルのように、以前は家族計画の対象外になっていたグループも対象に入れること。

(c) 初婚年齢を引き上げること。

(CI) 人口と家庭生活に関する教育を、学校および討会教育のカリキュラムに加えること。

(e) 第♂子の出産を遅らせ、第二子との関に間隔をおくことの重要性をうたった情報・教育・コミュニケー

ション・プログラムを開発すること。

(f) 若い男女双方のために現金収入につながる活動を糟やすこと。

(副社会教育や識字教育を普及させること。

244 



ヘルスケアの向上と家族計函の普及

l(i. 人口増加を抑制し、付と子の健康を改善するためには、家族計匝ljプログラムを強力に推し進めること

が不可欠である。アジア諸国での成功例をみて明らかになったのは、lIlllIiを遅らせて出産間隔も卜分とる

ことによって、乳児死亡率が下がり、母子の健康も向上し、生活環境もより清潔で安全なものとなり、家

族全体の生活も改善されるということである。家族計画プログラムが成功すれば、地域社会もその恩恵を

こうむることになる。健康対策としても人口抑制策としてもT主要な家族計画であるが、現在あるいは1，泊
年代に生ずるであろうニーズに対応していく上で、その重要性は・屑明らかになろう。それらのこーズを

満たすためには、以ドのことが必要である。

(a) 家族計凶を母子のヘルスケアや他の部門の活動に組み入れること。

(11) 質の良いサービスを広く持及させ、男女双方にとって利用しやすいものにすること。

(c) 可能な限り家族計回iの選択肢を提供し、カップルにそれぞれ一番適した方法を選べるようにする。

(c!) サーどスや方法の選択をはじめ、器只の引き波し、プログラムの詳悩など各段階で、地域社会の指導

(fや地元の信頼の厚い人の積極的な参加を求める。

(e) 家族計画を身近なものとするために、実行首に対して省伎なサーどスを提供し、村レベルのプライマ

リー・ヘルスケアの 部としても加えてもらう。

(fI サービスと供給とカウンセリングi古今での質を高く保つため、最大限の努力をする。

行動への呼びかけ:

17 本大会は、以下を呼びかける。

18 アジア議員は、

(a) 議員と政府官僚と田氏の、人口と開発の棺互関係に対する認識と)'11解を深め、人々のニーズを代弁す

るコミュニケーションの媒介として、政府と国民をつなぐ役割を強化するために、一層の努力をする。

(b) 女性の法的、社会的、経済的、文化的地依の[i，]J:をめざす手段をはじめ、この行動プログラム宣言を

支後するために、法的な措置を含む適切なイニシアチブをとる。

(c) 家族計画の趣旨と情報を広く伝えるためには、地元のボランティア組織の、また人口政策と人口プロ

グラムの支援を得るためには、宗教や精神面でのあらゆる指導者の協力を求める。

(ζ1) 回全体や地域のニーズ、優先事項などについて向怠を得るために、主要問題や政策従言などについて、

政府関係者や非政府組織のリーダ一、地域社会代表らの間で公式・非公式の話し合いを行なえるよう支

援する。

(e) 今後開かれるアジア太平洋人口会議(1992年)や国連国際人口会議(1994年)を通じて、人口および

人口関連問題に対する国民の窓識を高める。

19. 各倍l政府は、

(a) 国内外の対立を回避し、よって軍事費を減らし、その分を行動プログラムの実施ゃ、家族計画および

人口に関連した諸プログラムの二一ス、に対比、する資金に割り当てる。

(b) 途 i二回の人口問題を解決するために、凶連人口基金のプログラムをはじめ留際的な人口抑制プログラ
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ムに対する財政支援婚をめざし最善をつくす。

(c) 闘の開発の優先事項とともに、人口政策と人Uプログラムに対する政治的なコミットメントを一層強

化する。

((¥) バランスのとれた人口増加、資源の活用、経済および社会開発をめざして、人口と環境と社会に関す

る各種プログラムの統合を図る。

(e) 各国の人口政策と人口プログラムの呂擦を、地域社会に合った具体的な行動へ転化する。

人口および家族計画プログラムを普及させる段階で、普及が比較的遅れている場合は特に、非政府組

織や地域のグループに支援を求める。

(fI あらゆる点で女性の役部と地位が向上し、女件:iJl人口や開発関連の活動に積極的に参加してその恩恵

をこうむることができるよう努力する。

(同 小学校と中学校に通う少女の数を婚やし、西暦2000年までには学齢期の少女全員が小学校に行けるよ

うにする。

(h) 学校の公式・非公式カリキュラムとして、人口教育を加える。

(i) 避妊や多産に対する社会文化的な考え方の変化、また家族の規模や構成に関する価値観や見解に影響

を及ぼす要素や環境についての研究を公費でまかなう。

U) 地方から郷市への人口流出を減らし、恵まれない郷市居住者の生活水準を上げるための包括的な政策

を立案する。

(k) アムステルダム宣言にうたわれている人口についての釘擦を達成するために努力する。

20 非政府組織は、

(a) 家族計画や小家族制の採用や、生活の質を高める開発活動に人々の参加を呼びかけるために、特に地

峻社会レベルを中心にあらゆるレベルで行動を起こす際には、非政府組織を奨励してその助けを借りる。

州 市の根レベルで家族計画サービスを一層普及させるために、非政府組織の既存の全国および地方ネッ

トワークを活用する。

21.報道とマスコミ関係者は、

(a) 人口と家族計幽プログラムに対する穣怪的な参加を奨励する。

(b) 社会と経済の開発における、人口および人口関連問題の重要性に対して、人々の意識を高める。

(c) 人口関連活動を肯定的かっ建設的に取り上げる。

22 国際社会は、

(a) アジア地域で人口問題の支援に対する需要が高まる中、回連人口基金をはじめ多国間・二国間紐織に

対する財政倭助を拡充する。

(b) 家族計画の生物 医学、コミュニケーション、プログラム桶での研究開発に対する支援を培火する。

(c) 援助国と受益田の政府間だけでなく、緩助諸国間でも人口活動における協力態勢を強化する。

(cl) 閣の戦略を補足・補完し、援助の優先をうまく決定し、各過程を調整し、援助諸国の役割lを決めるた

めにも、国際人口支援のための戦略プランを立てる。

(e) 人口プログラムとプロジェクトの監視と詳悩手続きを、強化し、体系化する。

(0 途上国に対し、避妊具と家族計凶iに関する科学的知識と技術的情報の移転を促進する。
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23 アジア議員フォーラム事務局は、

各地域における人口と家族計画プログラムの、質と|白JJ-.と影響力の拡大のために、議員院やその他の

人々との間で、定期的な情報と知識の交換を凶る。

誓いの言葉:

24 我々、人口と開発に関するアジア議員フォーラム第31豆大会に参加した議員は、立法者として、地域

社会の指導者として、また国民の代表として、人口抑制、人権の尊重、社会の発展、環境への配慮、経済

発展からなるバランスのとれた開発をめざして、たゆまぬ努力を続けることに、我が身を捧げる覚舗であ

る。よってここに、母子をはじめ人類全体の健康を向上させ、理にかなった人口泊加を普及させ、都市化

と人口流入問題とを解決し、高齢者に安定した老後を約束し、者者の特別なニーズを代弁し、環境と生態

系のバランスを守るための政策やプログラムを支援することを誓うものである。

25 この巨的を達成するため、改めて、人口靖加と社会経済開発、資源の利用、環境保護等の調和を図る

行動プログラムの実施と成功につくすことを宣言する。そして人類全体にとって、よりよい平和な将来が

来ることを綴い、努力を続ける所存である。
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前文・

人口と開発に関するアジア議員フォーラム

第4園大会

クアラルンプール宣言

1993年10F.l28日

マレーシア閣、クアラルンプ…ル

1. 19m年10月26日から28日にクアラルンブールで閃かれた人口と開発に関するアジア議員フォーラム第

4回大会にlU席したアジア24ヵ国の国会議員は、人口と開発lこ関する諸問題に取り組みつつ、人口と開発

に関するアジア議員フォーラムのニューデリー(J偲4年)、北京 WJ87年)、バンコク (1990年)宣言を想、

起する。

l日92年8月にインドネシアのバリ島で開かれた第4回アジア太平洋人口会議において1994年9月にエジ

プ卜のカイロで開催予定の回綴人口・開発会議の準備過程の一環として採択された人口と持続的開発に関

するパリ官言に注目する。

2010年までに、乳児死亡率を出生lCXJO人当たり40人)-:A下に減らし、奴産婦の死亡率が高い悶々や地域に

おいては、奴F主婦死亡率を少なくとも半減するために、置き換え水準の出生力を達成する(女性 1人、当た

り生涯に子供2.2人出産)との同宣言に採択された行襟を尊重する。

人口は、環演を守り、持続的開発を遂行する上において決定的に重要な役割lを果たす。従って、計画策

定と政策立案のあらゆる租IJmiに人口への十分な配慮、がなされなければならないとの同宣言に賛同する。

なおかつ、現在から将来にわたるすべての人々が、幸福を等しく享受できることを確保するための手段

としての持続ロj能な開発には、人口、資源、環境、開発問の相互関係があることを十分に認識するととも

に、それを適切に管理し、機能的に調和のとれた均衡をl主lる必要があることに賛同する。

各国は、持続可能な方法で生活の質を向上させるために、人口、資源、環度、開発の伺のよりよい調和

を促進する強制力のある施策を策定すべきであることを確認する。

どの国も、その図面有の特殊な人口問題と政策目標を抱えており、地球の持続可能な開発という目標に

関して、その匡Jil虫自の人口B際や政策、計l山iを実施する主権を白することを再確認する。

人間の幸福に配慮するに当たって、人υ政策は、個人、家放や共何体、社会、国家、地球社会の 員で

あり、それらの科L組みの中で権利を布することを理解すべきであることを認識する。
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貧困は、人口、資源、環境、開発の間の不均衡を助長することを認識する。

さらに、人口、資源、環境、開発の聞の均衡をとる最善の方法は、人口I曽加を純化させ、人口分布を適

正化し、貧国を緩和し、環境に危険な消費形態を減らすための諸々の取り組みを謂和させる総合的な戦略

を採用することであることを認識する。

家族計画は、社会・経済的開発において討会がなし得るコスト効果が最も高く効率的な投資の 1つであ

ることを確認し、上述のような総合戦絡の不可欠な要素でなければならないことを強調する。

母子健康を促進し、家族計画サーどスを普及し、質を向上させ、身近に利用しやすくするために、さら

に跨み込んだ取り組みを支援する必要性を認識する。

女性は、人口と持続的開発に関連するすべての意思、決定において、中心的役割を演じ、その決定に全面

的に参加しなければならないことを強調するo

なおかつ、人口と捌発の分野においては、国際協力が必要不可欠であり、これらの分野において、国際

社会が行なう覚剤、や支援にはいかなる政治的条件も付帯してはならないことを強調する。

人口情勢

2. 1992年のアジアの人口は32億人で、世界人口の約59パーセントに相当する。世界で人口の多い上位10

カ医中、 6力国がアジアにあり、最大の人口を抱える中国とインドの 2火国の人口を合わせると世界人口

のおパーセントを占める。アジア地域の人口l立、西暦2000年までに:，7億人にi主し、さらに開暦20m年中に

は40億人を突破すると予測されている。人口憎加率は、向こう20年間に、現在の1.8パーセントの水準から、

1.3パーセントに低下すると見込まれるが、今後間匹、2010年までに、用地域、の人口は約10億人増加するとみ

られる。このうち半分をはるかに上関る用加が南アジアで起こり、現在アジアの中で最も J 、口の多い東ア

ジアを追い抜くであろう。

3. アジアの人々の3分の l以下が都市に住んでいる。しかし、アジア地域は日下、都市化革命の真っ只

中にある。 1990年に、同地域の低調発諸国では、世界の他のどの地域よりも多い8待、7ω0万人の都市居住

者を抱えていた。これは、低開発地域の都市人口の63/¥-セントに、また世界の都市人口の39パーセント

に各々相当する。アジアの都市居住斉の数は、西暦2025i]'までに現在の3僚に当たる25億人になる見通し

である。現在、社1界で最も人口が集中している13都市のうち、東京、上海、ボンベイ、ソウル、北京、カ

ルカッ夕、大阪の7都市がアジアにある。 1ω4年1=、新たにジャカル夕、天津、マニラの3都市がこのリ

ストに加わる見込みである。さらに、西暦2010年には世界で最も人口の集中した26都市中、 14都diがアジ

アに存在すると予測されている。

人口・ 1量償・開発

4. 開発の過程において、基礎となる地球の天然資源を俄壊してしまっては、界再発は持続不可能である。

また、現在のペースで人口が消え続け、消費と資源利用の形態が不変のままであっても、開発は持続でき

ない。

5 明在、貧困が深刻化してきており、その主な以凶は土地不足と就労機会の不足にある。農村地帯にお

ける貧1*1は、土地を全くあるいは不|分にしか持てず、貧困から抜け出すだけの所得を得られない世待に
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集中している。都市部での貧捌層は、不安定で低賃金の非公式部門(インフォーマルセクター)の雇用に

就きがちである。

6. このような諸条件は、急速な人口地加と、農村から都市へ、農村から農村への移動など、すべて?倒産

に連関した事象により悪化している。急速な詐〉市化は、周辺の同国を会い尽くし、良質な農地をだめにし

てしまう。これが結局、農民による土壌の過剰利用や、ひいては土治の疲弊を泊き、生態争的に脆弱な辺

噴地帯や、道路に近畿したり、海岸線沿いのような手近な地域へと農村の移住音を追い立てている。その

結果起こる、これらの地域の人口密度の増加は、移住斉に過度の開墾や森林作物の乱獲、遠隔地や急峻地

帯への定住拡大を強いている。

家族計画・女性の出産に関する保健(リプロダクティブ・ヘルス)・女性の地位

7 家族計画によって、すべての夫婦や個人が、自由に責任をもって子供の数や出産間隔を決めることが

できる。貧困を緩和し、総合的に保健、特に女性の出産に関する保健を改著し、教育の質を改善し、教育

機会をとりわけ友子に対して均等化し、社会および関発過布!の双)jにおける女性の1空白iと地位を向上させ

ることを目的とした社会、健康、福祉、経済の諸施策を盛り込んだ拡大総合包括策の 部として行なわれ

れば、家族計爾の効果は高まる。

8 効果的な家族計両プログラムが、そのアクセス、普及、利用を容易にする法的、社会的、経済的施策

をともなって導入されれば、効果は倍増する。これらのプログラムは、すべての労女の向発性と責任に基

づいた十分かつ平等な参加を促進しなければならない。

9. 蛍思に反した計画性に乏しい妊娠を女性が回避て、きれば、妊産婦の死亡の25~40パーセントは未然に

防げると推定されている。しかし、家族計画サービス、ひいては女性のヘルスケア全般には、国家予算の

配分において概して低い優先順位しか与えられていない。女性の地位が低く、育児が女性の社会的機能の

主要部分と見なされている国々においては、女性が従属的な地位にあることが問題である。

10. 去の下での平等な待遇は、対等な人間としての女性の尊厳を高める。しかも、女性の自尊心を高め、

出産の選択の編を広げる。男子優遇の社会では、がjい頃から性2差別が始まる。しかし、自己を男子と対等

な者と見なすよう育てられた女子は、大人になってより債極的に家族計l山iを取り入れる傾向がある。また、

男児と女児に平等な(ilIi値を与え、自己の出生に関するヘルスケアの重裂性をより理解しやすい。

11 女性が家族の扶養により大きな責任を引き受けるのにともない、女性を 重の負担から解紋するため、

男性は育児と家事の責任を分担する必要がある。

行動計画

12 アジアの人口と、人々が消費する資源最との聞の持続的均衡を図るには、ただちに以下の4つの鎖域

に注目する必要がある。

。社会部門の、とりわけ人口培加の抑制を図り、 女性の出産に関する保健を改善するための取り組みに
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士、;し、より一層の注怠を払う。

。貧杯iに対する直接的かつ徹底した取り紘み。

。よりバランスの取れた農村および都市凋発への移行。

。教育に重点を置いた、女子と女性の地位の決定的向上。

13 結局、持続可能な開発は、個人、共同体、国家、世界にとっての選択と責任にかかわっている。その

目的は、家族規模、人口政策やプログラム、F>E!られた国家予算の中での数多くの競合する要求などの様々

な選択の機会がある中でどのように選択するかという選択の白1I1(頗)を拡大することであり、開発のf理

念、と実践における選択を行なうことである。

14 言うまでもなく、選択には責任がともなう。男女は避妊と育児lご、個人はその消費形態に、共同体は

弱者や不利益をこうむりやすい人々に対して、国家は国民の福利厚生に対して、国際社会はその他のあら

ゆるものが依存する開発と環涜との均衡を取ることに責任をもたなければならない。

15. アジア諸国の社会・経済・政治的諸条件の違いに留意し、各国の出家主権を尊重しながら、我々、国

会議員は、立法府議員であり共同体の指導者としての二重の立場において、閣内の法案を推進し、この行

動プログラムに盛り込まれた勧告に対する政府および公の支持を取りつけることを誓約する。

家族計画プログラムへの投資

16. 人口地加を鈍化させ、出生率を低下させる上で、最も対コスト効果が高く効率的な手段は、強力で隣

国とした家族計出iプログラムに投資することである。事実、出生率の永続的な低ドは、広範で自発的な家

族計画サービス・情報の利用によってのみ実現され得る。強力な家族計l副プログラムは、凶家の開発のい

かなる段階においても重要な効果をもたらす。夫婦は、その所得や教育の程度にかかわらず、適正かつ適

切な家族計l削の情報やサーどスが得られる場合、より小さな家族を選ぶ。家族計画プログラムが効力を禿

搾するためには、政府による全面的な支援と取り組みがなされねばならず、 |分に調整、統合された間家

戦略のー環として以ドに配慮しなければならない。

(al 情報やサービスが身近に受けられるようにする。

(bl サービスの質を向上し、多様な方法を提供することに重点を置く。

(cl 女性を対象とした女性が運常する施設の利用を盛んにする。

(dl 労性や青年、新婚者を巻き込み、職場の青年に伝わるような新鮮で革新的な方法を採用する。

(討 すべての健康サービス、とりわけプライマリーヘルスケアのサービスを充実させる。

(fl 従来の個人を対象としたアプ口ーチに加え、とりわけ南アジアにおいては、共同体を対象としたアプ

ローチを奨励する。

(gl 他の社会的プログラムに士、Iし比較[到すにある人口・家族計画の相乗効果を最大化するために、政府、

非政府、民間部門の問の連携を強化する。

1I廿特に若い女性に対し、出産間隔をあける利点を強調する。

lil 出産に関する選択と妊産婦と子供のヘルスケアの強化。

17. すべての男女は、出産の選択、権利、責任を有すると同時に、女性は出産に関するi歯止かつ適切な保
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健を受ける権利を有する。出産の権利には、男女j.X)fが平等に負担すべき責任ある家族計画や育児を含む、

出産に関する責任がともなう。社会もまた、子供の数や出産間隔に関する自由で、事前に知らされた上で

の選択を助け、支援する法・社会・経済・文化・政治的環境を創出する責任を有する。このためには、と

りわけ、以下を要する。

(a) 社会的性差による男女の役割lは多様で、変化しつつあることを認識する。

(b) 社会的性差としての男女の関係において、不公平な権限や権力が行使されている現実を確認し、これ

らの不平等に対処する具体的な対策を講ずる。

(c) 家族言11出!や育児、家事をはじめ、家族としての責任のあらゆる側泊lにおいて男性の積極的な参加を奨

百:IJする。

(仁11 若年の火性の出産に~与する健康を促進・保護するための施策を取り入れる。

(e) これまで省みられなかった妊産婦の死亡に、より一層の注意を向ける。

(f) 危険な中絶l立、主要かっ主要性を帯びた公共の健康問題であることを認識する。

女性の1!¥)1I'iに関するヘルスケアに不可欠な一部分として、効来的ですべての人々に行き渡る妊産婦と子

供の健康および家放計阿のサービスを提供する。

妊産婦の死亡や疾病、中絶、イJ灯、性病を減らし、 HIV/AIDSの蔓延を防止するための取り組みをは

じめ、妊産婦と子供の健康や女性の出産に関するヘルスケアを総合的にとらえる政策・プログラムを策定

する。

女性の工ンパワーメント(女性が身体的・社会的に“力"をつけること)

18 女性のヱンパワーメントとは、女性に男性と同等の地位を与えることである。また、あらゆる職業と

あらゆる部門において女{生に均等な機会を与え、男性と|詰l等の条件を保証し、同一労働に対する同一賃金

を払い、男究開で家事の責任を平等に分担することを意l!fえする。このデリケートな領域において、国内で

以下の立法化を働きかけることにより、国会議員が果たすべき役割は側めて重要である。

(a) 生産性が高く有利な雇用に女性がつけるように努める。

(b) 女性を、経済的差別をはじめ、あらゆる形態の差別や暴力から保護する。

(c) 自己の財産を所有し、 l吉井jを受ける権利を含む、女性の権利と経済的自立を阻む、あらゆる法律、 fi

政、社会上の締害を撤廃する。

(d) 1司ーの労働に対する平等な雇用と平等な賃金を保証する法律を制定、強化する。

(e) 開発計fi1iiのあらゆる側耐iに社会的性美への配慮を織り込む。

(f) 女児の地位、平等、健康福手1)を推進し、男児に社会的性の平等と調和した行動規範や価値観を教え込

む政策やプログラムを策定する。

(g) 農村部および都市部の発展の均衡を図る。

19 都市化は不可避、不可逆的なものである。毎年何百人もの世界の最も貧しい人々が仕事とよりよい生

活を求めて町や都市に移住してくる。多くは貧困、多産、環境破壊に追いつめられてのことであり、その

他は、都市の市場や翰出市場に有平1)な開発政策の恩恵を求めてくる。その結果、戸:大都市が増大し、失業・

不完全雇用の移住民がスラムや臨特定住地にあふれ、農村部門は衰退し、その凶家経済への貢I械が低減し

ている。このような状況に対処するために、以下のような施策が必要とされている。

農村部から都市部への移住を制限するよりは、むしろ農村部と都市部の発展の均衡をl司る国家政策を開
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発すること。

都市中心部とその周辺地域の経済・制度の連携を強化すること。

地方自治体へ権限を分散して、その都市開発言十両および運営能力を開発すること。

職業訓練を行ない、また信用貸し制度を利用できるようにして、非公式部門に働く移住民の所得能力を

向上させること。

農村・都市l両地域において、母子保健や家族計岡サービスを含む慕本的な社会・保健インフラストラク

チャーを繋{蔵、拡張すること。

小規模な町や都市への民間部門の投資を奨励、促進すること。

貧困の緩和

20. 広く拡大した貧凶は、人口および開発努力にとっての大きな挑戦となっている。貧困は無知や非識字、

女性の低い地位、限られた保健・家族計画サーピスへのアクセスなどがともなう o これらの問題はすべて

出生率、 m病率、死亡率を引き上げる原因となっている。また、大家族と永続する貧困の悪循療が、環境
破壊と資源の枯渇を一層促進している。

21.従って、貧困と徹底的に闘うことが、人口t曽加を折iえ、貧困や不利な立場にある人々の経済的機会を

増大し、貧困に苦しむ人々の基本的な保健・教育・社会的ニーズを満たすために一層の努力を図る上で不

可欠である。これには有効な家族計画プログラムと、農林業、再植林、段封11の造成などの雇用意1)出ができ

る環境保護活動を同時にi止め、相互作用を高めることが必要である。

高齢者の保障

22 国の人口に占める高齢者の数と割合は着実に増大しており、これは、可能性を提供するとともに解決

すべき課題を呈すものでもある。機会とはすなわち、大半の高齢者が家族や地域社会に貢献する多大な潜

在力を布する点である。課題とは、その特徴として社会的移動性と家族離散が益々高まる急速に変化する

世界lご適用をi自られているアジアの高申告人口に、ヘルスケア、社会、経済、心J'J!的な保障を与えることで

ある。乙の諜E互に挑むためには、以下の施策が必要とされている。

(a) 人口の高齢化がもたらす社会・経済的影響を明確に考慮した総合的な長期開発戦略を策定すること。

(b) 高齢者の雇用・年金の権利を保護し、無料あるいは低料金の医療を提供し、無料あるいは低料金の住

宅へのアクセスを!呆織する法律を制定すること。

(c) 定年を引き上げ、定年後も働くことを希望する者には、専門訓練プログラムを設け、労働の機会を創

出すること。

(d) 地方レベルにおいて、活動的な高齢者を主流の社会・経済活動!こ組み入れるプログラムを開発するこ

と。

(e) とりわけ若者の高荷台化問題に対する認識と理解を育成し、個人ならびに社会にとって身内の高齢者の

世話をすることがいかに重姿なことであるかについて若者を教育すること。

25:， 



資源の動員 腐の行動と国際協力

2:3 行動計画がいかに総合的で野心的て、あろうとも、それを実施するための資源がなければ実効を 1:げら

れない。そのような人的・技術的資源や資金を提供する鍵は、政治的意思と公約にある。すなわち、統合

的な人口・澱境・凋発政策と計画を採択しようという公約と、この公約を実行する怠患である。

M その公約と品:思はあらゆるレベルに存夜しなければならず、政府、非政府、民間のすべての部門の資

金投入を結集するものでなければならない。国は、総合開発戦略の 部として国家政策やプログラムを策

定し、社会部門への予算の割り当てを増綴し、それらを実施するために必要な人的資源を提供しなければ

ならない。南南協力を通じて、発展途上諸地域の国々は、貴重な経験、知識、専門技術を共有し、そのた

めに必要な資源 人的資源および資金 を配分しなければならない。そのような交流は、まだ人口学的な

目標と白的を達成する途上にある諸国にとって、大きな桜jけになるであろう。

25. 世界各面の人口プログラムの支援に必要な新たな資金を動員するためには、国際社会の強力な支媛が

必要である。かかる資金の動員は、資金提供国がODAの4パーセントを人口プログラムに配分すれば可

能となるであろう。この援君主を仲介する最も適切な機構は国連システム、とりわけ時速人口基金であろう o

特に国際家族百十周連盟(IPPF)をはじめ、{也の国連機関、国際機関、 NGOは、人口政策とプログラムの

実施を支援すべきである。

行動への呼びか1:1"

大会は以ドを要請する。

26. アジアの立法府議員

人口と持続可能な開発の複雑な相互関係に関する立法府議員、政府高宮、および一般市民の認識と.f!I!解

を一層促進すること。

本宣言の行動プログラム、とりわけ女性に権限を付与し、母子および女性の出産に関する保健を改善す

る施策を支援する法的措簡を合む適切な措置を講ずること。

政府および非政府組織 (NGO)聞の定期的な交流を奨励し、革新的なプログラムの開発において政府の

協力とNGOの活用を促進するために尽力する。

パリ宣言に明記された人口目標を支持し、それらの目標の達成を促進する法律を推進、支持することを

立法府に奨励すること。

27.各国政府

人口、環境および開発問題、とりわけ家族計画および女性の出産に関する保健に対する自効で総合的な

アプローチを達成することをめざす活動の促進と支後に、 i五l家予算および人材を十分に配分すること。

国の人口プログラムの独立性を作ることを目標とする長期計画を開発すること。

貧医を緩和するためのi詞家戦路に小可欠なものとして人口増加を低減する努力を含むこと。

他人への敬意、非暴力、協力および浪費の排除を強調する倫理的次元を組み入れた統合的アプローチに
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より、人口憎加、資源の活用および経済社会発肢の均衡を図ることをめざす統合的な人口・環境・社会プ

ログラムを開発すること。

女性の権利と経済的自立をi阻む、存続するあらゆる法律・行政・経済・社会上の降古・を撤廃すること。

とりわけ、母子保健や家族計jlIijサービスを含む基本的な保健・社会インフラストラクチャーの繋備・拡

大をilliじて、農村部と都市部の開発の均衡をl叫る国家政策を開発すること。

高齢者に|分なケアの提供を保障するための諸計同iを策定すること。

バリ宣言の中で採択された人口目標の達成に努めること。

28 非政府組織

地域社会の参加を土fiとした草の根レベルのネットワークや戦絡を通じて、国の人口プログラムを支援

し続けること。

とりわけ家族計剛サーどスの実施の分野において、政府の相当組織との定期的な交流を開始し、促進す

ること。

29. 報道およびメディア

人口 環境資源 開発の複雑な松任関係に関する認識を形成すること。

特lご次l司!の人口と開発に関する世界会議に関連して、人口問題を積極的かつ建設的に報道すること。

幼国際社会

アジア地域における人口問題への援助要求の矯大に応じられるよう、多居間および二ドl間組織、および

UNFPAや1PPFを中心とする非政府紐織の財源、を婚やすこと。

すべての潟連機関・組織に対し、人口政策およびプログラムへの支媛を促すこと。

とりわけ母子保健、女性の生産に関する保健、家族計画プログラム、および女性の地位向上のための財

源を生むことを目的とした負債削減計画を模索すること。

人口プログラムの経験に関する南南協力を推進すること。

避妊i去に関する科学知識や技術情報の伝掃を通じて、国の家族計画プログラムを支媛すること。

発展途上国の、特に訓練・管理プログラムをはじめとする国の人行政策やプログラムを策定・開発・実

施する能力を強化・拡大することをめざした治動を奨励・支援すること。

活動の重複を避け、成功するプログラムを見鰍め、それを鋭、大し、凶際協力の効率性とその協調ある活

用を保証するために、{也の資金提供国と緊密に協力すること。

信!民総牛+産や政府開発J重助の割合lご応じて、 J長助レベルに関する治針および勧告を制定すること。

31 アジア議員フォーラム (AFPPD)事務局

アジア地域における人口・家族計画プログラムの質ならびに効果を高めるために、立法府議員等の問で

の情報や専門知識の定期的な交換を促進すること。

新たなる獄身.

32 アジア議員フォーラム第4回大会に出席した我々は、立法府議員、地域社会の指導者、あるいは国民
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の代表としての立場で、人口培加を抑制し、人口分布の合Jll!化を図り、食医を緩和し、環境の而から見て

危険な消費パターンを削減するために力を結集し、真に持続可能な開発をもたらすべく、弛まず努力・専

心する。我々はそのために、家紋計画プログラムへの投資、母子保健および女性の出産に関する保健の向

上、女性に対する権限付与、農村部と都，fif，sの成長の均衡化、貧困の緩和、高齢者に対する保i箪供与、資

源の結集を目的とする政策やプログラムを支援することを誓う。

そのために、我々は、人口増加、社会・経済開発、資源利用および環境保護の問に、より良い調和を確

保できることを期待しつつ、「行動プログラムj を成功樫に実施するべく、あらためて惜しまず努力する。

さらに、人類全体のより良い、平和な未来のために努力することを誓う。
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国際人口・開発議員会議

(lCPPD) 

人口と開発に関するカイロ宣言

1994年9月4日

エジプト属、カイロ

1.私たち国会議員は、 199'1年日月 3日と 4日エジプト国カイロに集い、人口と開発に隠する凶会議員の

会議において、凶際人口・開発会議の前夜に人口・開発問題について討議を行なった。以下はその宣言文

である。

2.多様な人類の文化と伝統が一堂に会したこのカイロ会議の開催をここに歓迎する。信条、胃潰が違っ

ていたとしても、世界の指導符と人々は世界の調和と協力をもたらすことを志向するべきであり、このこ

とに関して国会議員は重要な役割lを持っている。

:i.私たちは、 速の国連主催の潔境、人様、社会開発、そして女性の役割lに対する会議の中で、阪要な

i時期に開かれる国際人口・開発会議で生み出される結果の耳元要性をよく認識している。私たちは、すべて

の開発計画政策およびプログラムに、人口問題を統合的にその欠くべからざる一部として、組み込む戦略

を支持する。従って、私たちは関係人口・開発会議に参加している各国代表に対し国際人υ・開発会議の

行動計画に対する合意に到達するように呼びかける。

人口と持続可能な開発

4.世界の国会議員は、人口と天然資源の間の微妙なバランスを認識してきた。従って、私たち国会議員

は、人口問題は単組の問題として扱いうる問題ではなく、人類にとっての諸条件の改善を来たしうるこの

地球の持続可能な開発という、より広い文脈の中で扱わなければならないことを主張する。人類にとって

の諸条例の改善を図りうる地球の持続可能な開発とは、 i画事j消費の抑制と生産力の向上を通して、すべて

の人にとってその生活の質を向上させる経済活動であり、貧困の緩和であり、原境と調和的な持続可能な

農業掬発、工業牛産の達成、エネルギーと天然資源の手rJ胤であり、そしてヘルスケアの改善と教育の質お

よび利矧のしやすさ(アクセス)をi白LJさせるものである。人口と凋発問題に対して今口私たちがとる行
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動が人類の将来を決定する。この人口・開発問題の解決はすべての人間にとってその尊厳を守るために不

可欠なのである。従って、持続可能な開発を可能にするような、新しくより広い経済政策を策定し、それ

に基づいてE邸宅的な合意を築き上げることが必要不iiJ欠である。

再生震に関する健康(リブロダクティブ ヘルス)と家族計画

5. 私たちは、家族計開iを1)プロダクティブヘルスケアというより広い枠組みの中に依置づけるという手

法をとることを積鋭的に受け入れる。私たちは、すべての政府に対し自らの文化的アイデンティティ、価

値観および伝統を尊重しながら向題解決のために責任をもって努力することを強く勧告する。従って、私

たち自身、国民の代表として、家族計同iサービス、情報および教育を手に入れる上で、私たちの固に存在

する障害を取り除くために最大限の努力を行ない、そしてまたリプロダクティブ・ヘルスと家族計開iを可

能な限り広く供給できるよう支援を行なう。私たちはさらに私たちの留のすべての人口と開発政策および

プログラムが問綴的に認知された慕本的人様を守るものでなければならないものであることを強く勧告す

る。

6.私たちは中絡がi世界中の女性にとって主要な関心事(大きな問題)であるという事実を認識している。

従って、家族計画の(使用)によって予期せざる妊娠を予防するために、私たちは各溺政府に対して広範

囲に家族計l肖iの情報とサービスを提供することで、中絶の必要性を減らすことを呼びかける。

性の平等と女性の地位の向上

7. 女性の地1すの向上とその政治的、社会的、経済的状況そして健康状態を改菩ーすることは、女性にとっ

て重要な結果をもたらす。私たちは更に、人猿の発展は、女性に男性と同等の権利と地位を与えることな

くもたらされることは、ありえないと信じるものである。女性にとって平等を獲得するまでの過程は、単

に利益という観点から見られるばかりではなく世の中の仕組みを変えるという点からも考えられるべきで

ある。そのためには、女性に自らの性に対する意識を肉上させることが必要である。従って、私たちは教

育こそが男女平等と女性の地位向 iのための唯一の道であると信じるものである。その教育は男女差別を

符定するようなステレオタイプ化した社会的性差を排除することを日的とし、男性と女性の協力とパート

ナーシップを考慮、に入れた形での女性の地位を向上させることを白的とするものであるべきである。従っ

て、私たちはカイロで採択される ICPD行動計画のやに記された教育における目標を強く支持するもの

である。そして私たち自身、私たちの匿に残る女性の公共および政治的な活動を含む社会参加を妨げ、差

別するすべての法的、社会的、文化的路壁を取り|なくために関与する。私たちは世界中の立法者に呼びか

け、私たちとともに国家の優先課題として女性の地位持j上に取り組み、政府にはそのための立法を強化す

ることを呼びかけるものである。
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健康と死亡率

8 人類の平均余命のある程度の改善にもかかわらず、予j坊、治療可能な病気がいまだに早期幼児と女性

の主要な死亡原因となっている。少なくとも50万人の女性が妊娠に関連して死亡し、出生とこの妊産婦死

亡の99.5パーセントが途上国で起こっている。加えて多くの人々が感染疲、寄生虫病そして呼吸探疾患の

リスクにさらされている。]-lIV/ AIDSは死亡率を高める以因となっている。従って、資金、特にドナー

固からの資金はこれらの社会的弱者に向けられるべきであり、彼等にとって緊急に必要となっている乳幼

児および妊産婦死亡率の低減のために使用されるべきである。

9. 1.足って、私たちはすべての人たちが、今世紀の終わりまでにプライマリーヘルスケアを得る乙とがで

きる権利を支持する。そしてまた私たちは、詳細が行動計画の中に記された得留の間に横たわる健康条件

と死亡の危険性の格差を減らすために働くことを誓約する。

資源の調達

10 人口政策とプログラムの成功と質はいかに各国が様々な部門から戦略的に資源を調達し、人口・開発

問題lご対する資源を大幅に消加できるかどうかにかかっている。これが実現できるかどうかは、それぞれ

の凶の社会的、政治的、経済的そして文化的現実と人口政策とプログラムがその医の中でもっている優先

度による。人口・開発問題の解決を実現するために、私たちは人々の代表として選ばれた布在として、人々

の人口と開発のための行動に対する支持を仲介し、予算上の人間および行政上の能力(資源)を有利に配

分する責任を受け入れる。私たちは、国内的および間際的な財源をト分に調達する必要性があるとの強い

国際的合怠に注目し、行動計画に記されている必要と推計されている資源(量的目標)を支持する。人口

と照発に対して更に必要となる資金は、軍事費を削減することによってもたらされるべきである。

11 従って、私たちは人口・開発プログラムlご対する国内の資金を適切な規模に増加させるための立法を

行なうために働くことを誓約する。そして国際社会に対しては人口・凋発問題の解決のために行動計画に

不された目標と目的を達成する上で必要な活動を実施するための必要な資金を供与するように呼びかける

ものである。同時に、分散化、大衆参加、特定のグループにしぼり込むこと、国家の対応能力を向上させ

るなどの方法をとることで、現在存在している資金を効率的に使うこともまた重要である。

行動の呼びかけ

12 人々の代表として社会から与えられた役割という点から、私たちはカイロで採択される ICPD行動

計画を民家レベルで実施する土において、また国家のそして地方のそして私たちの惑星!こ対する新しい関

心を呼び起こす上において、そして政府が人類のための国家政策を作る上で、特別な役訟を持っているo

f正ってすべての国会議員に以下のことを呼びかける。

(a) 各凶政府が国家人口政策とプログラムを形成することを可能にするための立法を行なう。特に、女性

の地位を法的、社会的、経済的そして文化的に向上させることを目的とした立法を行なう。
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(b) 女性に対する業別撤廃条約を批准していない政府に対して、批准を求め、そして実施の監視を求める。

(c) そのような政策とプログラムを民視し、評悩するための国会議員のための組織を設立する。

(c!) 人口政策とプログラムを実施する上で、 I曽加する資余需要に対して予算上で承認する。そしてそれを

支援する立法を行なう。

(e) 国家の人口・開発政策およびプログラムを実行するために必要な園内の資金の利用について選挙民の

支持をとりつける。

(fI 持続可能な開発という地球全体の視点から見た人口と持続可能な開発に関する政策決定者と什生市民

の認識を高める。

(g) 各地方(サブ・ナショナル)、各国、地域、地球レベルにおける人口と開発に関する国会議員の委員会

を設立または強化する。

(hl 世界中の人口と持続可能な開発の分野に携わる国会議員の問の協力を促進し拡大する。

関与から行動へ

13 私たちはここに、このもはや猶予のない挑戦を行なうために出家の立法者としてまたそれ以外の部分

でも、適切に私たちの偶人的な関与から政治的な行動へと移行することを欝約し、その他の人々を私たち

の活動へ加えていくことを促進すると誓うものである。
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盟際人口・社合開発園舎議員企議

(IMPPSD) 

人口と社会開発に関する

コペンハーゲン宣言

1995年3月5B

デンマーク回、コベンハーゲン

1， 1995il' 3月4日と 5日、テンマーク国コペンハーゲンで際催された、凶際人口・社会開発国会議員会

議に参加した国会議員は、人口と社会開発に関連する課題について協議を行なった。

2，世界社会開発サミットはこれまで協議が行なわれてきた、また行なわれつつある 連の凶際会議、な

かんずく国連環境・開発会議、国際人口・開発会議、そして第4lril世界女性会議の・速の会議の中の不可

欠な 部であることを認識している。

3 人口、着実な経済成長、社会問先、持続可能な問先そして安全と平和は、相互依存的で相互補強的な

関係にある。従って、人口の急激なI曽)mの抑制、貧l村の~H絶、涜境保護、雇用の創出と失業の低減、およ

び社会的統合の促進を行なうことで、すべての人、特に久性と障害fiが社会、文化、経済そして政治のす

べての分野に、ヌド等にそして十分に参加できるようにする努力が必要であることを深く理解している。

4，従って、この相互依存関係にあり松l3:Mi強的な関係にある課題を解決するために、立法を行なう上で

のイニシアチブをとり、政治的な意思を表明し、政府と民間の支持を取り付ける責任を受け入れる。

5，社会開発は基本的には俗図の責任であり、個人と共倒での隣与(コミットメン卜)と同様に同際的な

関与を必要とすることを理解している。

6 ，貧困、非識'宇~の高さ、民族紛争とその他の紛争および社会的な小統合は、多くの国を今も背しめ続

けている。この貧洲、非識字率の尚さ、民族紛争とその他の紛争および失業と社会的な不統介は、女性と

子供に対して特に影響を与えることに関心を持ち注円する。

7， i主i国および経済移行期にある元社会主義凶においては、!責務と外部市場へ容易に参入できないこと

が貧困を持続させる原問となっている。従って国際社会がこの問題に対してその政策を見直すことを強く
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求める。

8. 食料の自給を行なうことが適切な場所での食料の自給を含む、持続可能な農業生産の君主要性を強く認

識する。

9 すべての人が、雇用、収入、生きていけるだけの食料、水および衛生、資源、社会サービスをより公

正に利用できることを許し、促進させることができる社会、および経済環境をつくり上げる必要性を認識

している。

10 人類は地球規模的な問題、中でも国際人口移動、開発による環境への影響、悶際的な麻薬の密輸等の

問題に直面している。これらの問題の解決のためには、国際的な理解とすべてのレベルでの協力が必要で

あることを認識している。

11. また、教育およびリプロダクティブ・ヘルスケアと家族計画サーピスを含むヘルスケア・サービスが

どこでも得られるようにすることが必要であり、家庭でも、経済的にも、社会でも、男性と女性が平等な

パートナーシップが得られるよう促進することが必要である。

12 人々のベイシック・ニーズ(慕本的な必要性)を満たし、人々の問の不平等を減らすために、各国の

予算と国家政策における優先j順位を改めて方向づけなければならない。従って、社会開発における20/20

の原則は貧困と戦い、際発協力を行なう場合に有用な概念であることを断言する。

13 この点で閉会議員はユニークで重要な役割を持っており、その役割を来たす上で必要な国会議員の

ネットワークを国家レベルでも、地域レベルでも、地域開レベルでも展開することが必要である。このよ

うなネットワークは国会議員に、社会における課題と経済における課題の相互依作関係に対する認識を創

出し理解を求めることに止まらず、経験を交換し、このような問題を解決するための協力を促進し拡大す

るものである。

14 この観点から、政府および非政府の双方で、人間中心的な社会開発の枠組みを構築し、個人の物心両

両にわたるニーズに応えうる、各国の対応能力の構築を行なうことが重嬰であることを強調する。このた

めの各国間および医擦問の協力、特に南南協力を推進することの重要性を強調する。

15 持続可能な照発、安定的な経済成長、社会開発そして人口問題の相互に関係のある諸問題を線本的に

解決する上で、女性の地位の向上と教育、健康、雇用、財産と金融の利用などを容易に、平等に利用でき

るようにすることが基礎であり不可欠である。

16 私たちは、 i世界社会開発サミットで採択される行動計画、特に国際人口・開発会議で採択された行動

計画の原則と目的に関係する部分に対して、確実なコミットメン卜を行なっていくことを宣言し、世界中

の国会議員に、国際人口・開発会議とi世界討会開発サミットの行動計画を実施する上で必要となる資源を

確保するために、努力を倍f脅させることを呼びかける。この観点から、国民総生産のO.7パーセントを政府

開発援幼に向けるという、既に合意された目標をできるだけ早く達成するべきである。またその援助が途
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上国にとって最も効率的になるようにその分記のあり方について再吟味する。
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国際女性・人口・開発議員会議

(lMPGPD) 

女性@人口@開発に関する

東京宣言

1995年9月 1日

日本、東京

1. 世界57ヵliIから集まった私たち、国会議員は、第4回1ft界女性会議に先駆け、 1995年8月31日と 9月

1円、東京で開催された国際女性、人口・関発議員会議に参加し、討議を行なった。

2 ジ工ンダ一、人口・開発問題に適切な注目を集める上で、国会議員が果たさなければならない、特別

のそして重量さな役郡を内確認するとともに、この分野における国会議員のネットワークを各医レベルで、

地域レベルで、そして地域間レベルで発展させ、交流と協力を強化させることの重姿性を再確認するo

3 適切なそして関連する教育と性行動に関する健康と権利を合む、両生産に関する健康と権手IJ(リプロ

ダクティブ・ヘルス・ライツ)および性行動に関する健康と権利が公正にそして誰でも利用できるように

なることが、青年期の人々を合むすべての何人の生活条件の改善、および女性のヱンパワーメントおよび

発展のための前提条f'l・であるという私たちの信念を確認する。

4. 1985{ドケニヤのナイロピで捌かれた第3回11そ界女性会議以来、地域内、地域間や件!内においてもまた、

留による進歩の遣いは作在するとしても、世界の交|生をとりまく教育や健康の状況の向上がなされたこと

に注目する。

5. 多くの女性にとって受け入れがたい状況が、農村社会および都市社会の周辺に迫いやられた社会にお

いて今なお存在している。発展途上国において、そして先進国においてもある部分の人Uの貧困の女性化

が拡大し、女性は、今なお自らのTでその状況に働きかけるしかない。

6 戦争や紛争の中で最初に被害を受けるのは女性と子供であり、平和と正義なくして男女平等と期発は

ありえないことを強調し認識する。

7. !J:.性と少交の人権は、ウィーン人権宣言および行動計l山iで述べられた怠味での普遍的人権および某本
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的自由の不可分な、統合された、外すことのできない一部であることを強調する。

8.更に、この認識に基づいて、文化および宗教は女性と少女の人権を促進するような形で解釈され、行

動に移されなければならない。

9. 第4@!ill界女性会議は、ジエンダーに鋼連する問題を含む、開発に関する問題の地球規模的な解決を

探し求める、これまでに開かれた、そして今後関かれる環境・開発会議、flI:界人権会議、国際人口・開発

会議および世界社会開発サミット、ハビタットEの主要な一連の国連会議の不可欠な一部であることを認

識する。

10. また、男性と同等の権利と地位を女性に保証することを目的とし、女性を人間開発の担い手とするた

めの目標と戦絡を見いだ、そうとしている第4問i世界女性会議の持つ高い重要性を認識する。女性に労段と

同等の権利と地位が確保されることなくして、"9:1生lま人間開発の担いずことはなりえないことを認識する。

11.更に、女性のエンパワーメントおよび男性と平等の健康サーどス、雇用、政治参加および経済資源の

利用、特に金融制度、土地所有および相続権の利用につながる必要なかっ関連した教育を行なうことは、

人口、持続可能な開発および持続的な経済成長の相互に関連した諜題を解決に導く上で基礎となるもので

ある。

12. 家庭の内外における女性労働に価値を与え、女性が同 労働・河ー賃金を受けるべきで、あり、労働組

合などの組織においても平等の支持を得られるようにすることを強調する。

13 人口・開発プログラムを計i凶し、実行する上で、女性のNGO組織を含むNGO組織の役割と経験の

貫主要性を強調する。

14 女性の経済・社会的地位の低さが、彼女らの生活の質、家庭、健康、特に再生産に関する健康(リブ

ロダクティブ・ヘルス)および犠利(ライツ)および性行動に関する健康と権利に悪い影響を与えること

に注目する。

15. この点から、火性の社会的・経済的地位の低さが、乳児・妊産婦の疾病および死亡率、女性のHIV

/AIDS感染の世界的な急増、女性の性~~I;1J除、性選別、早婚およびある種の新しい生殖技術の潟業化

など健康に有害または非人間的な慣行および、性的虐待、搾取と暴力に曝される主な涼凶となっているこ

とを強調する。

16. 青年期の人口の一部が、高い妊娠京を持っていることに注目し、経済環境の悪化が、若い女性にとっ

て搾取と売春、女性と子供の売買、麻薬そして安全でないセックスに対する危険性を増し、現時点、でさえ

不十分な、 リプ口ダクティブ・ヘルスに関する情報とサーどスを利用できなくなる。

17 この点から、第4回世界友性会議に対し、これまでになされた国連会議および女性差別撤廃条約、ナ

イロビ将来戦略、世界人権会議宣言および行動計画、国際人臼・開発会議行動計画、および世界社会開発
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サミット宣言および行動計画の文書で築き上げられた白僚とコミットメントを確認し強化することを要諮

する。

18. 1 C P 0行動計画の中で、貧困の根絶、女性の政治、経済、社会的エンパワーメント、女性に対する

あらゆる形態の暴力の排係、青年期の人口に対する情報とサービスの提供を含む再生産にかかわる(リプ

ロダクティブ)および性行動に関する健康と権利、公衆衛生における重大な課題としての安全でない中絶

が健康に与える影響の問題を扱うこと、家族計(山iサービスを拡大し改苔することで中絶を減らすことに対

して、私たちが強くかかわっていくことを同確認する。

19. 1士会に対する役割と貢献に対する態度と考えを男性と女性の双方が変える必要性があることを強調し、

男女が共に手を携えて(パートナーシップのもとで)女性のヱンパワーメントおよび、経済、文化、政治、お

よび社会生活のあらゆる側面で男女の(ジエンダー)平等と公正を実現するために働くよう強く求める。

20. さらに女性が自らを尊敬し、価値を自覚し、社会における彼女達の多様な役割lに対する尊敬のもとで、

他の女性達が自らの持てる力を十分に活用し、選択の中高を最大限広げることを支媛することが必要である

ことを強調する。

21 この点から、すべてのメディアにはその活動を通じて男女の不平等を助長し、少女の自尊を破壊する

ような、ステレオ・タイプを排除する重要な役割を持っていることを認識させる。

行動の呼びかけ

22 立法者としてまた人々の代表としての私たちに与えられたユニークな役割に某づき、世界のあらゆる

地域の国会議員に呼びかけを行なう。

23. lJ!tに開催された国際および地減会議で、各国がその実行を誓約した行動計l刷、プログラムおよび資金

の配分を実現するよう働きかける。

24 政府に対し、ジェンダーの問題を政府の開発戦略、政策とプログラム、特に人口と開発活動に関する

立法を行なう(この立法には、各国および地域の憲法に基本的な人権として男女平等と公正を織り込むこ

とを含む)場合に、 f分考慮に入れるよう求め、 2005年までには国際、国家および地方レベルで、選挙で

選ばれた、または任命職にある人を含む政府の構成員の少なくともほ)パーセントを女性にするようにする。

そして、このような政策やプログラムをモニターし評価するためのメカニズ:ムを作り、またはそれが存在

するところでは強化するよう強く求める。

25. 女性の法的、健康における、社会的、経済的地位および権利の改善、および男性がリブロダクティブ・

ヘルス、育児、家庭の責任を持つための政策やプログラムの制定を政府が'夫施可能にするための立法を行

なう。
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26.政府が初等および中等学校のカリキュラムで女性と少女の全体的な健康状態の向上と責任あるパート

ナーシップを促進することをR的とした包括的な健康教育を行なうことを促進する。

27 女子蒸別撤廃条約に署名していない各国政府に対して、その国会が条約に批准し、実絡をモニターす

るようアピールを行なう。

28 政府に対し、凋発政策とj去が家族の安定性を摘し、様々な形態の家族、特に、片親家族や火性が1廿帯

主である家族の}曽加を考慮に入れ、家族をより支援できるよう強く求める。

29 さらに、政府に対し、難民の立場にある人に対して性差による迫害があることを認識させ、移民、難

民および避難民(特に女性と f供)に対するあらゆる形態の差別を避けるためのステップを踏み、彼女達

の人権が踏みにじられ無視されることから彼女達を守るように求める。

30. 開発と女性の地位の改善を図り、男女の半等および公正をもたらす戦略を実行する上で、政府と、 N

GO、市民社会、および民間企業の効果的な対話と協力関係を確保する。

31 女性のエンパワーメン卜と男女の平等を擁護し、カイ口と北京の目標と勧告の実施を見守り、目標と

勧告を現実のものとするために必要となる資源の動員に特に注意を払う。

32 各国政府に対して核廃棄物の投棄と核兵器の実験に確l訴として反対する世界の女性の見解を支持する

ようアピールを行なう。特に、太平洋地域の人々はこのような現実を押しつけられており、また核実験の

再開を姐止する力を持っていないのである。

33. 資金提供を行なっている地域と凶(ドナー・コミュニティ)に対し、政府開発援助を各国の国民総牛.

産 (GNP)のO.7パーセントにするという既に合怠された目標をできるだけ早く達成するように呼びかけ、

そのωパーセントを女性とジ工ンダ一関連活動、同様に人口問題に対する活動に振り向ける(イヤーマー
クする)ように強く袋一請し、その資iJJl、の利用状況をモニターする。

34 また、先進匝!と開発途上国の当時国が相互主義の基盤にlllJり、パートナーとして、特に軍事支出の削

減を通して資源を配分し、均等に、政府開発援助の20パーセントをそして国家予算の20パーセントを基礎

的な社会プログラムに配分することを強く要請する。

35.政府に対し特に予算の削減と構造調整および経済回復プログラムの過程にあっても、女性とジ工ン

ダ一関連のプログラムに対する予算の水準を維持し引き上げることを求める。

36.国際的な金融機関に対して、構造調整およびに経済復興プログラムが社会およびにジエンダーおよび

にそのニーズに対して!分配慮したものでありそれを解決に導きうるようなものとなるよう強く求める。

37. 政策およびプログラムを支援するための十分な凶内資源を動員し、分配することに対する選挙区の

人々の支持を喚起する。このことが、より一層の男女の平等、社会開発の推進、特に熊本tfl会および都市
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社会の周辺に追いやられた社会に特別に配慮した人口問題の解決をもたらすのである。

38 私たちはここに私たちの個人的な関わり合いから、この宣言に述べられている勧告を政治的な行動に

拶し、私たちが参加する、第41<iJill界火性会議および私たちの各国の立法を行なう上で、国際人口・界再発

会議の成果が確実に継承されるよう、自らの問題としてかかわり続けていく。
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前文:

第12宙人口と開発に関する

アジア国会議員代表者会議

女性・ジェンダーおよび人口に関する

マニラ決議

1996年2月13日

フィリピン園、マニラ

1.人口と開発問題に関心を寄せる医会議員がフィリピン国マニラに集い、アジア待問、人類社会

(Worlcl Comm日nity)、そして私たちの母なる大地が明るく希望に満ちた未来を達成するための方策を

協議した。

2. 1¥)悦年の国際人口凋発会議(ICPD)、1995年3Hの世界社会開発サミット (WSSD)、9月の第4回世

界女性会議 (FWCW)の凶際的潮流を視野に入れながら、私たち、人口と開発に関するアジア国会議員代

表者会議は、過去3年間、 It京・東京・マニラで r21111:紀における女性一半和と繁栄の戦略~J をメイン

テーマに論議を深めてきた。

3 女性の十分な参加なくしてアジアの膨大な人々の生活の質と白然環演に脅威を与えている人口問題の

解決はありえないとの認識に基づき、これから述べる勧告がアジア地域における、女性の健康、経済、社

会すべての分野における更なるヱンパワーメントを導き、女性が家族と社会においてより活発(cffective)

なパートナーとなり、生活の中においてその持てる}Jを十分に発揮することができ、更にいまだ満たされ

ないニーズを満たすためにより明確に発言し、ともに働くことができるようにすると確信し、同僚国会議

員および自国政府に対して以ドの勧告を行なう。

4 私たちの地域は広大であり、豊かで深遠な文化、宗教、政治そして経済的多様性を持ち、様々な開発

過程を経験し、またそれぞれに異なった開発の過程にあるが、私たちは共同して以下の提案のために活動

する。
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序文:女性と持続可能な開発

ら 女性と男性の十分なそして公止なパートナーシップ(協力関係)なくして、人口問題の解決はありえ

ず、社会開発の達成と、環境と調和的な持続可能な経済開発はありえないことを確信する。このような

パートナーシッブを実現するためには、アジアの女性と少女に対する教育機会の府大および経済的可能性

の拡大による生活のすべてのi括 経済、社会および政治 における女性のエンパワーメントが必要である。

このことは、女性の地位の向上、選択肢の拡大、および彼女等の人生の自己決定を行なう機会と能力の向

上につながる。

6.私たちは、人口、持続可能な経済成長、社会r，再発および安全と平和は相互依存的かつ相互補強的な関

係にあり、急速な人口矯加の低減、貧医の撲滅、環境保護、雇刈創出、失業の減少のために努力しなけれ

ばならない、ということを認識している。

7.私たちは、家族が社会の基本単位であることを確信し、人間の制度としての家族の存続が僧威にさら

されている兆候に注目する。力(権力)の記分、ジエンダー(社会的な意識としての男女の差)、そして所

得の不公正が初互作出し合って、家族の中でそのすべての成員に、ストレス、緊張、暴力を引き起こして

いる。従って、ジ工ンダーにおける公正性の改善に対する努力、および効果的な人口プログラムならびに

その他の開発プログラムの実施が、家族の崩援を防ぐ1:で必要不可欠であることを強く主張する。

8 貧困と人口の急用、乳幼児・妊産婦の高い死亡率の相互関係を月1解し、域内の国々に対してカイロで

合意された目僚をより早く達成するよう強く求める。

9 人権尊重なくして急速な人口矯加の抑制、容器境の耐から見た持続可能な開発パターンを実現すること

はできないであろう。

10.私たちはまた、これらの目的は平手日とI正義なくして達成することはできないという事実に注怠を払う

よう時びかける。女性と(-fjf，は、戦争や紛争によって常に真っ先に犠牲となり、それにともなって生じる

社会的な不安定性と、引き続く貧困の中で特に強い被'古をこうむり続けるのである。従って、もともとど

こで発生したかに関係なく地域全体を通じて、衝突や紛争を平和的に解決するための努力を強化すること

を強く求める。

女性と健康

11 性行動に関する健康と権利についての教育を含む適切なリプロダクティブ(再牛.蕉にかかわる)ヘル

ス・サーどスを設でも利用できるようになることが、青11ー+期の人々を含むすべての個人と家族全体の生活

条件の改蕎を実現するための前提条件。である。

12. アジア地域において青ir期の女性人口の一部が、局い妊娠率を持ち、その妊娠すーが高まっているケー
スもあることに警鐘をならし、一肖年期lの人口のリプ口ダクティブ・ライツと性行動に関連する一|分な情報、
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教育およびサーどスを彼等に提供することが必要である。

1:3.更に、既存の家族計剛サービスが不!分なことにより、女性の健康と福111:に有害な、安全でない中絡

が行なわれ続けていることに懸念を表明する。

14 こごで私たちは、私たちの地域全域において、ジェンダーに配慮したリプロダクティブヘルスサービ

スと家族計回lサービスの利用可能性と有効性を高めるために、強くコミットメント(臼分の問題としてか

かわり合うこと)することを誓約する。

15. 政府に対し、経済的な状況が主主化しているとしても、女性とジェンダ一関連のプログラムに対する予

算を引き上げることを求める。このような経済環境の恋化はまた、若い女性と子供の人身売買、 J窄取、売

春、虐待および非合法な麻薬取り引きにかかわる危険性を増大させることになる。同時に、国家および地

域(機構)の担当部局に対して、社会の網の日を破療し、不確定性を摘し、政治的な意志および社会的な

関心の欠如をもたらすこれらの街題に対して、 i直接・真剣にそして直ちに注蛍を払うよう呼びかける。

16. 私たちは、アジアの多くの地域で女性の経済的・社会的地位が低い状態が続いていることが、女性の

人権侵害と悲惨な状況、乳児と妊産婦の高い疾病および死亡率、少女の性器切除、性選別、新しい生殖技

術の商業化と不適切な使用、また性的1長待・搾取・暴力などの有害で非人間的な慣行およびに爆発的な性

行為感染症およびHIV(ヒト免疫不全ウイルス)/ AIDS (後大性免疫不全症候群)の蔓延の大きな原凶

となっていることを認識している。私たちはコミュニティ(村・町などの共同体)から国際的なレベルに

いたるまでのすべての政府・回線機関に対して、このような火性の置かれている条件、および慣行のすべ

てを排徐するための緊急かっ直接的な対応をとるよう呼びかける。

女性の社会・経済における工ンパワーメント

17. 非識字者の3分の2は女性であり、特にその多くはアジアの農村女性である。少女と女性に対する教

育は、このような状況を打破し、女性がその持てる能力を十分に発持し、さらにアジア地域のより広範な

社会・経済開発を行なう上で必姿不可欠である。貧闘の女性!とが都市・農村の双方で今なお引き続き進行

している。

18. 私たちは、私たちの政府に対し、女児と労児に対する基礎教育および中等教育の完全実施(義務教育

化)とより広い就学機会の確保を呼びかける。更に、新たな雇用機会の告IIWと経済的自立につながる職業

教育、高等教育を女児・男児に公正に実現するための特別な配慮を行なうよう要請する。

19. 私たちは、教育機会の拡大を通じて、女性と男性の双方の社会における役害'1と貢献に対する態度と行

動の変化を促進し、!日来の男女の固定的な役割から平等、相互尊敬、生訴のすべての側面 特に家事、育

児およびそのほかの家族に対する責任 における税和のとれたパートナーシップへと変えていく必要性が

あることを強調する。
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20 私たちはまた、政府および民間部門のいずれにおいても就職、報酬、昇進に際しての男女格差を排除

するように求める。

21 私たちは、どのような理由で女性が杭帯主となったにせよ、女性を椅帯主とする世帯の特別な、そし

てその満たされていないこーズに対して、特に注設を払うように嬰請する。

22.私たちは、女性が自らを尊敬し、その仙ー値を白覚し、他の女性達1::対する十分な支援をiJなうことで、

交性の持てる}Jをi分に活用し、社会における多様な役割lに対する尊敬の下で、選択の幅を最大限広げる

ことができるように支後することが必要であることを強認する。

23 私たちは、メディアが、ジエン夕、 における公正、女性と男性のパートナーシップなどの新しい概念

を普及する上で重要な役割lを持っていることを認識するよう呼びかける。

人口と女性問題に対する資金

24 私たちは、仏l内的・国際的な財源を十分に謁迷す一る必要性があるとの強い国際的合意に注目する。更

に、 rl1iJ際人口開発会議行動計画Jに記されている必要と推計されている資金需要を承認する。私たちは、

人々の代表として選ばれた存在として、予算上の、人間資源、行政資源の最適配分を行なうことで人々の

人口と開発に対する支持を実行可能なプログラムにする責任を受け入れる。更に、人口・開発プログラム

に対して必要となる資金は、可能な限り予算を見直すことで和Jm可能とするべきである。

25 資金提供を行なっている地域と陪J(ドナー・コミュニティ)に対し、政府開発援助を各国の民民総生

産 (GNP)のO.7パーセントにするよう努力し、その50パーセントを女性、人口、ジ工ンダー関連活動に

仮り向けるように強く要請し、その資源の平rJ別状況をモニターする。また、各国が行動計画、プログラム

に明記されたように資源を自己分するよう要請する。

26 先進国と開発途 I~国の当事国が相互主義の基盤に別り、ともに協力して、均等に政府開発援助の20

パーセント、そして図家予算の20パーセントを基礎的な社会プログラムに記分するよう強く要請する。そ

の予算は、軍事支出の削減を通して得られるであろう。

27私たちは、国際的な金融機関に対して、構造調整並びに経済復興プログラムが、社会的な公正を実現し、

ジ工ンダーの公正を実現し、女性とその家族のニーズを満たすような人道的なやり方で企画され実施され

るよう強く求める。

28 私たちは、人口、女性、ジェンダー!こ対する政策およびプログラムを支侵するための十分な包1"1資源

を動員し、分配することに対する有権去の支持を取り付けることが必要であることを強制する。
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人口・女性問題解決における毘会議員の役割

29. 政府に対し、ジエンダーの視点をその開発戦略、政策とプログラムに統合的に組み込み、それらの目

的と運営を行なう上でジェンダー問題が持つ重姿性にト分に配慮することを求める。特に人口と開発活動

に関する立法を行なう場合に、ジェンダーの問題を十分考慮に入れることが重要であると確信している。

30 女性の法的、担会的、経済的地位の改善、および女性がその様利を十分享受できるための政策やプロ

グラムの制定と実施を政府が実施可能にするための立法を勧告し支援する。

:，1.人口，環境保護，持続可能な間発の間の複雑な相関関係に対するより一周の認識の促進，その問題の

解決に向けた積鋭的な態度，およびその問題に対する理解を得ることが符易でないことは承知しているが，

それらを獲得できるように私たちは支援し努力する。

32 乙の努力の→環として、私たちは各国における女性の政治参加の現況を検証し再評価するためにコ

ミットし、人々の代表としてまた、政治分野におけるリーダーとしてより公正な社会を築き上げることを

擁護するだけではなく、その実現のために活動するという私たちの責任を受け入れる。この点から、私た

ちは、女性の政治参加、特に意思決定にかかわる地位への女性の参両を強化するために働く。

33. 私たちは、人口、開発、ジ工ンダ一関連のプログラムを促進し実施する上で、男女を関わず政府・国

家機関、非政府組織、民間部門で活動している人々の問の良好な協力関係を開発し、維持することが必要

であることを認識している。

34. アジア地域における女性問題の解決を果たす上で必要となる、女性の地位に関する以前に関かれた主

要な会議で採択された行動計l幽に準拠した形で法律を立法するために、この分野に対する適切な研究と、

専門家の問の情報共有と協力が不可欠である。

35. この点で国会議員はユニークで重姿なf控訴を持っている。その役割!を十分に果たすために、国会議員

の間のネットワークを国家レベルでも、地域レベルでも、地域間レベルでも儲築する必要性がある。特に

人口と偶発に関するアジア議員フォーラム (AFPPD) と各地域の人口と開発問題に対する国会議員活動

とのより緊密な関係を儲築すべきである。このようなネットワークは国会議員に、社会・経済における課

題の相互依存関係に対する認識を深めることに止まらず、総験を交換することで、このような問題を解決

するための協力を促進し、拡大するものでければならない。

36 世界の人口問題の解決を果たす上で、アジア地域が指導的な役割を果たすべきであるという信念に基

づき、第12["1人口と開発に関するアジア国会議員代表者会議の参加者は、自らの政府に対して以上の決議

を伝達し、この決議実現のために私たちが活動することをここに誓約する。
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食料安全保障と人口に関する特別運営委員会

食料安全保障と人口に関する

AFPPDステイツメント

1996年5F.I 2自

マレーシア園、クアラルンプール

1 私たちの属しているアジアは、世界人口の約6害IJを占める巨大な人口と多様な文化・社会 経済条件

を持っている。人Uと開発に演するアジア議員フォーラムは、各民!のi玉l民から付託を受け、未来に対して

責任ある判断を行なわなければならない国会議員としての立場から、飢餓や栄養不良の綬絡を関り、人類

の未来を希望あるものとするために食料安全保障と人口について、以下のステイツメントを行なう。

前文:人口と食料安全保障

2 今世紀において、我々人類は、かつてない規模の人口増加を経験した。現在、地球規模での、地域、

各国における多大の努力によって、その僧加率は減少しているものの、絶対数ではかつてない規模の人口

増加が引き続いて起こり、この人口は巨大な食料需要を生み、地球環境に対して強い圧迫を与えている。

:1 .私たちは、今、かつて無限であると見なされていた母なる地球を有限の唯一無二の世界として認識し
なければならない。人類の科学・技jij:jの進歩がいかに果たされたとしても、この母なる地球の限界を越え

て私たちは生きることはできない。私たちは、この地球という閉じた世界の上で運命共同体であり、この

宿命を逃れることはできず、この地球上で持続的に生f了予するj蓋を探らなければならないのである。

4.今世紀において人類は、緑の革命をはじめとする科学・技術の進歩によって歴史上かつてない食料の

用産を達成し、この食料生産は人口増加をも上回った。しかしながら、未開妬の可耕地はもはやわずかし

か残されていない。淡水資源の逼迫は日を追って強まっており、更に、塩害、西空性土壌による被害、過IJ)(

穫、化学肥料、農薬の過剰投入などによって土壌の健全性は喪失し、限界生産力は低下を始めている。無

限に見えた海洋資源もその限界が見えてきており、収穫の低下を引き起こし、これまで人間の過った活動

すべてを受け入れていた私たちの地球は、環境悪化という形で、その限界を出している。
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5 これまでのUI界の食料需給与に関する予測は、しばしば限られた専門家の手によってなされてきたもの

である。予測をより正確なものとするために、すべての留に対して白河の人口扶養力を推計することを勧

告する。それは、様々な機関から集まった多分野の科学仔や公務員による学際的な専門家グループによっ

てなされるべきで、ある。国会議員に保々な意見を収集し開く責任と能力があると信じている。

6 ， [11，界の食料と人口の需給予測は短期的には楽観論になりうるものの長期的には悲観的な見方を取らざ

るを得ない。この現状認識に基づいて私たちは、未来のut代にこの母なる地球を渡すための努力を今行な

わなければならないのである。そこで私たちは、 1)人口治加と食料生産、 2 )食料生産と環境、 3 )農

村開発(コミュニティ・デベロップメン卜)について申し入れを行なう。

人口増加と食料生産

7 人口増加低減に対する努力を行なっても、なお人口の絶対数はかつてない増加を示している。この人

口培加は巨大な食料需要を生む。人口増加を可能なi浪り抑制することが、人類が地球上で生きていく上で

の最も基本的かつ不可欠な対策となる。更に、(環境)負荷を軽減し、持続可能な食料生産を行なうために、

環境と調和的な農業開発を行なう必要がある。

8 国会議員として、国際人日開発議員会議カイロ宣言、国際人口社会開発議員会議コペンハーゲン宣言、

国際女性人口開発議員会議東京宣言を河線認し、国会議員としてこれらの問題にコミットしていく。カイ

ロの文書に盛り込まれた思怨は、プライマリー・ヘルスケア、家族計画、リプロダクティブ・ヘルスサー

ビス、そして初等教育の大幅な拡充を呼びかけている。このことは、女性と女児および偶発から置きざり

にされた農村地域において決定的な東要性を持っている。得匡i政!向並びに毘際社会に対してこれらの活動

のための資金および資源を培加させることは国会議員の重要な役割であると確信する。

食料生産と環境

9 過去半世紀、食料供給の伸びは人口地)J日率を上回っていた。社会・技術的発爆は緑の革命を生み出し

た。この過去の成功は重裂であるが、その成功はまた、食料安全保障に対して誤った感覚を与えてしまっ

た。これまで、食料'u去に成功してきたにもかかわらず、地球的、国家的、家庭内の食料分配の問題、持

続的な将来の食料生産の用加、環境保護を達成しうるような持続可能な農業開発をいかに果たすかという

問題が残されている。

10 政府と国会議員はWTO合怠を合むすべての国際的な協定が各国の農業生産にどのような影響を与え

るのか検証するべきである。|言l様に、地域内特恵の貿易ルールもまた食料生産と{副長構造に必ず何らかの

影響を与える。 途上国がその余剰農産物を輸出することが困難となるような措置が先進閣によってとられ

ている事例もある。従って、各国政府は、国際協定が{山田への農業輸出にどのような影響を与えることに

なるのか、総かく検諒することが必要である。国際条約や協定を結ぶ前に、当事国政府はその合意に含ま

れる条件が農業や環境に対して悪い影響を与えないか検討する必要がある。
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11.サミットの焦点が主に食料生産に|匂けられていることを期解している。しかし同時に、特に最も不flJ

な立場にある共同体が食料の獲得手段と利用を可能にするという課題を草点的に扱うべきである。農村お

よび都市貧凶者は必要な食料を権保し、生きていけるようにたらなければならない。食料や森林資源の生

産白、特に!J:.性l立、土地や金融、適切な校術などの生産手段を利用できなければならない。

12. 農村金融、小規模濯獄、農業改良・普及など、既に知られている方法を普及させることで食料用産を

閃るための努力を行なわなければならない。これらの方法はよく知られた方法でありながら、小規模生産

省の活用は1分ではない。

13 現在の農業には環境悪化をもたらす部分が見受けられ、持続可能ではない。環境悪化を抑ifiiJし、より

持続可能な農業を発展させるために更なる努力を行なわなければならない。

14. 農林水産業・工業・サーどス業など経済分野別に環境による制約は大きく異なる。農林水産業は土地

泊i積、土壌、気候など物JII!的および環境から制約を直後的かつ最も大きく受ける。この点で、他の産業と

異なり環境条件を卜分に考慮に入れた、持続的な開発が最も重要となる。また、適切に管ffl!された農林業

生産は環境維持に貢献することができる。

15. 農林水産業などの第・次生産の体系が崩壊した中で、人類の生存はありえない。現在のところ、多く

の第一次生産は環境破壊的であり、持続可能ではない。すべてのこのようなプロセスを環境保護と持続可

能な開発の観点から見直し、産業分野日IJに公正で合理!的な経済・貿易システムを構築する。

16.地球レベルでの食料安全保障を確実なものとするために地域間および酒際協力を鉱大し、各信lはそれ

ぞれの環境条件と文化的伝統に基づく食料生産を奨励し、有限な地球環境を守る上で必要不可決となる貿

易システムを構築するための合理的な経済政策を立案できるようにする。地震、洪水による飢餓などの緊

急事態に対応する食料救媛を食料安全保障国際協力の一環として組み込む。

17 食料輸入国と輸出国の柑勾一協力と協調関係を強化することで、地域内、地峡問、地球レベルでの食料

安全保障を構築する。

18. 環境保護を導く税の体系を構築するよう政策研究を行なう。吏に、炭素税鱗想をより広く適用し、環

境の価値を経済的活動の中に反映させる。炭素税による収益を環境保全に向け、環境保護が、途上尽に

とって利設となるような制度を儲築する。

19 白然条件、最適な生態的組み合わせに基づく、経済・社会・文化・技術の調和に立った「係環システ

ムj を傍築することで、持続可能な農業を実現する。人間、生物、環境の有機的な関係に基づく共生可能

なシステムの構築を行なわなければならない。

農村開発(コミュニティ・デベ口ップメント)
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20. 食料、水資源の確保および環境保護に大きな役割を担ってきた、農村コミュニティは近代化の過程に

あり、人口治加のLt力にさらされている。人口憎加の圧力とともに人口の都市への移動が起こり、都市周

辺社会における治安、都市環境問題の感化、 I井作適j出の減少などがi韮IIしている。

21 人口培加と人口移動にともない、農村コミュニティが担ってきた食料生産、凶土保全、環j克維持の機

能が脆弱化している。人U培加の抑制と環境と調和的な食料生産を実現するために農村開発を行なうこと

が急務である。

22. 政府は地方生産荷にインセンティブを与え、コミュニティが自分の利益を図るための組織化を行なう

ための適切な法的枠組みを形成するべきである。法そしてメディアそれぞれに地βの人々、特に女性に焦

点を当ててそのエンパワーメントを促進するよう注怠を払うべきである。いかなるコミュニティ・テベ

ロップメントも女性の人間資源開発を十分に行ない、その力を開発プロセスの中に宵機的に統合すること

なく達成することはできない。

23. 多くの社会で農民は十分な社会的・経済的な力を持っていず、各国の政策は農民にとって身近なもの

と感じられないでいる。 部先進国の農民は大きな)Jを持っているが、多くの場合、その力を根本的な変

革の阻止に使っている。すべての農民の力を経済・社会的に白一意義に使うべきである。

24 国際人口問発会議行動計画で定義された意味における家族計画と性行動に関する健康を含むリブロダ

クティブ・ヘルス・サービスを利用できるようにすることで、農村地域および農業共同体におけるリプロ

ダクティブ・ライツを確保する。

25 人口分布の適性化を行ない、活力ある地域開発をfiなう上でも、中小都市の開発を行なう。地方の中

小都市の開発を十分に行なうことで大都市への一極集中を防ぎ、環境と調和的な農村地域の開発を行なう。

このような開発は人口の大都市への過度の集中を防ぎ、環展と調和的な農村の開発を促進するであろう。

26. 人口、持続的な食料生産、康度保護、社会期発は相互補強的かつ相互依存的な関係にある。これらの

分野の問題解決を成功させ、速やかに実施するためには包括的かつ学際的な取り組みと、公的専門諸機関

の連携が必主主である。

27 適切な対応策をとるためには、食料不足と栄養不良にあえいでいる人の参加が必裂であり、世界食料

サミットにおいては食料安全保障、人口プログラムの改善を行なう上でどのような参加型のアブローチを

とるべきであるか検討するべきである。女性および女児の教育の向上および社会参加は、リプロダクティ

ブ・ヘルスにおける選択権のみならず金融制度の利用、農業技術、栄養資材、の利則の{広大をもたらし、家

庭およびコミュニティにおける(女性の)意思決定を終易にする。

28. これまでの国会議員会議で決議されてきたように、これらの問題の解決には平和と、参加、協力と学

際的なアブローチが不可欠かつ緊喫の課題である。私たちアジアの国会議員は、ともに働き、共通に直面

している課題を解決に導くことによってのみ、人類の未来を築き iげることを再確認し、私たちの決意の

現われとしてこのステイトメントを提出する。
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人口と開発に関するアジア議員フォーラム

第5回大会

食料安全保障と人口・開発に関する

キャンベラ宣言

1996年9F.l27日

オース卜ラリア園、キャンベラ

1 アジア・太平洋の地域は、伎界人口の約6害IJを占める人口と多様な文化・伝統・宗教の多様性を持っ

ている。この、アジア・太平洋地域29ヵ国の民l会議員が1¥JE6年9月25日から27口オーストラリアのキャン

ベラで関かれた第5図人口と開発に関するアジア議員フォーラム大会に集い、食料安全保障と人口につい

て、以下のステイツメン卜を行なう o

前文.

2 今世紀において、我々人類は、かつてない規模の人口地加を絞殺した。現在、地球規模での、地域、

各国における多大の努力によって、その憎加率は減少しているものの、絶対数ではかつてない規模の人口

増加が引き続いて起こっている。この人口は立大な食料需要を生み、脆弱な島隣国の生態系を含む地球環

境システムに対して強い!上迫を与えている。

3 私たちは、今、かつて無限であると見なされていた母なる地球を有|恨の唯一無二の世界として認識し

なければならない。人類の科学・技術の進歩がいかに果たされたとしても、この母なる地球の限界を越え

て私たちは生きることはできない。私たちは、この地球という閉じた世界の上で運命共肉体であり、この

宿命を逃れることはできず、この地球上で持続的に牛一存する送を係らなければならないのであるo

4 私たちは食料安全保障が世界の安全保障であることを認識しなければならない。食料安全保障が得ら

れなければ、人々の幸福な生活を脅かすばかりでなく、社会的安定および地域と世界の安全保障を骨す。

従って、食料安全保障はすべての同そして倒際社会にとって決定的に重要である。

5 今世紀において人類は、科学・技術の進歩と特に緑の革命の成功によって歴史上かつてない食料の増

産を達成した。その結果、食料生産の伸びは人U増加率をも上回ってきた。この状況に変化の兆しがある。
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未淵妬のロJ耕地は、もはやわずかしか残されていない。そして淡水資源の返迫はRをjflって強まっている。

更に、塩害、酸性土壌による被害、 i盈JI:(I童、化学肥料、農薬の過剰投入などによって土壌の健全性は喪失

し、限界生産力は低下を始めている。無限に見えた海I干資源、もその限界が見えてきており、収穫の低下を

引き起こし、これまで人間の過った活動すべてを受け入れていた私たちの地球は、環境悪化という形で、

その限界を不している。

6 これまでの世界の食料需給に関する予測は、しばしば限られた専門家の手によってなされてきたもの

である。予測をより正確なものとするために、すべての国に対して自国の人口扶養力を推計することを勧

告する。それは、様々な機関から集まった多分野の科学者や公務員による学際的な専門家グループによっ

てなされるべきである。国会議員には様々な蛍見を収集し聞く責任と能力がある。

7 世界の食料と人日用加に関する需給予測は短期的には楽観論になりうるものの長期的には悲観的な見

方をとらざるを得ない。この厳しい現状認識に基づいて私たちは、未来のtI十代にこの母なる地球を責任を

もって渡すための努力を今行なわなければならないのである。そこで私たちは、 1)人口増加と食料生産、

2) 食料生産と環境、 3)農村開発(コミュニテ f・デベロップメント)について巾し入れを行なう。

人口増加と食料生産

8 人口地加低減に対する努力を行なっても、なお人口の絶対数はかつてないI曽加を示している。この人

口増加は巨大な食料需要を生む。人口増加を可能な限り抑制することが、人類が地球上で生きていく上で

の最も基本的かつ不可欠な対策となる。さらに、(環境)負荷を軽減し、持続可能な食料生産を行なうため

に、環境と調和的な農業界目発を行なう必要がある。

9 国会議員として、国際人口問発議員会議カイロ宣百、国際人口社会開発議員会議コペンハーゲン宣言、

国際女性人口開発議員会議東京宣言を内確認し、国会議員としてこれらの問題にコミットしていく o カイ

ロの文書に盛り込まれた思怨は、プライマリー・ヘルスケア、家族計画、リプロダクティブ・ヘルスサー

ビス、そして初等教育の大幅な拡充を呼びかけている。このことは、女性と女児および開発から置きざり

にされた農村地域において決定的な重姿性を持っている。各隠i政府並びに国際社会に対してこれらの活動

のための資金および資源を用加させることはi司会議員の重要な役割lであると確信する。

食料生産と環境

10 過去半世紀以上にわたって、食料供給の!中びは人口増加率を 1--回っていた。社会・技術的発展および

農業政策は「緑の革命j を生み出した。この過去の成功は重要であるが、その成功はまた、食料安全保障

に対して誤った感覚を与えてしまった。また、これまで、食料生産に成功してきたにもかかわらず、地球

的、国家(lg、コミュニテ(1，"、家庭内の食料分配の問題、持続的な将来の食料生産の増加、環境保護を達

成しうるような持続可能な農業開発をいかに果たすかという問題が残されている。
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11 政府と国会議員はJ!I界貿易機備 (WTO)介意を含むすべての国際的な協定が、各国の農業生産にど

のような影響を与えるのか検証するべきである。 i百j様に、地域内特志の貿易ルールもまた食料牛，産と価格

憐i告に必ず何らかのJ15影響を与える。先進国によって途上国の余剰農産物輸出が限害される場合がある。

従って、係国政府は、国際協定が{白匝lへの農業輸出にどのような影響を与えることになるのか、縮かく検

証することが必要である。国際条約や協定を結ぶ前に、当事同政府はその合意に含まれる条件が農業や環

境に対して必い影響を与えないか検討する必要がある。

12. 世界食料サミットで討議される「食料生産j のもつ重姿性を開解している。しかし同時に、特に最も

不利な立j誌にある共同体および個人生F王者が食料の獲得手段と平時間を可能にするという課題も重点的に吸

うべきである。農村および都市貧[羽者は必要な食料を確保し、午きていけるようにならなければならない。

食料や森林資源の生産者、特に女性は、土地や金融、適切な技術などの生産子段を利用できなければなら

ない。農村金融、小規模i薩潟、農業改良・普及など既に知られている方法を普及させることで食料増産を

似iるための努力を行なわなければならない。これらの方法はよく知られた方法でありながら、小規模生産

者によるその活用は卜分ではない。

13. 食料生産を行なっている現在の農業には環境悪化をもたらす部分が見受けられ、持続可能ではない。

例えば、世界の水資源に関する需矧は人口憎加の2倍のスピードで伸びており、科学物質による汚染を含

む水の問題、森林破壊と過剰な利用による士竣劣化、準法正地主主における域省、地下水位の低下などを含む

多くの問題を引き起こしている。環境悪化を抑制し、地下水管理の改善、より持続可能な農業を発展させ

るために更なる努力を行なわなければならない。

14 農林水産業・工業・サービス35など経済分野原jに環境による制約は大きく異なる。農林水産業は十ー地

而積、十J妻、地下水位、気候など物J'!!的および環境から制約を直接的かつ最も大きく受ける。この点で、

他の産業と異なり環境条件を卜分に考慮、に入れた、持続的な照発が最も重要となる。また、適切に管J'J!さ

れた農林業生産は環境維持に貢献することができる。

15. もし農林水産業などの第 次牛産の体系が崩壊したならば、人郊の生存はありえない。現在のところ、

多くの第一次生産は獄境破壊的であり、持続可能ではない。このようなプロセスを環境保護と持続可能な

開発の観点から全両的に見直し、産業分野~IJに公正でより合理的な経済・貿易システムを構築する。

16 地球レベルでの食料安全保障を確実なものとするために地域間および間際協力を拡大し、各国はそれ

ぞれの環境条件と文化的伝統に基づく食料生産を奨励する。有限な地球環境を守る kで必要不可決となる

貿易システムを構築するためのより合理的な経済政策を立案できるようにする。その貿易システムを儲築

することは、有限な地球殿境を守り人口問題を解決に導く kでイ、可欠て、ある。

17 天災や人災などの緊急事態に対応する食料救援を食料安全保障国際協力の一環として組み込む。食料

総入凶と輸出凶の相互協力と協調関係を強化することで、地域内、地域問、地球レベルでの食料安全保障

を構築寸る。そして食料を脅迫ゃいかなる搾取のための手段としても使わないようにする。

18 これまで確立された方法による農業研究途上国や毘係機関で行なわれている農業研究 特に各地域
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に適応するための研究や、参加型の研究 を支援する。これまでなされてきたこれらの研究は、社会・経

済的に見て非常に利益の多いものであった。更に、環境保護を導く税の体系を備築するよう政策研究を行

なう。更に、環境の価値を経済的活動の中に反映させ、このようなシステムによる収益を環境保全に向け、

潔境保護が、途上国にとって利益となるような制度を構築する。

農村開発(コミュニティ・デベロップメント)

19. 食料、水資源、の確保および環境保護に大きな役割jを担ってきた、農村コミュニティは近代化の過程に

あり、人口増加の結果として生じる圧力にさらされている。人口増加の圧力とともに人口の都市への移動

が起こり、都市周辺社会における治安、都市環境問題の悪化、耕作適地の減少などが進行している。

20. 人口憎加と人口移動lごともない、農村コミュニティが担ってきた食料生産、 i五i土保全、環境維持の機

能が脆弱化している。人口消加の抑制!と環境と調和的な食料生産を実現するために農村開発を行なうこと

が急務である。

21.政府l立地方生産者にインセンティブを与え、コミュニティが自分の利益を図るための組織化を行なう

ための適切な法的枠総みを形成するべきである。 i法土、そしてメデイアそれそ

焦点を当ててそのエンパワ一メン卜を促i進且するよう注意を払うべきである。いかなるコミュニテ1.デベ

ロップメントも女性の人間資源開発を十分に行ない、その力を開発プロセスの中に有機的に統合すること

なく達成することはできない。

22. 多くの役会で農民は十分な社会的・経済的な力を持たず、各国の政策は農民にとって身近なものと感

じられないでいる。一部先進国の農民は大きな力を持っているが、多くの場合、その力を線本的な変革の

但止に使っている。すべての農民の力を特に教育およびトレーニングを通じて経済・討会・政治的に有意

義に使うべきである。

23. 陪i際人口開発会議行動言十画で定義された意味における家族計wiiと性行動に関する健康を含むリブロダ

クティブ・ヘルス・サービスを利用できるようにすることで農村地域および農業共同体におけるリプロダ

クティブ・ライツを確保する。

24. 人口分布の適性化を行。ない、活力ある地域開発、特に安全な水、電気など基本的な生活環境を整える

ことで、中小都市の開発を行なう o 地方の中小郡山の開発を十分に行なうことは、大都市への過度の集中

を防ぎ、環境と調和的な農村の開発を促進するであろう。

25 人口、持続的な食料生産、環境保護、社会問発は柑互補強的かつ相互1M了的な関係にある。これらの

分野の問題解決を成功させ、速やかに実施するためには包活的かつ学際的な取り組みと、公約専門諸機関

の連携が必要である。

2氾，問題にJfzり組み、適切な対応策をとるためには、食料ノト足と栄養不良にあえいでいる人の参加が必要
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であり、世界食料サミットにおいては食料安全保湾、人口プログラムの改善を行なう上でどのような参加

塑のアブローチを取るべきであるか検討するべきである。女性および女児の教育の向 iおよび社会参加は、

リプロダクティブ・ヘルスにおける選択権のみならず金融制度の利用、農業技術、栄養資源の利用のJ広大

をもたらし、コミュニティにおける(女性の)意思決定を容易にする。

27 これまでの凶会議員会議で決議されてきたように、これらの問題の解決には平和と参加、協力と学際

的なアプローチが不可欠かつ喫緊の課題である。私たち、アジア・太平洋地域の国会議員は、ともに働き、

共通に直面している課題を解決に導くことによってのみ、人類の未来を築き上げうることを再確認し、私

たちの決主主の表われとしてこのステイトメン卜を提出するo 私たちは国際社会に対して、最近の主主主な国

際会議の成果を一貫した行動をj!IIして実現するよう強く要請する。さらに、国際社会に対してAFPPDや

そのほかの人口・開発議員連盟を含む、人口・開発に関するすべてのI:!i山祭機関、組織、活動に対して密接

に連携して活動するための努力を行なうよう強く要請する。

28 この宣言文は19m年 5月2日にクアラルンプールで採択された食料安全保障と人口に関するAFPPD

特別運営委員会の「宣言j と、 19m年8月14日にフィジーのコーラル・コーストで採択された太平洋地域

議員会議の「食料安全保障・人口・凋発宣言Jを基にしたものである。
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国際食料安全保障・人口・開発議員会議

(lMPFSPD) 

食料安全保障・人口・開発に関する

ジュネーブ宣言

1996年11月11日

スイス園、ジュネーブ

1. 1せ界57ヵ国の国会議員が1993年11月10日・ 11円の両日、スイス国のジュネーブで開催された国際食料

安全保障・人口・開発議員会議に集い、以下の声明を行ない、食料安全保障と人口について行動を呼びか

ける。

前文.

2. 食料安全保障を妨げている要因は多面的なものである。貧l村と人円の培加、分布および移動は食料安

全保障を妨げる主要な似国の 1つである。社会的、政治的、経済的な不安定性と不公正は食料安全保障を

実現する上での重大な障害になる。

3. 生活スタイル、食習慣、所得、社会組織が個人の食料需要水準を決める。人口はこれらの要素と相乗

して需要を増大させることになる。利用する技術、人間活動の拡がりの程度が環境へダメージを与え、号苦

境を維持することになる。消費と消費水準に連動した廃棄物量は必要とされる生産力を決める。

4 科学・技術がいかに進歩したとしても、この地球の限界を越えて私たちは牛eきることはできない。私

たちは、私たちの惑星という閉じた有限の世界(システム)の中にある単 の社会にあって、運命をとも

にしている。私たちはこの現実から逃れることはできず、私たちの生向を可能にする持続可能な方法を見

いださねばならないのである。

5. 食料の安全保障は世界の安全保停である。それはまた、人間の創造的かつ生産的な活動を行なう上で

のエネルギーを生み出す個人の安全保障でもある。食料安全保障は人々の幸福な生活に直接影響を与える

だけでなく、社会的安定性、生産性および平等に影響を与え、同様に各国、地主主そしてflt界の平和を合す。

従って、食料安全保障は、いかなる場合においても、すべての人とすべての国にとって、そして国際也会
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全体にとって決定的に重要である。

6 以下の点については明らかである。

(a) 持続可能な生産、食料の入手可能性を改善するために貧附を撲滅すべきである。

(b) 食料はベイシック・ヒューマン・ニーズ(人間が生きていく上で基本的に必要なもの)であり、すべ

ての人権のうちで最も基礎となるものである。

(c) 開発計画(アジ工ンダ)の中においては食料安全保障とそれに関連する社会開発プログラムに最も高

い優先順位が与えられなければならない。

(c!) 平和で、安定的で、様々なことが実現可能な社会的、経済的、政治的環境は持続的な食料安全保障を

実現する上での基本的な条件である。

(e) 政治的な不安定性およびすべて紛争は、食料安全保踏を達成するJ:での大きな障害となる。

(f) 主食に関してその入手可能性を確保し、分配を行なう tで平等が 特に女性と子供に対する 必ず確

保されなければならない。

(g) 食料生産手段の利用と所有権の保持に関して女性は男性と平等でなければならない。

(11) 農村および共同体の開発は持続的な食料安全保障を実現するための前提条件である。

(i) 公正な貿易は持続的な食料安全保俸を達成するための iつの重要な要素である。

U) 人口の早期安定は持続的な食料安全1呆療を実現する上で最も基本的な条件である。

(k) 意思決定権を女性に委ねることが人口摺加の速度を弛め、結果的に人口地加を安定化させる最もよい

方法であると考えられている。

(1) 怠思決定権を女性に与える kでの重要な最初jの方策は、女性に対する教育とリプロダクティブ・ライ

ツ(尚生産にかかわる権利)を締保し、すべての偏におけるリプロダケティブ・ヘルス・ケアを提供す

ることである。

(m) 余剰l食料の意悶的な浪費は嘆かわしいことである。食品の廃棄物を最小限にするようにすべきである。

7 効果的な行動のためのカギは、 rl寵護j、は托白そして「パートナーシップjである。それは、人権と

基本的な自由およびすべての人の平等を rl薙議j すること、すべての回付、の利;I，!i:を共通のものとするため

の「対話j を行なうこと、本当の参加型のプロセスを実現するための fパートナーシップj を育むことで

あり、これらは、良き統治(グッド・ガパナンス)にとって小可欠の構成要素である。

行動の呼びかけ

8 私たち、国会議員は政府と市民社会を結ぶ重要な存在であり、人々のニーズを代弁するものであり、

法律を議決し採択することで私たちの政府の行政部門に、世界食料サミット初日に採択される「世界の食

料安全保障に関するローマ宣言Jと「世界食料サミット行動計悼/Jの公約の実行を強く嬰請するための触

媒として訴塁手jする立場である。この立場から、すべての議員!こ以トの事柄を呼びかける。

(a) r世界の食料安全保障に関するローマ宣言Jと 「世界食料サミット行動計l出/Jをそれぞれの議会で議

題とし、国民の注目を喚起する。

(b) 報道機関がローマで合意された公約を幅広く報道するよう働きかけ、食料安全保障を妨げる根本的な

器Hz;j、特に人口に関連する嬰凶の持つ重要性に対する認識を促進させる。そして、これらの問題を解決
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するためには、国レベル、地域レベル、国際レベルでの 致協力した行動が必要であるという認識を促

進する。

(c) すべての人々 特に女性、子供、最貧困層、最も脆弱な立場にいる人々 に対する人権および某本的

自由を促進し保護する。

(cl) 食料安全保障に影響を与える意思決定過程およびその実行を行なう上で男女の十分なそして平等な参

画を促進する。

(e) 農村の食料生産者、特に女性が、金融制度の利用、適切な技術や、土地、水などの生産資源を男性と

同様に平等に手IJ則し所有することができるような立法を行なう。

(fI ~玉!際人口開発会議行動計画において定義された意味における、家族計画と性lご関する健康を含むリプ

ロダクティブ・ヘルス(再生産にかかわる健康)サービスを男女ともに利用できるようにすることでリ

プロダクティブ・ライツ(再生産にかかわる権利)が確保できるよう促進する。

(g) 万人が教育を受ける機会を促進する 特に女性や少女が教育を受けることができるようlこする こ

とで、社会および開発のすべての側偏において彼女達の参加が促進され、再生産にかかわる健康の分野

を含む意思決定過程における女性の役割lを改善することができ、その結果、金融制度や農業技術そして

栄養資源が身近なものとなり、容易に利用できるようになる。

(h) 若者がヘルスケア、教育そして様々な機会を持てるような政策を支援する。そしてこれらは若者の食

料安全保障活動への参加を促す。

(iI 食料安全保待問題と栄養失調の問題を解決に導くためには、いかなる行動が適切であるかを明らかに

するために、特に鰍端な貧国状態にある人や少数民族、障害ま?などリスクを抱えた人々など社会的に不

利な立場に置かれたグループを参加させる。

U) 国家開発政策の一部として農村の経済・社会開発を促進し、いかなるときにおいても人口が偏る最大

の原因となっている、急増する農村から都市への人口移動の主凶を解決する方法を探す。

(k) 国家開発計l出iを立てる上でノドの問題を考慮に入れることは不可欠であり、それが適切な地域では雨水

を有効に利用した農業を促進する。

(11 地域共同体レベルにおける農業開発を刺激し、それが適切な場所における天水農業、農業技術普及

サービス、訓練および環境と調和的な農業技術の移転を促進することを含む各国の食料と水の安全保障

能力を高めるような投資を増大させるような法的枠組みと政策を作り出す。

(m) 地下水管理の改善を行なうことで、化学物質による地下水の汚染、森林伐採、砂漠化や集約的農業に

よる急傾斜地における土壌浸食、議潟地域における塩害、そして水位の低下など水に関連する問題の解

決をaJる。

(11) 海水および淡水における漁業資源の持続的手IJiIJと生物的多様性の保護のための国際協定および条約の

早期批准と実行を促進する。

(口) これまで確立された方法による農業研究 各国の研究所でれなわれている農業研究、特に各地域に適

Fもするための研究や、参加型の研究 を支援する。環境の価値とその保護に必要となる経費を経済活動

に組み込み、環境を保護するためのインセンティブを与えるような税の体形を構築する新しい学際的研

究を促進する。

(J再 生産の各分野ごとに公正で合F目的な経済・貿易制度を構築するという点も含め、農業、林業、漁業を

環境保獲と持続可能な開発の観点から見直す。

(CJ) より合理的な経済政策を策定するよう各国政府行政部門に働きかけていく。このより合理的な経済政

策は有限な地球環境を守り、人口問題を解決する上で必要不可欠な公正な世界貿易システムの構築を幼
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けることになるだろう。

(r) 世界貿易機関 (WTO) 合怠を含む国際的な協定が、各国の文化的な慣行、特に伝統的な主食が持つ

文化的慣行を侵害し、また農業生産と環境に悪影響を与えることのないよう検証するべきである。

(s) 食料翰入国と輸出t玉!の協力と関係を強化し制度化する。そして食料を僧追や政治的・経済的!上力、ー

方的な制裁の押しつけを合む、いかなる搾取のための手段としても使わないようにする。

( t) 食料安全保障を妨げる人的コストに関し、先進国と途上国の悶の文化的、社会的連帯を促進する。

(u) 先進国と途上国の問で経験、アイデア、技術の交流を凶るための協力関係を促進する。

(¥') 函際的な金融機関の政策や構造調整プログラムが食料安全保憶に与える影響を検討し、見直すよう奨

励する。

同 会国政府に対して食料安全保障分野で活動する多国間機関関の活動調整を行なうよう要請する。

9 私たちはこれらの宣言を実行に移すために献身的に働く。

10. 私たち国会議員は「行動への呼びかけj の実行を成功させ、ここに述べられた挑戦を果たすための追

加的な資金や資i車、の動員、そして、または新たなチャンネルを作るために深く関わり、獄身的に{動く o そ

のために、私たちはすべての国の政策および意思決定者に「世界の食料安全保障に関するローマ安言」と

「世界食料サミット行動計画Jの公約を'支iJに移すためにはこれらの公約に高い優先順位を与えることが必

要であり、そのための政治的な怠思が必要であるということを呼びかける。そして、また私たちは、すべ

ての凶に対し、 i丘{f.の主要な国際会議、特に国際人打開発会議(ICPD)および第4回世界女性会議

(FWCW)においてなされた公約を実行することを呼びかけ、もし必要であるならば各国の、そして国際

的な優先順位の組み替えを強く求めるものである。
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ICPD評価のための国会議員フォーラム

(lFP) 

y、、嗣師"・・ グ ι壬診
主主 昔日

1999年2月4日

オランダ菌、ハーグ

序文・

l 私たち、 103 ヵ同210名の国会議員は、ハーグ国際フォーラムの前夜1999年 2H2U~4Rハーグ lご集

い、 ICPD評価のための国会議員フォーラムでICPD実施状況の検討を行ない、以下の宣言を行なう。

2 私たちは、 ICPD行動計画ー その「原則JJ、行動計図Iと食料安全保降、環境と経済問題の関連性、行

動計画とリプロダクティブ・ヘルスおよびリブロダクティブ・ライツの関連性を再確認する。私たちはま

た、国際人口開発会議の前夜に採択された国会議員による「人口と開発にかかわるカイロ宗言j を内確認

する。私たちは、現在までになされた進展の詳{面、その進展を阻む障害がいかなるものであるのかについ

て検討し、行動計l山lの勧告の実施を効率的かつ促進するための具体的な行動を牛み出す、行動計u耳目年同

の評価を行なうハーグ・フォーラムを歓迎する。

3 私たちは、各国政府に対し、市民社会のメンバーとともに協力してICPD行動計画の勧告を実絡するよ

う要請する。

4.私たちは、同家兄首による会議の議題として、人口とリブ口ダクティブヘルス問題を、国際レベル会

合においても、また地域レベル会合においても高レベルの問題として扱うよう要諮する。

5 私たちは政策の再策定、プログラムデザインの見直し、パートナーシッブと共同祈動、資源配分の増

加等を通して、 ICPD行動計画の主要な部分である限度の進展がなされたが、数多くの課題が残されている

ことをEZめる。
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優先的にとるべき行動

(a) リプロダクティブ・ヘルスとライツ

s. ICPDは(人口問題に取り組む上で)、本質的なパラダイムシフト(発想の転換)を行なった。その結

果、人口問題に取り組む方法は、数値目襟に焦点を当てた(従来の)方法から、個人の 生のライフサイ

クルを通じたリプロダクティブヘルスケアの質の向題に大きな焦点を当てる、という転換が行なわれたの

である。 ICPDで国際社会は、遅くとも2015年までに、プライマリー・ヘルスケア・システムによって適

切な年齢のすべての個人が、家』集計l閥、性行動に関する健康、情報およびそのサービスを含むリプロダク

ティブヘルスを利用できるようになるように努力すべき、との合意を達成した。 ICPDは思春期iにおける

位教育の重要性を認めている。 行動計[!I!iではまた、“リブロダクティブ・ライツの意味を理解すること"の

重姿性を強調している。それは、家族計画や性行部Jに関する健康をはじめとするリプロダクティブヘルス

の分野における、政府およびコミュニティが支援するあらゆる政策やプログラムにおいて、これらの権利

が責任を持った実行が促進されることを含むものである。

7 リプロダクティブ・ライツとリブロダクティブ・ヘルスとの分野で顕著な進展がなされたが、数多く

の障害が残されていることを認める。それら湾害とは、!日l避可能であるにもかかわらず数多く発生してい

る妊産婦死亡および疾病であり、I-lIV/ AIDSー特に若い人々の聞でのーの蔓廷の兆候であり、避妊方法

の選択および家族計画と性行動に関する健康を含むリプロダクティブ・ヘルスの情報とサービスを利用す

る上で、需嬰があるにもかかわらず、供給が大幅に不足していることである。特に難民、避難民、移民、

若者、単身女性、原住民、障害を抱えた人々などィ、|分なサービス提供しか受けられないグループにおい

て、この不足は著しい。

行動

8 私たちは、家族計l山iおよび性行動に関する健康を含む統存のリプロダクティブ・ヘルス関連法を検討

し、もし新たな立法が必要であれば立法するようすべての図に呼びかける。

9.私たちここハーグに集まった国会議員は、家族計画および性行動に関する健康を含むリブロダクティ

ブ・ヘルスとリプロダクティブ・ライツを推進させるために、自ら{行IHの努力をする。これに関連し、私

たちは、市民社会、宗教指導者、地域リーダ一、政治的指導者およびメディアを含むすべての利'吉関係者

のこの活動への参加を拡大させる。リブロダクティブ・ヘルスおよびに性行動に関する健康における男性

の役割!と責任を強化するよう、特に注意を払う。また、 W.i士、この問題に対する認識の普及、その昂揚と

拡大および資源動員を通じ、政府がその義務を履行しうる環境を創出し、促進する。

(b) ジ工ンダーと人口

10. ICPD行動計!iIiiでは女性のエンパワーメントそれ自身が(達成すべき)包標であることに加え、人口と
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問発戦略において切り離すことができないものであることを認めている。またJCPD行動計@iでは男女の

可Z等と公正の達成と女性の政治と意思決定へのす分な参加が持続可能な開発を達成する土で不可欠である

(本質的な要件)であることを認めている。男女の平等と公正、および女性のヱンパワーメントの達成には、

女児の権利とその教育の権利が不可欠である。多くの同では、その政策変更および立法という手段をとる

ことで女性の権利保護および女性の社会的、政治的、経済的ヱンパワーメントを推進している。これらの

成果にもかかわらず、いくつかの国々では、政治的なコミットメントがあまりなされていない、重要な地

位に女性がほとんど就いていない、ステレオタイプなままメティアで女性が取り扱われ、女性のヱンパ

ワーメントを妨げる社会・文化的な態度が蔓延している。

11 女児を男児と平等に扱うことは女性の能力を十分に発揮させるために必要なことである。この点から、

女児が一般教育を受けることができること、女性が十分な読み書きができる有効識字であることは非常に

重要である。学校教育、学校外教育のいずれもが提供されなければならない。

行動:

12 医会議員として女性の十分な社会参加 政策決定も含む を妨げる法的、社会的、;文化的俸'告を

取り除くために働く。各闘のそして思際社会において優先的に取り組むべき課題としての、女性のヱンパ

ワーメント、男女の平等と公正のより一層の達成、女性の性器切除 (FMG)などの有害な慣行を含む女性

に対する暴力の防比に関する立法、政策決定、路行および資源、動員に対するあらゆる努力を支援する。

(c) 思春期、若者、高齢者、障害を持つ人

13 私たちは i吐界の人口学的に重大な変化の目撃者である。過去における高い IH生率は15~24歳人口の人

口規模をかつてないほど大規模なものとした。同時に、多くの凶における出生率の低下は平均余命の延び

を引き起こし、 60歳J;J、 L:の高総人口の大福な熔加をもたらした。これらの増加によって、様々な社会や国

は、若者および障害を持つ人々への教育、 リプロダクティブ・ヘルスケア・サービスの淀供、そして高齢

者に対する社会的な、医療の面での、また資金的な支援に対応できるか、その能力を試されることになる。

14 私たちは、計阿されない妊娠、性的暴力、安全でない巾絡およびHIV/AIDSを含む性行為感染痕を含

む思春期の性的およびりプロタクティブ・ヘルス関連の問題に優先的に取り組まなければならない。また

特に若者や思春期に向けた適切なサービス、性教育および、カウンセリングの準備も同様に取り組まなけれ

ばならない。

行動

15 私たちは、国会議員として、各国政府ならびにその他吋事音機関が、思春期、若者、高齢者、障害を

持つ人々の社会的な健全性の確保に、高い優先性をおかなければならないと確信する。この点から、これ

らグループに対する教育ならびに健康ケアに関する支出を僧やすために必要となる改革に着手するよう各

国政府に要誇する。
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16. 国会議員に若者と思春期のけブロダクティブ・ヘルスに関する必要性を満たす行動をとるよう要請す

る。この点、から、国会議員に、立法を行ない、この問題に関与していく意思を表明し、 HIV/AIDS子紡

を含む思春期のニースへの対応を重視した、リブロダクティブヘルス・プログラムに予算をつけ、啓発1吊

言語を鉱大し、情報とサービスの提供を支援し、人権運動との連携を確立し、 NGOとその(也市民社会のメン

バーとのネットワーク化を促進するよう呼びかける。

(cl) 人口、環境、食料安全保障

17 人口が泊加する中で、人間の基本的ニース、が充足されるかどうかは康境の健全性にかかっている。人

口学的な要素は、貧困や生産資源へのアクセスの欠如、および過剰消費と浪費約'1産パターン、さらにそ

れに加えて適切な技術の欠如と結び付くことで、環境悪化、汚染、資源枯渇の原因となり、それを加速さ

せ、持続可能な開発を妨げている。

18 人口の培加と農業生産性の低下、淡水資源の枯渇と汚染、土壌流出と環境恋化が初i突って食料供給へ

の脅威となっている。基本的食料の確保は、人間の基本的人権である。各国は適切な雇用の創出をi主lると

同時に、自給が可能なところでは白給の確保や、伝統的食料生産基盤をと主かした食料供給体制を維持でき

るようにする。また適切な食料の貯蔵・分配システムを準備することが同じくらい重要である。

19. 食料安全保障を達成するために火性の貢紋は非常にE主要である。しかしながら女性にとって適切な技

術や適切な資源が欠けている。加えて、しばしば、ジエンダー格差のために食料を十分得ることができな

。、
，L
 

行動:

20.私たちは、政府と国会議員が世界貿易機関 (WTO)合怠を含む、すべての国際的な協定を吟味し、

そのような協定が農業生産と環境にどのような影響を与えるのかを各凶で検証すべきである、と呼びかけ

る。また、貿易および貿易外障壁とその結果として引き起こされる現象が、途上国に与える影響について

も注設を払わねばならない。国際貿易ルールは食料安全保障の長期的な視点と一貫し、 i分に整合したも

のでなければならない。

21 効果的な世界的食料制度として世界食料銀行の設立を検討する。世界食料銀行は国際協力の下に運営

され、公正かつ平等な食料入手の可能性を提供するものである。

(e) 資源動員

22. ICPDで隠際社会は、人口と家族百十両を含むリプロダクティブ・ヘルス関連予算として2α10年までに

170億ドル そのうち、 113億ドルは各ドlの資金、 57億ドルは海外援助で という円襟を設定した。

ICPD以降先進国、開発途上国を関わず、各国は人口とリプロダクティブ・ヘルス活動関連活動への支出を増
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大させてきたが、目際の170億ドルには程遠い現状である。全体で40パーセントが不足で、各国の自助努力

分がお~30パーセントの不足、海外媛助分が60~65パーセント目僚を下回っている。これはICPD行動計

画の勧告を効果的に履行する".'亡、最も大きな問題となっている。

21 ICPDの目標と目的を来世紀の早い段階で達成しようとするならば、まとまった行動をとるという決

意が不ロJ欠である。パートナーシッブの原則に基づいて、すべての当事者は負担の分担を実行すべきであ

る。 i!i:い将来、河内および海外からの支援斉を多様化すべきである。

24 行動計l山iの実行と人口とリプ口ダクティブ・ヘルスの人的資源の妓能向上を図るために、資源の動員

が必要で、そのためには公的部門と民間部門の協力の創出を生み出すための更なる努力が必要である。

ICPD行動計画実施のためのモニターと評価を行なうための国内情報データベースが緊急に必要である。

行動・

25.私たちは、資金援助l玉l政府とその他機関に対してO.7パーセント目標を達成するように政府開発媛助

をI曽傾し、その中の4.5パーセントから 5パーセントを人口とリプロダクティブ・ヘルス分野に振り向ける

よう呼びかける。

26. ~玉l会議員は人口とリプロダクテ f ブ・ヘルス向けの予算措置を促進すべきである。

27. 各国政府はリプロダクティブ・ヘルスプログラムの地方分懐11:;を進めるべきであり、そのために必要

な資源を提供すべきである。

28. 私たちは、社会的ニーズを犠牧にして軍事支出が不均衡なまでに強調されているという観点、から、地

球規僕での支出の早急な再評価を行なうよう強く求める。

(fI 経済危機

29. 国内生産の落ち込み、高い失業率、急速なインフレ、消費水準の急速な落ち込み、対外債務支払履行

が難しくなっていることを含む、近年の経済危機の影響は極めて深刻である。その結果、健康および社会

分野がとりわけ壊滅的な影響をこうむっている。

行動・

30. 私たちは各国政府に対して、経済危機を防ぐ干段をとり、経済の崩壊の影響から貧国者を可能な限り

守るよう、強く要諮する。

31.私たちは債権国政府に対し、開発途上国、民貧困、天災に見舞われた国々からの債務返済を丙検討す

るよう強く求める。
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(g) 国会議員ネットワーク

32. 私たちは一人 人の行動と、 致協力して行なう行動のいずれもが頂要であることを認識している。

私たち国会議員は、人々と政府を結び付ける存夜である。

33. 人口とリプロダクティブ・ヘルス[ご関する国会議員活動は、多くの国で、地域で、そして地球規僕で

しっかりとした根を下ろし始めている。この点から、現存する各国の、地域レベル、そして人口と開発に

湖心を持つ国会議員組織 例えば、人口と開発に関するアジア議員フォーラム (AFPPD)、アメリカ地

域人口・淵発議員グループ(IAPG)、人口と開発に関するアフリカ・アラブ議員フォーラム (FAAPPD)、

人口、持続可能な開発とリプロダクティブ・ヘルスに関するヨーロッパ議会作業グループ (EPWG)、il'L

アメリカ議員同盟、中央アメリカ議員同E耳、人口と開発に隠する国会議員世界委員会 (GCPPD)、国際医

療議員組織(IMPO)、地球規模約行動のための国会議員迷 (PGA)、列国議会同盟(IPU)の活動とその

協力を歓迎する。

行動'

34 私たちは、すべての国でICPD行動計画の忌擦を達成するために、単に、情報、教訓、最善の方法に関

して情報交換を行なうだけでなく、立法の促進と支援、支援啓発活動、および資源動員を行なうための人

口と開発に関する凶会議員の地球規模ネットワークを設立すべきである。

35 私たちはこのような地球規模での国会議員ネットワークを維持し、そして有効に機能させるための卜

分な資源を動員するために働く。

誓約.

36 私たちは、 ICPD行動計測の実施をモニターする}で各回国会議員グループがより活発な役割を果た

すよう呼びかける。

37 私たちはここに、この宣言に盛り込まれた内容を、各ドlの立法純度や関連会議を通じて私たちの個人

的なコミットメントから全体的な政治的行動に変えていくことを誓約する。私たちはまた、 ICPD行動計

画を効果的に実施することで、各国政府がその国民に対して持っている義務を来たすよう呼びかける。
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第15回人口と開発に関する

アジア国会議員代表者金議

声 明

1999年4月19日

大韓民国・ソウル

1.人口と開発問題に深い関心を持つアジアの国会議員がソウルに参集し、 19叩年2月に1廿界中の国会議

員を集めてオランダ国ハーグで開催した国際人日開発会議評価のための国際議員フォーラム(IFP)で採

択されたハーグ宣言を協議し再確認し、さらに間際人口開発会議行動計luljの実施に向けた更なる行動の協

議を行なった。

2 私たち第15回人口と開発に関するアジア国会議員代表白会議参加者は、各国国民から付託を受けたも

のとして、将来に対する責任ある選択を行なうために以下の声明を行なう。

(a) 1994年にカイロで採択された国際人日開発会議行動計画を達成するために働くことを再確認する。

(b) 国際議員フォーラム・ハーグ宣言を裏書きし支持する。

(c) 私たちは人円、持続可能な開発と環療の相関なくして人口問題の解決がありえないことを改めて確認

する。

(c!) 持続可能な開発を行なうためには、ハーグ宣言に盛り込まれたように、人口問題の持つ長期的な視点

が、 国際通商条約を含む、国際条約や凶際協定に明確に反映され、一貫したものとなることが不ロJ欠であ

る。

3 人口と開発問題にコミットする国会議員として、人υ照題の持つ長期的な視点と国際ルールが整合性

を持ち、 貫性を持ったものとなるよう呼びかける。

4. 私たち国会議員は各医国民の代炎として活動するものであり、そのハーグにおける決議が1999年6月

30Uから 7月2日まで開かれる国連人口特別総会決議の中に明確に反映されることを強く求める。

5.採択

第1510J人口と開発に関するアジア国会議員代表者会議参加者 河
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序文・

人口と開発に関するアジア議員フォーラム

CISおよび極東アジア諸国地域議員会議

ウランパートル宣言

1999年8.F.I 3日

モンゴル園、ウランパートル

1. CIS諸国と極東アジア諸国の国会議員が1999年8月1円から 3Dウランパートルに集い、 CISおよび

極東アジア諸国地域AFPPD議員会議で人口と開発問題を討議し、以下の宣言を発炎する。

2 悶際人日開発会議(ICPD)行動計画の目的と目標達成のために孜々がコッミトメン卜することを再確

認する。 ICPD評価のための国会議員ハーグ宣言を裏書きし、完全に支持する。人口、環境、食料安全保障

および持続可能な開発の間の相互関連の中で取り総まないp艮り、この地域の人口と開発に横たわる課題を

解決することができないことを改めて確認する。

3 私たちの諸国は多くの共通性を持っているが、河時に、様々な而で異なっている。持続可能な開発を

達成するためには、すべての留がリプロダクティブ・ヘルス/ライツ、ジヱンダ一、女性に対する暴力、

食料安全保降、療境、思存期の人円、青i] および高齢~を合む、人口と開発における長期的展望を、地域

レベルで持つことが不可欠である。また各国の事情に合わせて、これらの長期的展望を適用していくこと

が必要である。

4 私たち、 CIS諸国と極東アジア諸国の国会議員は、この地域で人口と開発問題を解決に向けるための

長期戦略を開発するよう各国政府に要請し、各国政府のタイムリーな実施を完全に支持する。また、私た

ちのこのように国難かつ重要な事業を、国際社会が支媛するよう要請する。

5. この地域の人口と限発lご関する状況には非常に大きな差異がある。しかしながら私たちの国々の多く

は、近年生じた市場経済への経済移行の問題や経済危機の結果、多くのl材難に見舞われている。私たちの

悶々の多くでは、この大きな変革の中で国際人口開発会議行動計l叫が実施されている。多くの伝l々で人口
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とr，~発およびリブロダクテ「ブ・ヘルスに測する制度的・法的枠組みはこの状況下で見直され、変化をこ

うむっている。経済体制の移行にともなう経済的な[<;jllmは、質の高いリプロタクティブ・ヘルスケアの利

期日I能性を捕し、その質を改善する上で巨大な締壁となっている。この点からかかる経費を削減し、費用

対効果のfi，jJ:-.を果たすよう呼びかける。私たちの多くの国々における社会 経済的、政治的移行は、人

打問題を開発言!凶iの中に統合する機会でもある。

課題・

それぞれの国の人口状況はそれぞれに異なっており、各国は自国の開発との関連の中で人口問題を解決

しなければならない。いくつかの国では、主要な人口問題はlH生力を低ドさせることであるが、その他の

国々、 UJ生が既に低下した国々では、死亡率の低減にその努力がri'Jけられている。また、いくつかの由々

では移民の問題が兎要な課題となっており、この問題に関してはその(問題の性質・現状に関する)より

一層の理解の促進と、各国開発戦略の中で検討することが必要である。更にある国々では、出生率が低下

しており、高齢化問題解決の重要性が増大してきている。 CISおよび極東諸国の総済積境の急速な変化に

おいて、適切な人口と開発のバランスを生み出すような長期的視野と戦略を展開することが必要とされて

いる。

行動.

私たちの員ijには巨大な課題が横たわっているが、同時にそれはこの変革の過程の中でICPDの手法を、社

会・経済的、政治システムの改革と変符i品広!と統合させる好機でもある、と確信している。人口と間発、

そして質の高いリプロダクテ fブ・ヘルスケアの利用可能性の用大と、その質の1白LI::を関連づけるための

より一層の努力を行ない、そしてその努力を奨励する必要がある。私たちは、参加国政府ならびにその他

の伺発のためのパート7ーに対して、リプロダクティブ・ヘルスを含む人口と開発問題を解決に向けるた

めに包括的・長期戦時を開発し実絡するために共に働くことを要諮する。

課題:

質の高いりプロダクティブ・ヘルス情報、カウンセリングそしてサービスが利用できるようになるため

には、(すべての当事者の) .致した努力が必要である。経済移行期および、経済的な困難に見舞われてい

る今日において、社会的に弱い立場にいる人口は、その影響を最も強く受ける乙とが多い。これらのサー

ビスがすべての人々に行き渡るように、注意を払うことが重要である。そうすることで貧凶斉、マイノリ

ティー、そして思春期の人口を合むすべての男女が自身のリプロダクティブ・ライツを実践することがで

きる。現在の青年は将来を担うものである。我々は、この青年たちに健康的で生産的な生活を送るための

手段を与えなければならない。このためには、忠存期i人口の特別なニーズを確'支に満たすことができるよ

うに注意を払うことが早急に必要である。多くの国において、リプロダクティブ・ヘルスの質の改善は、

高い妊産婦死亡率および乳児死亡率を顕著に削減し、同様に高い奴娠中絶率および性行為感染症をも減少

させ、 1'<々 国民の牛j孟の質を|白JJさせた。

行動.

私たち国会議員は、質の高いリブロダクティブ・ヘルスサービスを思春期の人口を含むすべての人が平

等に利則できるようになるよう促進し、その進燥を注視する必要がある。
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課題

この地域におけるfl'l:lJ為感染症(STD)，ヒト免疫不全ウイルス (HIV)/後天性免疫不全症候群(AlDS)

の急速な蔓延jと「この蔓廷が私たちの人口と国々の構造に極めて悪い影響を与える可能性J、そして fそ

の防止が適切にできなかった場合にかかる費用ムに大きな懸念を表明する。私たちの国々の伺でその流

行の程度は様々に異なっている。しかしながら私たち全員は、将来の性行為感染症 (STD)、ヒト免疫不

全ウイルス (HIV)/後天性免疫不全痕候群 (AIDS)蔓延を防ぐために、“今"行動することが決定的に

重要であるということに同意する。

行動・

私たち国会議員は、開発のためのすべてのパートナーに対し、すべてのレベルで、これ以上の性行為感

染症 (STD)、ヒ卜免疫不全ウイルス (HIV)/後天性免疫小全症候群 (AIDS)の蔓延を防ぐための努力

を、調和的かつ一致した形で、特に思春期人口や青年に注目して、“今すぐ"行なうよう奨励する。

課題

経済移行と近年の経済開発はある部分でi生(ジェンダー)の不平等を{広大し、または性の平等にかかわ

る新しい問題を，じ起した。教育や労働における機会の半等、女性に対する暴力の排除はこの分野で優先的

に吸われるべき問題である。

行動・

私たち国会議員は、ジェンダーの実態に対寸るより良いJll!frJ平を促進するとともに、(:!z:t生の)完全な(社

会)参加を実現するために 致した介入を促進する。そして、開発の利減を女性と男性が平等に利用でき

るようにする。私たちがその現状と組勢をモニターすることが必要である。そして各国政府に対しジェン

ダーの平等を更に促進する法的展境の確立を含む必要な行動をとるよう促す。

課題・

この地域は豊かな天然資源を持っているが、それは大きな人口規僕を支える上で卜分なものではない、

現在しばしば持続不可能な形でこの地域の天然資源が使われている、そしてこの地械の自然環境は特に厳

しいものであることを私たちは認識している。開発戦略の中には資源の適切な利用と開発活動が環境に与

える影響の分析が含まれることが必要である。この地域の伝統的な食料生産、食料供給システムを維持す

ることが重要であることを認識している。同様に適切な貯蔵と分配システムの準備が重要である。この地

域の平和と安定にとって食料安全保持の問題は不ロJ欠の重要な問題であることを強く確信するものである。

行動.

私たち国会議員は、国際社会に対して、国際貿易ルールが人口と食料安全保障の長期的展望と完全な一

貫性を持つよう強力に要請する。

公約.

夜、たち、 CIS諸国と極東アジア諸国の国会議員は、これまで論じてきた問題が重要であることを強く確

信するものである。そして私たち自身が、市の恨レベルで、自身の選挙I天で、白匡iの最r*iの政治的課題と
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してこの問題に深くかかわり、これらの事項を擁護する。そしてそのために、すべてのレベルで、国際社

会、 NGOとそれぞれのコミュニティー自身を含むすべてのパートナーとともに一致協力した努力を行な

フ。

私たち、 CIS諸医と極東アジア諸国の函会議員l立、平和と、リプロダクティブ・ライツを含む人権を尊

重するものである。(平和を尊重し人権を尊重する)このような環境においてのみ開発を行なうことができ

る。各国政府に対し、人権尊重と平和を促進するためのすべての関係条約を厳守し、問題を平和的な方法

で解決するよう要請する。同時に、私たちの活動はすべての人類に平和と安全保障を提供することを目的

とすべきである。
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前文・

人口と開発に関するアジア議員フォーラム

第6回大会

新 潟
£主三，

a. 

1999年10月7日

日本国、新潟

1.次の千年期と世界人口60億人の前夜、口本園、新潟に28力国から%名の回会議員が集い、 ICPD+5の

成来と過去の成果および将来活動計岡をふまえ、人口と開発に関する私たちのコミットメントを刷新する。

アジアは1!t界人口の61パーセントを点めており、ぉ∞年期のi世界の人口の動向は、アジアの政府、国会議

員、そして人々がどのような人口関連の決断をするかにかかっている。

2. 1，お1年に設立されてから今Bまで、 AFPPDはこの地域内外の人口と開発問題および活動に関する碑

発と支援を行なう上で指導的役割を担ってきた。 AFPPDはアフリカ・アラブ諸国を含む、数多くの人口と

開発に関する他地域の国会議員フォーラムの設立に大きく貢献し、極めて重褒な意味を持つハーグでの

fICPD評価のための間際議員フォーラム (JFP)Jを組織した。

3. ここ数"ij:の関にアジアは多大な進展を遂げた。この地域は地域としての統合性を持っているがその

方向性は多様で、その発展段階も多岐にわたっており、その中には先進国も、開発途上国も、経済移行期

の国もある。アジアの国々は近年の経済危機の影響をこうむっているか構造改革の真っ只中にいる。豊寓

な天然資源、水資源、食料を持っている図もあれば、その人口を扶養することができないか、またはその

国民の基本的ニーズすら満たせない草lもある。それぞれの倒の人口の状況はそれぞれに異なっており、そ

れが各i玉lの経済的そして社会的現実を作り上げている。

4. アジアの人臼は、急速な人口学的な変化を経験しているい!と置き換え水準よりやや多いか少ないかの

国々、年少人口の多い固と急速に高齢人口が増加している酒、 I-IIV/ AIDSの擢忠率が高い、または急速に

広がりつつある固と、まだ桜患者が少ない国もある。多くの佳lでは人口移動 特に都市への人口移動の

問題に直而している。女性の教育、乳児ならびに妊産婦死亡、忠春期の妊娠率、質の高いリブロタクティ
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ブ・ヘルスに関する情報とサービスへのアクセス、そして平均余命に関しても、かなり大きな格差がある。

行動の呼びかけ

日 lCPD行動計掛lとlCPDの前夜カイロで採択された「人口と開発に関するカイロ宣言Jを再確認する。

lCPD行動計画を更に推進するための指針を与える fICPD評価のための国際国会議員フォーラムj を含む

ICPD+ 5の一連の活動を歓迎する。

6 すべての政府に対し、 ICPD行動計l申iを実施し、市民社会との銃後な連携の下で、水、食料、天然資源、

環j克と人口の相互に関する問題を解決に向けるための長期的展望と戦略を開発することを強く呼びかける。

また、男女平等 (GendeγEC!uity) 実現の立ち遅れと男性の参加、特に青年期の人口を対象とした質の高

いリブロダクティブ・ヘルスに関する情報とサービスへのアクセス、同様に高い妊娠中絶率を引き起こし

ている様々な要因、性行為感染症.HIV/AIDSの蔓延、および高い乳児および妊産婦死亡率の問題を解

決するよう要請する。この問題を各留で議題に載せ、(その陪題を解決するための)一致した行動をとり、

ICPD行動計画の進肢をモニターするよう同僚国会議員に要請する。

7 人口と持続可能な開発問題が不可分であることを認識する。私たちはすべての政府に対し国際的な協

定や条約、特に国際貿易ルールが食料安全保障と完全な一貫性を確保することで、基本的ニーズと食料や

水のような人間生存に不可欠な基本的条件を満たすよう要諮する。

8 地域委員会を含む国連機関、特に国連人口基金lご対し人口政策および戦略の形成と立案の支援を行な

う上で引き続き、中心的な役割を果たすよう要請する。またASEAN、SAARCやその他の地成機織に対し

でもこのような活動を支援するよう要請する。また、国連に対し200MIーの国際人口偶発会議をアジアで関

依するよう呼びかける。

9. 人口とリブロダクティブヘルスに対する資源の不足がICPDh'動計画を実絡する上での最大の障害で

ある。すべての支援国政府に対しGNPのO.7パーセントを政府開発援助 (ODA)に向けるという日擦を達

成し、その4.5パーセントから 5パーセントを人口とリプロダクティブヘルス分野に向けるよう呼びかけ

る。被援助国政府に対し、各国の園内予算の中で人口とリプロダクティブヘルスへの都合を僧加させるよ

う要請する。また、同僚医l会議員に対しソーシャルセクターへの投資をもっと増やし、特に人口と開発分

野により資源を向けるために努力し、すべての当事青がその資源、を効率的に利用するよう呼びかける。

誓約:

10 人口60億人、次の下年期の前夜である今こそ行動を起こす時である。人口と凋発問題を早急に解決す

るよう包括的かつ戦略的方法で取り組まなければならない。従って、私たち国会議員の活動が人々と各国

政府の毎え方と行動を変え、人々の抱える問題を立法ならびに各冨政府の行動の中に反映させる重要な役

割を担っていることを確認する。このような各閣および地域の行動を支える地球規模的な支援を促供する
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ために、ハーグで勧告されたようにAFPPDの加問国に人口と開発に関する世界規模の国会議員のネット

ワークを作る上で指導的役割を果たすよう附びかける。

11. 0らの個人的な関心を、名呂、および地域における人口と開発問題に対する積極的な支援活動に向け

る。具体的には、すべての人が基本的ニーズを満たし、平和、繁栄そして公正をもたらすため、人口政策

とプログラム支援することを、強く誓約する。“世界を変えるということは途方もないことのように思え

るが一人一人が変われば世界は変わる"。 人の人間として、国会議員としてこの宣言を実行に移すよう

筈約する。私たちにはそう守る権限とそして責任がある。

新潟

1999年10月6日

nu 
nu 
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自Ij文

人口と持続可能な開発のための開発協力と

パートナーシップに関する

アフリカーアジア国会議員会議

行 動 計画

アフリカとアジア・太平洋29カ国から参集した51名の国会議員が20011f'11月29日・ 30臼東京に集まり、

「人口と持続可能な開発のための開発協力とパートナーシップに関するアフリカ アジア国会議員会議j

で、人口と持続可能な開発政策とプログラムの分野におけるアフリカとアジア・太平洋の由々および国会

議員の問に協力凋係を促進し、強化するために以下の行動計画を発表する。

1. 1994年カイロで開催された国際人口偶発会議(ICPD)行動計l山j(POA)の基本方針に対する我々の

コミットメントを再確認し、以下に掲げる行動計画の実施に向けた筈いを新たにする。

. [至|際人口開発会議の前夜に係択された民l際人口開発議員会議(ICPPD)カイロ宣言

1999年に採択されたICPDから 5年評(jffiのための国会議員ハーグ宣言

. 1999年の国際人口開発会議行動計画の評価と達成状況に関する国連報告書

2 国際人口開発会議行動計画が実絡に移され、進展が果たされたが、優先的に解決すべき重要な課題が

f了在し、その問題を解決に向けるためには更なる資金が必要であることに政意する。

3. 行動計画の'夫施によってアフリカとアジア・太平洋の諸問で大きな経験が得られたことを認識してお

り、我々の同の間での協力を拡大することで経験を共有することは重要な意味がある。

l 人口と持続可能な凋発

行動の根拠

世界は過去50年にわたって、人口の面でも、経済の面でも、社会組織の隔でも大きな変容を遂げてきた。

11そ界のグローバリゼーションが進んでいる今日、持続可能な開発の達成は大きな課題として横たわってい
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る。

世界人口における出生率の低減にもかかわらず、今後50年間で51(意の人口が93態まで拡大すると考え

られている。この郎防にアフリカの人口は8億1260万人から20億人にまで拡大すると予測されている。一

方アジア・太平洋地域も37億2000万人から54億200万人へと増加すると考えられている。両地域におけ

るこの人UI自}JUは人打の構造および分布を変化させ、持続可能な開発に対し取大な影響を与えることにな

るだろう。

ほとんどの湖、特にアフリカとアジア・太平洋において、人口の不均衡がさまざまな問題を引き起こし、

さまざまな課題を生んでいる。この状態は持続可能な開発にとって深刻!な湾害となっている。

利用可能な土地やすべての人に食料を生産する利用可能な水資源、持続可能な開発の文目前のもとでの持

続的な開発の促進、貧困の終4話、同様にl段業の面や教育の面での女性のエンパワーメントなどの問題が、

人口地1mとグローバリゼーションの問題であることは!よく理解されてきている。職業の而や教育の留での

女性のエンパワーメントは女性の地位を向上させる。

行動

人口と環境相互作用に注蛍を払った、持続ロJ能な開発と貧困削減プログラムの開発と実施のために、

市民社会、NGOおよび民間部門の参画を図るために国会においても、選挙l互においても地岐において

もすべてのレベルで支持し、リーダーシップを発揮する。

-自らの重要な役割lを推進し、開発と貧!型削減戦略に中に人口問題の考え方をト分に取り込むための適

切な行動をとる。

-私達のi玉|における、マク口経済的な環境変化、特に雇用と貧困に影響を与える要素を常に注視し、これ

らの変化が貧困者に与える悪影響を緩和するようlごする。

11.人口と食料安全保障

行動の根拠

2001 il版の世界人目白書は多くの国で近年、人口増加が食料生産の憎加をi生鴛してきていることを示

している。 1990年から199711ーにかけて世界の穀物生産が均一率1%しか増加しなかったのに対し、途上国

における平均人口増加率はl.s%に達した。 FAOによれば105の途上国のうち54の途上国で1，)85年から
1995年にかけて食料生産の成長率は人口靖加率に追いつかなかった。さらに多くの低所得 食料ィ、足国

における食料生産能力は、土壌劣化、漫性的な水不足、不適切な農業政策および急速な人口増加によって劣

化の一途をたどっている。殺物に対する需要と生産の恭離は出アジア・太平洋地域で1990年の100万トン

から2020年には2000万トンへと拡大すると予測されており、サハラ以南のアフリカでは900万トンから

2700万トンへと拡大することは予測されている。これらの国々は食料安全保障を実現しようとしても限

られた耕地、家政あたりの緋地の減少、士f衰劣化、 7Jく不足、濯i~!の問題を抱えている。
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食料安全保障は1ftに農業生産を培加させても達成できない。その達成のためには多面的な包括的な対策

が必要となる。食料安全保障の達成 健康な生活を送るために十分な食料をすべての人が入手できる

には単に食料を増産させるばかりでなく、環境を保護することが必要となってくる。人口増加の低ドを

促し、女性のエンパワーメン卜を促すような行動、および食料生産がそれに依存している臼然資源の保護

を促進する。さらに、個人レベルおよび世帯のレベルでの食料安全保障は所得と関連している。食料がト

分にあっても多くの人々にとってはそれを購入することができないし、入手することもできないのである。

行動

それが適切なところでは最良の実施モデルに関する立法を普及し採択する。

-共同体における農業凋発を促進するような法的枠組および欽策を開発し、食料に対する国家レベルで

の食料安全保i埠における対応能力構築を行うための投資をI曽大させる。

-地方農民 特に地方における女性生産者にとって一一融資、土地、水、適切な技術を含む生産財を公

正に利用し、所有できるようにする立法を行なう。

-世界貿易機凋 (WTO) を含む国際的な合意に対し、このような合意を形成することによって導入さ

れるさまざまな条件が、当事国の伝統的な主食、または農業生産および環境にどのような影響を与え

ることになるのかを検討する。

盟.人口と水管理

行動の根拠

(淡)ノKは持続可能な開発の限界を決める資j車、であろう。ノドの代用品は存在せず、人類の水に対する需要

と利用可能な最はすでに危険な状態になっている。安全な水を利用できることは、人間の基本的なニーズ

であり、人間の基本的な人ほて、ある。

過去70年間で世界人円は3(&に増えたが、水の手1]矧は産業の発達やi窪搬用および都市化による使用量の

培加によって51告にも増えた。

世界的に見て利用可能なノKの量の54%が既に手1)泊されていると推計されており、このまま需要が治大し
続ければ2025年には111界の消費最は人口靖加分だけで利用可能な水の量の70%を利用することになる。

都市およびその周辺における急速な、そして無計画な人口増加は、その地域における水需要に対する対応

能力をはるかに超えている。

技術的対策だけでは水不足に対する解決策として適切ではない。政治的な、そして社会的な決断が必要

とされるだろう。現夜でさえ解決困難なこの問題は、人口が増加するとさらに悶難な問題となるだろう。
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行動

・すべての人が安全な水を利用できるよう政策とプログラムを促進する。

-水の効率的利用を推進する。

-地下水管理を改善し、砂漠化や集約的農業、森林伐採によって引き起こされる土壊劣化、 i藍i蹴地域にお

ける場類集積、地F*の化学物質による汚染、地下水位の低下などのような水に関連する問題を改善
するよう支援する。

漁業資源利用の管理、海洋ならびに淡水における生物多様性を守る医綴的な合意や条約を早期に批准

し実施するよう促す。

-それが可能な地域では天水農業およびその他の水を節約できる農i去を促進し、ノドが医家界再発言|到の不

可分な一部となるようにする。

IV 人口、リプ口ダクティブ EヘルスとHIV/AIDS

行動の根拠

国際人口会議行動計画の主要な白約の一つは、家族計画を含む広範なリプ口ダクティブ・ヘルス・ケア

に隠する包括的かつ事実に基づいた情報とケアを確保し、それがすべての利用在にとって入手可能で、購

入可能で、受け入れ可能なもので、さらに便利なものとすることであった。

リプロダクティブ・ヘルスとライツに際する不適切な知識および別解、さらに政策とその実絡がほとん

ど発展しなかったことを含む制約が、今なお存在する。

この制約には単なる医学的な観点に基づいたアプローチから、人権に某づいた、より全体的(ホーリス

ティック)で、忠吉中心の、リプロダクティブ・ヘルスの多分野にまたがった方法に移行したというアプ

ローチの構造的変化の明確な理解が欠如している。

性行為感染症の発生率は高く位界の多くの場所で増大している。特に重大な懸念は、サハラ以南のアフ

リカおよびアジアの幾つかの図におけるHIV/AIDS感染の拡大である。 2001年末、世界中で4，000万人が

HIV/AIDS感染者と推計されており、そのうち90%が途上出の感wー者であり、 70%または2，8lO万人がサ
ハラ以南のアフリカ、 17%強710万人がアジアにいる。これら感染者の半数以 i二は25段以下である。この

問題の重要な点は、数千万人ものHIV/AIDS感染者が検査、治療、ケア、支援を受けることができないでい

ることから、社会経済的な影響はさらに恋化し、蔓延i功止のための努力を侵食することにある。

推計によれば世界中で58万5，000人以上の女性が妊娠に関連する原因で毎年死亡しており、その151吉も

の女性が障害を受け、感染している。これらは街アジアやアフリカで特に高いものとなっている。およそ

7万の女性が毎年安全でない中絶で死亡している。
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3f意5000万以上のカップルが安全かつ安価で購入可能な避妊方法を入手できないでいる。その多くは

アジアとアフリカにいる。

若I'fは特に被害を受けやすく、またほとんどリプロダクティブ・ヘルス・プログラムを受けることがで

きない。彼らのほとんどは妊娠、性行為感染症およびHIV/AIDSの予防について貧弱な情報しかもってい

ない。

行動

アジア・太平洋とアフリカからきた国会議員はそれぞれの国および地域の同僚出会議員および指導者

をより良いリプロダクティブ・ヘルスおよびHIV/AIDS感染防止を促進するようなこの活動に参加さ

せるための努力を倍泊することに合意する。

-安全で安価な避妊手段を利用できるようになることを含むリプロダクティブ・ヘルス・ケアの改善をjj)j

し、妊娠に関連する原凶や安全でない中絶による妊産婦死亡を紡止するために今後も努力する。

. HIV/AIDSに関連して精神的な負い目(ステ fグマ，社会的偏見)を背負わされることをJlH解し、す

べてのレベルでそのような負い目を取り去るために筏極的に働く。

リプロダクティブ・ヘルスの改蕎およびHIV/AIDS蔓延の抑制プログラムのための政治的な公約を動

員するために、大統領、首相、その他の高い地位にいる人々の参加を得るようー貫して努力する。

-国会議員は立法の評価およびプログラムのモニターとして働くばかりでなく、教育の普及、草の綬レ

ベルでの行動の変化、コミュニティーレベルでの参加を高めるなどの方法でそれぞれの選挙区におけ

る変化の担い手として活動する。

盛切なケアおよび治療、ゼネリック(商偲話録の切れた)医薬品の生産を促進と貿易を?平易にするこ

とを含む、安価な(購入可能な)I芙薬品が入手できるかどうかについて特lご注意を払う。

-若者一が学校の内外を問わず被害を受けやすい存在であることを認識する。 HIV/AIDS感染防止の活動、

思春期のリプロダクティブ・ヘルス (ARH)の推進は告青のために若者の手によってなされるべきで

ある。若者の同体はプログラムの形成と実施に積極的に関わるべきであるo

. I-IlV / AlDSに関する毘速エイズ特別総会 (UNGASS)宣言の完全な実施を支持する。

これらのプログラムは以ドのような点を強調したものでなければならない。

アジア・太平洋とアフリカにおける予防および治療プログラムの成功例を文書化する。

-プログラムを成功させ、さらに効率的に実施している各組織の伺を矯渡しすることで、相互の経験か

ら学び、有益な情報を得ることができる。
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リプロダクティブヘルスおよびl-IIV/AIDSに関する治療をi止める専門家訓紳、への協力関係を促進する。

アフリカとアジア・太平洋の国々および国会議員間で政策や実路例に関する情報が恒常的に行き交う

ようなメカニスムを開発する。

. HIV/AIDS、結核およびマラリアに関して、lIt界的な保健基金からの資金利用を促進し、モニターす

る

V.アフリカ アジア・太平洋地域の協力とパートナーシップ

行動の根拠

アフリカとアジア・太平洋の現状から考えると、これまで挙げてきた課題を解決するために十分な協力

関係のもとで、団結を強化しれ=勤しなければならない。この新しい協力関係は自立自将、支援、初互への尊

敬、そして相互の問題に対する深い問解に明確に慕づ‘いたものでなければならない。また社会の安定や安

全が持続可能な開発の前提条件であることを理解し、希少な資源を効率的に利用することが本質的に草.要

であることを開解する。すべての経済分野におけるアジア・太平洋地域とアフリカの女性のダイナミックで

多様な役割、そして男女平等と議員なることを促進し促すような特別の子段をとり、同様に女性の向上を

陸宮する法的、社会的、文化的停害を取り去ることが、女性の地位向上のためには不可欠である。

行動

キャパシティ・どルディング(対応能力の構築)

技術協力を改善する上で(受け入れ側の)対応能力の構築は、持日発問題、特に 1)プロダクティブ・ヘ

ルス、l-IIV/AIDS、食料安全保降、水資源の問題において、決定的に重要である。両大還における伯!々

の制度構築と組織の能力は、適切な支援および知識と技能の交換を通して強化される必要がある。こ

の点に鑑み専門的な力を持つ国はそれらの技能や知識が必要とされている問とともに働くべきである。

ネットワークの強化

AFPPDはFAAPPDIこ対しその設立を支援してきた。言葉を変えればAFPPDはアフリカにおける国

会議員活動について広範かつ重裂な知識を保有している。これは相互に密接に協力してきた結果であ

る。このネットワーク化はFAAPPDの対応能力の情築およびアフリカ大陸およびアラブ諸国を通し

て各国の国会議員ネットワークの形成を補強するための支援を提供することになる。

アフリカとアジア・太平河地域の国会議員は、各国で成功したプログラムやその実絡事例に関する情報

を、それが適切なものである場合には採択するという見地から、インターネットやE-mail、その他の

現代的技術を用いたコミュニケーションのチャネルを開放しておかなければならない。アフリカとア

ジア・太平洋地域の国会議員は、特に情報やアイデアを交換するために、彼らの議員グループを連携

させるべきである。 AFPPDIま加盟国に対して、その経験や鮫良の実施例を交換できるようにするイ

ンタラクティブなホームページを作り上げることを姿請する。
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アジア・太平洋とアフリカの国内委員会はJ;J、下の分野を強化すべきである

ジェンダーに関するJIJ!解を深めるための政策と協議

プログラムのデザインとマネージメント

-現地の資源を動員し、継続性を持ち、(会計的に)n!JHt(、なものとし、

プログラムの効果をモニターする

VI 資源動員

行動の根拠

リプロダクティブ・ヘルスと家族計画プログラムのためには2000年時点で170倍、ドルの資金が必要で、

2015年時点では217億ドルの資金が必要であると推計されている。 I11V/AIDの蔓延によりこのコストは

大幅に上昇している。この資金のおよそ3分の2は途u玉10身で準備することが望まれる。

アジア・太平洋地域とヨーロッパの国会議員グループは、リブロダクティブ・ヘルス・プログラムや

HIV/AlDSプログラムへの各国政府の支媛を強化するよう働く。 HIV/AlDS問題はそれだけで多額の資金

を必要とするが、 ICPDの実施だけを見てもほぼ170億ドルもの資金不足をきたしている。

行動

国会議員にはこれらのプログラムを実絡するために各国の予算配分を培大させるために注意を引く努力

をすることが求められている。

アジア・太平I羊とアフリカのi司会議員は先進国政府がl11V/AlDSを合む凶際人口現発会議行動員|油iの実

施により 層の資源を割り当てるように先進|五|の国会議員とともに働く。この点から、過去にその実績が

立証されている国会議員の交流、併修訪問を促進すべきである。

国会議員はまたアジア・アフリカの同地域でこれらのプログラムを支媛するために私企業や財団ともに

{動く。

VII UNFPA 

行動の根拠

UNFPAは人口およびリブロダクティブヘルス・プログラムの形成と実施を"1能とする環境を構築する

ために、支援(アドボカシー)や対応能力の構築を通して出会議員を常に支援し、効来的に活動してきた。

国会議員グルーフο測のそれそ'~1の経験から学び・経験を共布する文化と、より効果的な資源動員は今後も

推進されるべきである。このUNFPAとのパートナーシソブは非常に締結あるものであり、さらに密接に

強化する必要がある。
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行動

UNFPAは以下のことを総統すべきである。

開発途上国間の技術協力 (TCDC)と南 南協力および共同{十業。

政府やNGOによって供与されるけプロダクティブ・ヘルスおよび忠春期lのリプロダクティブ・ヘル

スに際し、 HIV/AIDS予紡を中心的な諜題とすることを促進する。

-協力とパートナーシッブに関するアフリカ アジア国会議員活動(イニシアティブ)の支後。

行動のためのコミットメント(公約)

我々国会議員はこの会議で合意された f1丁重加を効果的に実施するために、各国政府ならびに同僚議員

と私たちの持っさまざまな役割においてその能力を使って働くことを誓約する。私たちはともに働き、私

たちのパートナーとともに、学んだ、知識を共台し、居内外の資金を含む資i車、を動員するために働くことを

白らに課す。そして、持続可能な偶発、貧困の削減、リプロダクティブ・ヘルスと思春期のりプロダクティ

ブ・ヘルスの改善、 HIV/AIDS感染防止、そして男女平等と公正、そしてあらゆる形態の暴力を排除する

ための政策形成とその促進のためにそれを擁護するよう活動を続ける。

一部参加国フィジ一、エチオビアは土地所有に関して留保した。
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用語解説

カイロの国際人U開発会議(IC P D)の宣言文および行動計画で、中心的な概念がいくつか

提案された。その lつがEnl})O¥Vennentof ¥'V0111Cnでもう 1つがReprocluctiveHealth出lcl

Rightsである。

rEmpuwerment of WomcnJは女性が社会的にも健康の耐でも、 )Jをつけるという意味であ

る。この語を構成する英語のpO¥Velが日本語で「力」と「権力」という 2つの意味を持つことから、

円本語への翻訳が困難であった用語である。本書ではこのl白i義的な意味を含むB本語として「女

性の権能の向上j と訳し、その後「女性のエンパワーメントJとカタカナで表記することにした。

また、 rReprocluctiveJは政府訳では「性と生娘に関する」となっているが、ただ通例、この

用語はrcprocluctivehealth ancl rights， inclucling sexual hcalthと特に「性行動にかかわる健

康j を併記することが多い。従って、 rReprocluctiveJを「性と生殖に関するj と訳した場合、

Reprocluctive Healthは「性に関する健康を含む性と生殖に関する健康j と翻訳せざるをえない

ことになる。

このため、 rbID p!祭人日開発議員会議カイロ宣言J および、 r~五l際人口・社会凋発議員会議コベン

ハーゲン宣言j、仏l際女性、人口開発議員会議「東京宣言j、第12181人口と開発に関するアジア国

会議員代表者会議「マニラ決議Jまでは、翻訳上の整合牲を持たせる上から rReprocluctiveJを

「生殖に関するj と訳してきた。

しかしながら、その後、黒田俊夫侍土によって訳語の検討が行なわれ、 rReprocluctiveJに対

する訳語として「再生産にかかわるJという刑訴が混案された。「再生産にかかわるJという用語

が提案されて以降、当財保の出版物においても、同語を「再生産にかかわるJと訳出することに

した。

今回、過去の宣言文を編集するに当たって、過去の宣言文で「生娘に関するj と訳されていた

ものを改め、「再生産にかかわるj もしくは「リブロダケティブiとカタカナ表記することとした。

この rReprocluctiveJに関する検討については本書と同じ Iリソースシリーズ 1J 黒山俊夫

著『国連人口界再発会議20年の軌跡ーブカレストからカイロへ 』に記されている。

またその他の別言語に関しては「リソースシリーズ 4J"国連食糧農業機関 19ffi年世界食料サミッ
ト世界食料安全保俸のためのローマ宣言および世界食料サミット行動計画~ r補足Jをご参照い

ただきたい。
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日本財団はじめ各方面のご支援に感謝 * 
私ども財i司法人アジア人口・開発協会 (APDA)は本年2月に20周年を迎えた。偏に日本財

回、日本政府、延Ji車その他数多くのj示々のご支緩のおかげである。衷心より感謝申し上げたい。

特に日本財U:Jには創設時から全両的なご支J震をl、ただいてきた。どんなに感謝しでも、しつく

せない思いで一杯である。今、 20年をj白えAPDAは成人し、自ら立っていくことを求められて

いる。

私たちAPDAIまアジアの人U と凋発i~'郵jの母体として、1\J81年 10月の中罰北京における『人

口と開発に関するアジア国会議員会議 (ACPPD)Jの席で、議員活動の母体をぜひ日本に作っ

てほしいという各国からの強い要望を受け、故佐藤隆代議士の奔走によって設立された。

ざっとその足跡をたどると、この20年間!こ八PDi¥は『人口と開発に関するアジア国会議員代表

者会議』を17回主1mし、:1{ドに 度開かれる人口と凋発に関するアジア議員フォーラム

(AFPPD)人'会を補境する調持続的な協議の場をアジアの国会議員に提供してきた。アジア域

内の国会議員の人口と持続可能な開発の問題に関する認識を啓発し向上させていく上で、この

会議がAPDA設立2年目から毎年欠かすことなく実施されてきたということの意味は大きい。

また、 AFPPDの常設事務局が1~J93年にタイに設立されたが、実質的に活動を開始するまでは

AFPPD総会をはじめ、 AFPPD関連事業もAPDAが実施してきた。 APDA設立以来関わった

八FPPD隠連の会議だけでも運営委員会を含めると70[ロ!に達する。さらに、 AFPPDを中心[ご

開催された世界規僕の["'[際会議は25固にのぼっている。

APDAのもうひとつの柱である研究活動においても政府の委託誠査を中心!こ71屈にわたっ

てアジアのほとんどすべてといってよい地域を調台してきた。その報告書と、自主研究、リ

ソースシリーズおよびスライドをあわせ227種類の出版物を liJi-iし、更に機関誌を11間4冊づ

っ20年間にわたって発行してきた。この問、 2001年には日本財団補助事業のインターネット

公開の事業成果ライブラリーにおいて f21世紀の人口・食糧戦略Iが公益福祉事業部門でベス

トヒット賞を受賞、 速の人口と開発に関するスライドは優秀映像教材選奨社会教育部門で3

回にわたって受賞した。

会議準備を含め会議関連事業が129回、調査事業が71回、出版物をすべて合わせると3301111

以上。私たちは人口と矧発問題解決のためにできる限りの活動を行い、その成果を世に問うて

きた。

APDAの主張一国連総会に反映一 * 
このことはAPDAのようにノン・ブロフィット(非営利的)で職員数が 5 名~(j名の小さな

NGOとしてはかなり絢を張れる成果ではないだろうか。私達が世界の人口問題に与えてきた



インパクトも決して小さなものではない。 1999年の国際人口開発会議から 5年の進捗状況を検

討した国連総会文書に、私たちの主張が明確に反映されたことは特筆すべき成果であろう。幸

いなことに私たちの活動に対し、 UNFPA、IPPFなどの国際機関を初め、アジア地域を中心に

世界各地域の人口・開発関係国会議員の伺から厚い信頼と期待、励ましを頂いていることは大

きな喜びである。

これらの活動は全くの非常利的な活動として、さまざまな善意の支援によって行われてきたo

なぜ人口問題を解決しなければならないのだろうか。私たちのこの地球を直径L 3メートルぐ

らいの球と考えれば、空気の層の厚さはわずか 1ミリメートル、海洋がo.5ミリメートルその

地球環境のなかに横物・動物を含めて生命の総重量はわずかまつげ五十本分くらいでしかない、

といわれる。地球がこんなにも脆弱な生態系しか持っていない中で、人口が増えるということ

は他の生物の存在を奪っているということである。われわれはその意味でこの地球の生命闘を

めくるゼローサムゲームの中に他の生物とともにいる。

この限られた環境が私たちに与えられた生保閣の全てである。人類はこの地球が太陽のエネ

ルギーを蓄え、蓄積してきた化石燃料を食欲なまでに採り尽くし、二酸化炭素を排出し、地球

温暖化を拡大しているo アメリカをはじめとする先進国では人類の経史において想像すらでき

なかったエネルギーの過剰消費を行い、豊かな生活を享受している人たちがいる。日本でも東

京:だけで 1口に印万人分もの食べ物が残飯として捨てられていると言う現実がある。幼少邦iか

らの食べ物を大切にするという教育の徹底や、廃棄食物の有効な飼料へのけサイクルを真剣に

実施しなければ、自給率の問題はおろか、 1世界市民としてのモラル失格である。その一方で、

人限らしい生活どころか人類として生存できるぎりぎりの最低限の水準すら確保できず、飢え

に苦しむ十億もの途上長lの人々が数多く存在している乙とに思いをいたすべきである。この極

端な両極が同じ地球上に存在しているのである。

現笠の地球では、 I人口の増加に食料生産が追いつけないjと人口問題を憂慮したマルサスが

生きた時代の|世界人口を飢餓人口だけではるかに超えている。

こうした中で、貧困が原丙でHIVjAIDSがアフリカをはじめアジアで蔓延、全地球に猛威を

振るっている。アフリカではサハラ以南の15歳以下の子供達が母子感染で240万人も感染し、

平均余命は40歳以下に低下。エイズ孤児が携え、ウガンダでは教師の死亡で100校も学校が閉

鎖され、子供逮は親を失い、学校を失い途方にくれている。看過できない状態である。

人口への薄れる関心を憂慮 * 
言うまでもなくこれらは全て人口問題の持つ様々な側而である。しかし、現在ますます采要

疫を培している人口問題は人々の意識に上ることが少なくなってしまっている。これはまこと

に愛慮すべきことで、初年程前に人口問題が取り上げられた時の方がはるかに人々の人口問題

に対する関心は高かった。

現在の口本では少子高齢化がもたらす社会保障をはじめとする日本社会への大きなインパク

トに対する危機感や意識は高まっても、その一方で途上凶を中心に人口が増えつづけ、少なく

とも今後数卜年にわたって深刻な影響を与え続けることになるというポイン卜は、ほとんど見

失われている。

このことは途上国やその地域に留まる問題ではない。交通や通信の発達で小さくなってし
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まった地球では、人口地)JUの影響はf環境問題と同様に国境を越え、 l凶・ 1J出域にとどまるも

のではなく、人口が安定化したりむしろ減少に転じている先進国にも深刻な影響を与えること

になる。

混在の人口問題は、これまで行われてきた多くの努力にもかかわらず、社会的に見ても、地

球の扶養能力の限界から見ても、二 I~q 前に世界の人口問題が話題になったときよりも地球シ

ステムに与える影響ははるかに深刻になっている。こうしたなかで、これまでの人口問題への

対策が大きな効果をあげてきていることも事実である。人口培加不は1980年の1.68%から

2000年には1.2:3%まで低下した。小さな洋ーのように忠えるが、もし、現在の人口地加来が

1.63%であったとしたら毎年世界人口は l億2000万人つつ僧えることになる。現在の:r問地

球人口の増加数7500万人をはるかに超え、その差は年間4500万人である。しかも、人口のモ

メンタムを考えると私達の未来には絶望しかなくなってしまうだろう。

地球にとって最も重要な人口問題 * 
冷静に考えてみればすくeにわかるように、人口問題は地球にとって最も重要である。しかし

ながら厄介なことに人口問題はゆI~タに解決すると言うような問題ではなく、地道にたゆま

ず取り組んでいかなければならない問題である。余りにも，fRi除、的な問題であるために、ニュー

ス性には乏しいと言う不利な性絡を持っている。

ヒトは生まれたときには誰でも赤ちゃんで、母親の抗議以外ほとんど何も必要としない。し

かしその fらも成人すれば納税者となり、また少なくとも 人分の食料やそれを支える涙用を

必要とする。

人口問題はじわじわとその影響力を消してくる問題なのである。ニュース伎に乏しい人口問

題をメディアが取り 1:Iずることは少ない。その結巣、私たちの懸命の努力にもかかわらず、一

般の人々の関心の中から人口問題に対する意識が失われてきているのが現状である。

人口問題は、問知のように直;主的な人口増加lが与える影響だけでなく、様々な分野に間接的な、

そして大きな影響を与えてきている。

新111:紀は、石油に代わって枯渇する“水資源"をめくる国際戦争の発坐が懸念されている。

現在の中央アジアやアフリカでの淡水資源をめぐる緊張、中東地域での紛争など各方面での地

域間紛争が人口増1mとそれに('1'う淡水資源の不足が遠肉となっている場合が少なくない。黄河

断流に表徴される中国の水不足も深刻であるo

また世界で最も弱い立場に置かれている最低開発図や、アフガニスタンをはじめとする紛争

地域の女性や子供たちも、人口プログラムを十分に実行することができればその悲劇は半減す

るはずである。

地球環境を考えれば省エネルギーなどの技術的な先燥を考えても地球が維持できる世界人口

は80億人程度が限界ではないかといわれている。これらの問題を解決するためにはどうしたら

良いだろうか。

原境の制約や資源、制約の中でこれまでのような物質的な豊かさを追求すれば地球環境の破壊

をさらに深化させることになる。無分別に物質的な豊かさのみを無限に追求するのではなく、

資源を有効利用することでより良い生活、より幸せな生活を追求すべきであろう。新世紀に生

きる私たちは、夜、たちの生きている地球システムの根源を見直し、いかに「欲望jをコントロー



ルしていくかを11斜に考えていかなくてはならない。それができなければ地球の生命は果たし

て、あとどれくらいもつだろうか。

人類はこれまで人口問題を解決するのに飢餓や戦争、疫病の発生といったと言った悲劇的な

方法で結果的な調節を来たしてきた。しかし入院が人道的に人口調節を行う手段をもった現在、

叡智を働かせることができれば、私たちは人類史の中で初めてこの危機を白らの手で乗り切る

可能性が生まれたのである。

私たちが知恵をH¥し合い、協力し、支えあうことでこの伺題を解決することができるならば、

これはまさに有堂義な、人類にとって大勝利とも言うべき成果である。叡智によって人類に

とって最大のハードルを乗り切ることができれば、新たなる発展への道を歩めるのではないか

と百う希望が湧いてくる。現在はそのような絶対的転換点にある。

ますます必要性を増すAPDAの活動 * 
人口問題が深刻さを憎し、この限りある地球環境の中で平和的lこ、かつ永続的にどう生きて

いくかという問怒が切実になればなるほどJ¥PDAの活動は必要性を摺し、重要性をi曽す。

現在の日本の社会は金税不安、 IT産業の不振をはじめ成なし不況から製造業部門の中凶や

ASEANへの移転、安い農産物との競争など、主要産業の深刻な空洞化が進み、リストラや企

業倒産などからかつてない不況、高い失業率を記録している。必死の構造改革への取り組みに

もかかわらず、この傾向はここしばらくは続くだろうと考えられている。

このような状況下で、悲観的な見方をすることはたやすいが、悲観だけでは何ごとも解決で

きないことを肝に銘じるべきで5ある。夢や希望を持つには知恵がいる。冷静に現実を見つめな

がらも忍耐と希望を持ちつづけることが何よりも必要である。

私たちは、これから積断的に私たちの活動の意義を世に隈いたいと忠う。これまで果たして

きた同会議員活動の母体としての意義、調資研究における意義、人口と持続可能な開発問題へ

の啓発活動で果たしてきた意義を世に限いながら、人類が直面している人口を中心とした地球

環境、食料、水、エネルギー資源、 HIV/AIDSなどの緊急課題解決にI白iけ、さらに大きな流れ

を作るために、精一杯の努力と挑戦を続けていくつもりである。

編集を終えて

本書は、 201世紀末から211世紀初頭にかけての人口術題をめぐる歴史のヒトコマに過ぎ

ない。しかし、 APDAの歩んだこの20年は胆;界の人口史における激動かつ最も重要な時

期をおめていたことは間違いない。

われわれは“小"なりといえども、自'J.it:者のi宣ぷを体して、この大問題に勇気をもって

立ちIn]かってきた。決してささやかな過去を振り返るだけに終わらせではならない。

これからも、国境を越えた人類と地球の安全保障のために、究極の日僚を失わずに前進を

続けてまいりたい。

編集にあたり、極めて鋭時1111の向に駆け足で資料編を中心に記録したものだけに、烹ら

ぬところはおゆるしを阪きたい。楠本修(事務局長補佐)、 i事藤正1I(l(業務謀長)、加藤村i+(

国際課長)のスタッフの協力に改めて謝意を表する。

313 



財団法人 アジア人口・凋発協会

設立20周年記念誌

興四海野春風 20年の歩み

発行 2002 (平成14)年3月

」編集・発行 財団法人 アジア人口・開発協会

東京都新宿区新宿 1-5-1 ダヴインチ新宿御苑ピ}~ 3 F 

TEL (0:，) 3358-2211 FAX (03) :B58-2233 

ユ印 刷 文化印刷株式会社



J 

:7 ~ 

TheAsiaηPopulatioηαηd Development Association 1982 


